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平成26年知立市議会３月定例会企画文教委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成26年３月14日（金） 午前10時 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     杉山 千春     田中  健     永田 起也    坂田  修 

     石川 信生     村上 直規     風間 勝治    高橋 憲二 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   清水 清久      協 働 推 進 課 長   野村 裕之 

     企 画 政 策 課 長   池田 立志      総 務 部 長   今五  尚 

     総 務 課 長   岩瀬 博史      安 心 安 全 課 長   髙瀬 季治 

     税 務 課 長   小笠原忠利      会 計 管 理 者   鈴木 健一 

     監査委員事務局長   高木 洋幸      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   加古 和市      教 育 庶 務 課 長   石川 典枝 

     学 校 教 育 課 長   伊藤 武男      生涯学習スポーツ課長   佐藤  豊 

     文 化 課 長   鶴田 常智 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      議 事 課 長   島津 博史 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第１号 知立市附属機関の設置に関する条例              原案可決 

     議案第２号 知立市職員定数条例の一部を改正する条例             〃 

     議案第３号 
 知立市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改 

 正する条例 
  〃 

     議案第４号 
 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を定 

 める条例の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第５号 
 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の 

 特例を定める条例の一部を改正する条例 
   〃 

     議案第６号 
 知立市災害忚急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する 

 災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 
   〃 

     議案第７号  知立市税条例の一部を改正する条例                  〃 

     議案第８号 
 知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

 条例の一部を改正する条例 
 〃 

     議案第14号 知立市社会教育委員に関する条例                 〃 

     議案第15号 知立市青尐年問題協議会条例の一部を改正する条例         〃 
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     議案第16号 知立市文化会館の指定管理者の指定について          原案可決 

     議案第18号 指定金融機関の変更について                   〃 

     議案第19号 平成25年度知立市一般会計補正予算（第６号）           〃 

     議案第24号 平成26年度知立市一般会計予算                  〃 

     議案第27号 平成26年度知立市土地取得特別会計予算              〃 

     議案第31号 平成25年度知立市一般会計補正予算（第７号）           〃 

     議案第33号 平成26年度知立市一般会計補正予算（第１号）           〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○田中健委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから企画

文教委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は17件、すなわ

ち議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第

４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議

案第８号、議案第14号、議案第15号、議案第16号、

議案第18号、議案第19号、議案第24号、議案第27

号、議案第31号、議案第33号です。これらの案件

を逐次議題とします。 

 議案第１号 知立市附属機関の設置に関する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 本会議で附属機関の条例設置について、幾つか

議論をさせていただきました。きょうも関連する

資料が出ていますが、ちょっと資料の説明いただ

けませんか。 

○企画政策課長 

 お手元のほうに資料Ａ３とＡ４でお配りのほう

をいたしております。 

 まず、小さいほうの資料でございます。これは

要綱設置の審議会等の一覧表ということで、現在、

知立市の附属機関に類する設置ということで要綱

で設置しているものが両面、裏の面を見ますと68

ございます。こちらのほうの中で、私どもの附属

機関の定義と附属機関に該当するか非該当するか

という基準のほうを以前、委員の皆さんにお配り

した基準をもとに、対象となる会議体の実際の運

用等をヒアリングした結果、こちらのほうの今69

ある中で黒い塗ってある部分、こちらを要綱から

条例化するということで、ナンバー21、障害者地

域自立支援協議会からナンバー28、老人ホーム入

所判定委員会、ナンバー31、ナンバー32につきま

しては一括して介護保険等審議会条例の中に盛り

込むということで、こちらのほうは、また２項を

１つにして附属条例のほうへもっていっておりま

す。 

 それから、ナンバー34、ナンバー35、保健対策

推進協議会、裏面にまいりましてナンバー38の食

育推進会議、こちらのほうは保健対策食育推進会

議に統合いたしまして個別で条例化のほうをして

ございます。 

 それから、最後のナンバー54、こちらのほうを

要綱から条例化のほうに位置づけるということで

一覧表とさせていただいております。 

 小さいほうの資料は、以上でございます。 

 それから、大きいほうの１枚になってございま

す。こちらは条例設置の審議会等の一覧表になっ

てございます。これは既存の条例から附属機関条

例、こちらに移行する審議会を表記してございま

す。黒く表記してありますナンバー２、ナンバー

７、ナンバー18、ナンバー20、ナンバー22、裏面

にまいりましてナンバー38、このスポーツ審議会

というのは今回新しく条例で設置する審議会で、

現在はないんですけども新規で設置するというこ

とで一覧表とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 御説明いただいたんですが、条例で設置をされ

ている諮問機関、あるいは条例設置ではないが要

綱等で諮問機関的な役割を果たしているものにつ

いて、どこで線を引いて今回御提案のような別表

一覧に載せることによって明確化していくのかと

いうことが本会議でも議論になりましたね。 

 私、改めてそこでお聞きするんですが、今議会

で上程されております条例、これは私どもの所管

に属してないものですが、例えば議案第10号 知

立市次世代育成支援対策推進協議会条例、これは

名称を変えるということでありますが、これも諮

問機関である子ども子育て会議というものについ

て明記するという内容ですね。 

 さらに、議案第12号 知立市保健対策食育推進

会議条例、これも見出しの推進会議を条例で明ら

かにするということで諮問機関の設置を個別条例

でうたうという形になってるわけですね。 

 さらに、議案第15号 知立市青尐年問題協議会

条例、これも知立市青尐年問題協議会というもの
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の条例改正ということでありますが、諮問機関と

しての青尐年問題協議会について個別の条例で述

べていると、こういうことになっておるんですよ、

今議会だけでも。 

 つまり、今申し上げた第15号、第12号、第10号

は、もともと単独の条例で諮問機関をうたう必要

がないわけでして、今回の附属機関設置に関する

条例の別表にうたい込めば用が足せると、こうい

うものになるんじゃないですか、どうですか。 

○企画政策課長 

 まず、個別で条例化というお話かと思います。

例えば先ほどの議案第15号 知立市青尐年問題協

議会でございますけども、そこのきょうお配りし

ました根拠の中にも書いてございます。地方青尐

年問題協議会第１項第１号のできる規定というも

のがございまして、その第６条で条例で定めると

いうことであり組織及び運営の事項も条例で定め

るというような内容になってございますので、今

回一括で定めた条例は規則のほうでそういった組

織及び運営のほうを定めるような形をとっており

ますので、この場合、条例で組織及び運営のほう

を定めるという内容でございますので、こちらに

ついては条例のままということでさせておるよう

な中身でございます。 

○高橋委員 

 後の２つの議案はどうですか。 

○企画政策課長 

 ちょっと今、御質問の内容が。 

○高橋委員 

 私、３つ言いましたよね、今議会に提案されて

いる。今、１つについては答弁があったんですが、

後の２件の条例についてどうですか。 

○企画政策課長 

 今回一括条例のほうにまず既存の条例から本条

例に移したものについては、地方自治法を根拠に

しているものについては、そのまま一括条例のほ

うにいっております。 

 だから、先ほど例にたとえました青尐年の問題

もそうなんですけども、個別法に根拠があるもの、

あるいは個別に事情があるもの、そういった組織

の運営等を条例で定める等が書いてある記載がし

てあるようなものにつきましては個別条例で残す

というような判断のもとでやらさせていただいて

おります。 

 次世代育成推進協議会を今回は子ども子育て会

議に改正するという中身でございますけども、こ

ちらについても、この会議の設置根拠である子ど

も子育て支援法には同法第77条第３号に合議制の

機関の組織及び運営に関し、必要な事項は市町村

の条例で定めるという規定があることから、先ほ

どと同じような形で組織及び運営に関する事項も

条例で定めるという判断をしておりますので、今

回の一括化の対象からは外してございます。 

○高橋委員 

 いろいろ言ってみえますが、今の答弁をずっと

たどっていきますと複雑怪奇なんですよ。附属条

例、附属機関を一括化されるというけども、どう

いうものが一括にするけども、どういうものは一

括にしないのかという分水嶺というのが極めて複

雑怪奇で、こういうふうにまとめたものとまとめ

ないものはどこが違うのかというふうに説明を問

われたときに、これは私たちも今のような答弁で

すと、はっきりこういうものはまとめたんだよと

いうことが言えなくなってしまうんですね。 

 それで、さっき言われた一括条例にしない最大

の要因は、設置そのものも条例で定めることは明

らかなんだが組織や運営についても条例でうたい

なさいというふうになってるので、今回の一括条

例ではそれが担保できないという答弁がありまし

た。 

 それで私、ちょっと改めていろいろ見てみたん

ですが、例えば今回、知立市総合計画審議会条例

から一括化されたものを見ますと、担任事務は本

会議でちょっと議論になりました、いろいろ書い

てあります、こういうものの諮問を受けて答申を

するんだという担任事務がありますね。それから、

委員の定数もここに条例になってます、別表に。

そして、委員会の構成、どういう人たちから委員

を選任するんだという、これは法律で決まってお

ったりしますからね、個別に。この会議はこうい
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う人たちから選びなさいということを法律が求め

ていたり、あるいは会議の性格上、こういうとこ

ろから入れたいということも条例でうたいたいと

いうことから、委員の構成についても別表にうた

われております。そして、委員の任期もうわれて

おります。 

 しかし、委員会の運営は今回出していただきま

した議案第１号参考資料というのがありますね。

あるいは規則が２つついてます、参考資料の中に

ね。よくくらないと出てこないんですけども、２

つ出ておるんです。ここに何が書いてあるかと言

いますと、ここに組織、会議のもち方、あるいは

誰がその会議を執行するのかという運営について

ここに書いてあるんです。 

 ところが、この部分というのは今まで条例で書

いてあったんですよ、みんな。組織及び運営の仕

方。会長はどうやって決めるか、審議はどういう

状況でするのか、評決は過半数の出席のもとで過

半数でやるんだということは全部運営についても

条例で書いてある。 

 ところが今回、そこが全部規則に格下げになっ

て、さっき私が申し上げた名称と担任事務と定数

と委員の構成と任期は条例で明確になったが会議

の運営については条例から外れて規則になった。

これは先ほどの答弁ではないが、組織と運営につ

いても条例でうたえということがある場合につい

ては、したがってまとめられなかったということ

を言ってみえるんですが、附属機関の組織と運営

についても本来は条例でうたうべきではないか。

規則に委任するというのは、ちょっと格下げにな

るのではないかと、この疑義が出るんですが、こ

れはどういうふうにお考えですか。 

○企画政策課長 

 確かにまとめさせていただくものの内容につい

ては、今、高橋委員が御披瀝した内容でございま

す。条例で定めなければならないものについては

条例で定めなければならない、あるいはできる規

定のものについては規則という判断のものとで、

うちは規則のほうでやらさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○高橋委員 

 今まで条例でうたってあったんです。条例でう

たったほうが明確でしょう。例えば会議、どうや

って会議を開くのかと。会議は規則の第４条、あ

るいは第３条、会長及び副会長。会長は委員の互

選によって定め、副会長は委員のうちから会長が

指名すると。以下ずっと書いてありますよ、大事

なことが。会長は附属機関を代表し、会務を総理

する。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある

とき、または会長が欠けたときは職務を代理する。

以下会議、会長が招集し議長をやる。会議は過半

数の出席でなければ開けない。可否同数のときは

議長が表決する、以下書いてあるんです。これは

大事なことですよね。これは今まで条例で書いて

あったんです。個別条例で全部。 

 ところが今回は、個別条例にはこの種の会議の

運営については一切書かれずに、全部規則に委任

することになっている。これは私たち議会人から

いうと、何でこんなふうに格下げにしなきゃいか

んのかと、組織そのものを。これは明らかに格下

げではないか。条例で丁寧にうたったほうが明確

ではないかという疑念と疑義を避けがたい問題提

起として実感するわけですが、どうですか、ここ

は。 

○企画政策課長 

 確かに高橋委員のおっしゃる点もございますが、

この附属機関の設置条例の第５条で附属機関の組

織運営、その他の事項は執行機関が別に定めると

いうことで定めておりまして、規則で定めさせて

いただいておる次第でございます。 

○高橋委員 

 そういうふうになっておるわけだわ。だけど会

議の運営というのは会長が誰がやるのか、可否同

数の場合はどうするのかということは原則的に極

めて大事なことでしょう。これを今回は条例から

ペンディングして規則に委ねちゃったわけ。規則

は議会の議決事件でありませんから。 

 つまり、議決事件から重要な会議の運営につい

ては外したと。それを外してもいいからまとめて
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外したんだと、そういうジャンルの附属機関をと

いうことなんだが、これはよく考えてみると、非

常に重要な省略がここに挿入されていると。会議

は会議の運営等についてをうたっておかれたほう

がいいんじゃないですか。それをうたおうと思う

と、いろんな会議の性格がありますからね、これ

は個別条例にしとかんとうたえないという側面が

あるんですよ。だから、これを全部切り離して規

則に委任したということなんだが、ここは尐し私

はね、問題ではないかと。半年間でやったからい

ろんなそごがあるとおっしゃるけども、この点に

ついてはどうですか。何で一々規則に委ねて条例

から外してしまったのか。いかがですか、もう一

遍答えてください。 

○企画政策課長 

 同じ答弁になるかと思いますが、一括の条例に

させていただく中で、その条例の中で別に定める

という方法でこういった形をとらさせていただき

ました。 

○高橋委員 

 別に定めるのは条例で別に定められておればい

いけども、規則に委ねているわけですよ。そこが

問題なんですよ。条例は別表に全部書いてあれば

問題ない。だけど条例別表に会議の仕方まで書き

ますと膨大になりますので共通項を取り出して別

表化するけども、共通項にのっからないんです、

なかなか会議の運営までは。だけど、それは附属

機関の生命とも言うべき重要な側面を含んだ条項

なんですね、決まりなんですね。これが規則に委

ねられると。これはね、私、重大な考え方の違い

ではないかと思いますが、どう思われますか、企

画部長。 

○企画部長 

 今回の整理の仕方なんですけども、まず考え方

として総合条例というのがございます。これは、

その附属機関の組織性とまた別に、その規定以外

のものもうたっている条例です。これはそのまま

残しておくしかしようがありません。附属機関の

設置に関するものだけをうたっている条例、単独

条例という言い方をしておりますけども、その設

置根拠が法律の場合、これは単独条例として残し

ました。設置根拠が法律でない場合、条例に定め

て設置する場合、これはものによって全部一括化

したと。 

 今回、規則でうたっておる部分があるというの

が格下げだという表現されましたけども、私ども

それでなければ全部単独条例でいいのかという話

もあるわけですけども、整理の仕方として、今後

多分この条例というのはすごく出入りが多い条例

になると思うんです。その役目が終われば廃止す

るし、役目が出てくれば、またもってくるという

話になりますけども、今、整理の仕方としては、

そういう複雑だとおっしゃいましたけども、一忚

３つのカテゴリーで分けて今回整理したと。 

 それから、要綱に残っております審議会ですけ

ども、これは一定の合議制があるかどうか。これ

は多数決、あるいは全会一致、そういうことで意

見を一つにするかどうか、あるいは会長、副会長

等の組織性があるかどうか、こういうことで条例

にもってきたということでございます。 

 今回の整理の仕方として、議事運営を規則にも

ってきたという整理の仕方しかなかったというこ

となんですが、これは１つこの条例の序章という

ことで、まだ第１章が始まってないという投げか

けなんですけども、今後これはもちろん研究して

いく材料かと思いますけども、今回こういう整理

の仕方をさせていただいたのが一番シンプルで市

民の皆さんにもわかりやすい形だと思っておりま

す。 

○高橋委員 

 序章だと、本会議でもその種のことをおっしゃ

いました。しかし、序章であることを考慮しても

序章で重大な瑕疵があれば、これは序章であれ何

であれ、正していくということになります。これ

は議案として出されておりますから。 

 それで、例えば中小企業振興基本条例のように

基本条例の中に振興会議がうたわれてますよね。

あれは附属機関ですよ。そういうふうに本会議で

も出ましたが、私たちは、そう変えました。あの

条例をとってね、振興会議だけを取り出して個別



- 7 - 

条例に今回提案のここへ当てはめようということ

については、それはやってやれんことはないです

が、その全体の枞の中で設置条例そのものの中に

審議会、附属機関がうたわれておるわけですから、

あえてそれは取り出しませんよというお話でした。

それはよく理解できます。 

 今回まとめたのは、そうではなくて、附属機関

が単独、単体で泳いでいるものについては、それ

を全部別な貯水池に入れて、そちらのほうで管理

すると、一括すると、こういう御説明もわからな

いわけではない。 

 ただ、私、冒頭に申し上げたように、今回御提

案の他の条例にあっても附属機関そのものを提起

した条例でありながら、個別条例として残すんだ

と、それは地方自治法以外の法律で決まっている

ものについては残すんだと、個別条例で、こうい

う御指摘になりますと、個別条例で残るものと同

じ水槽に入ってくるものと二通り発生するんです

よ。これはなかなかわかりにくいんです、ちょっ

と申し上げたい、わかりにくいなと。そこまでし

てそろえる必要があるのかと、一括化する必要が

あるのかという疑問がそこで湧いてくるんですよ

ね、そういうことなんですよ。 

 だから序章なんだが、聞きますけども、最終的

にはどういう形になってくるんですか。今言われ

る、今回御提案の第10号、第12号ですか、もう一

つ、３つありましたが、これらは単独条例として

残ると、これからもということなんですか。序章

だけども、最終的にはどういう形を想定されてい

らっしゃいますか。 

○企画部長 

 最終的な形がわかっておったら、そのまま今回

出したと思うんですけども、まず、その単独条例

につきましては、設置根拠が法律であるかどうか、

この２つの分け方だけです。これは法律改正があ

ればその条例をいじくらなきゃいけないかもしれ

ません。その他につきましては、できる限り１つ

の条例でまとめたいということが今回の提案でご

ざいます。最終形がわかっておるわけでございま

せん。この一定の物差しについては、今後このま

まいきたいと思いますけども、各枝葉の表現につ

きましては、私ども、いじる必要があるかなと思

っておりますけども、今回の整理の仕方の物差し

と分ける基準、これだけは今後も守っていきたい

なと思っております。 

○高橋委員 

 例えば国保運営協議会というのがありますね。

これは明確な諮問機関ですね。これは法律事項で

すので条例化しなくてもいいということですよね。

そういうものは法律で設置義務があるので、それ

は法律に委ねると。そういうものでないもので、

なおかつ諮問、答申、附属機関的な役割が必要な

ものについては条例化していくと。だけど、その

条例の中にも地方自治法でうたわれたものと個別

法でうたわれたものについては、そこにもまた幾

つかの差異があるんだということになると、まと

めるとおっしゃっても、おのずとそこにはまとめ

切れない分水嶺がありまして、複雑さが当然残る

ということですから、今回試みの案としてこうい

う形でおまとめになったということを私は否定は

いたしませんが、もう尐し展望と見通しとわかり

やすさをぱちっとできるような提起と提案が前提

に必要ではないかというぐあいに思うんですね。

だから話が難しくなってるんです。 

 私、本会議でも申し上げたように、報酬審議会

の報酬ですね、この点についてもどういう会議の

もち方をするのか、出席委員は何名の場合に成立

するのか、あるいは可否同数の場合はどうするん

だということは今まで条例で書いてありました。

ところが今回は、先ほど言ったように、条例から

外れて規則に委ねる。これは一括化のためにそう

なったんですが、これもちょっと私は気に入らん

ですよね、格下げになるということ自身は。 

 しかも、この条例の問題は、現行条例は市長に

諮問義務を課している。諮問しなさいと。この統

合条例は諮問義務までは課していない。ここにも

単独条例をこういう形で集約する上で問題になる

ペンディングと言いますかね、うたい切れない側

面が矛盾としてあらわれているんじゃないかとい

うふうに思うんですが、総務部長、これは改めて
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聞くんですが、いいんですか、これで。 

○総務部長 

 本会議のほうでそういうような指摘もありまし

た。私のほうは、これにつきましては、本会議で

答弁したとおりに、提案する前に特別報酬審議会

というのは必須の委員会でございますので、わざ

わざそこにうたってなくてもうたってくというよ

うな形で、本会議で答弁したとおりでございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 だけど、それはこんなふうに読めませんよね。

だからこれは個別条例で残したほうがよかった。

一括化することによってエキスの部分が飛んじゃ

ったというふうに思うんですよ。あなた、そうや

って強弁されるけども、これは誰が見たってそん

なふうには読めないです。 

 ちょっと聞きたいんですが、今回御提案の議案

第４号、第５号、つまり特別職の給与について、

１年間減額するよという２つの条例出ておるんで

すが、これは諮問委員会にかかっておるんですか、

報酬審議会。 

○総務課長 

 その２つの条例については特例条例ということ

で審議会のほうには諮ってはおりません。 

○高橋委員 

 これは、かけないかんのじゃないですか。 

○総務課長 

 いわゆる条例の特別職、もしくは議会議員の皆

さん方の報酬もそうなんですけど、報酬を定める

条例の本文そのものは変えておりません。本文そ

のものは変えてないものですから、今回御提案す

る部分については、本則そのものはそのままとい

うことで、特例的に期間限定で減額を講ずるとい

う措置なもんですから、審議会に諮ることなく上

程はさせていただいておりますけども、本文のほ

うはそのままでございますので、いいと思ってお

ります。 

○高橋委員 

 これは、きょう私、条例持ってませんけども、

議会に上程する前に諮問をするものとすると、こ

うなっているんですが、その本体を触らずに部分

的に、時限立法的に増減すると。ふやす場合もあ

ってもいいんですよ、総務課長の今の答弁だと。

時限立法的に増減される件については、本体をな

ぶってないので報酬審の審査対象、要するに諮問

対象から外れると、これはどこに書いてあるんで

すか。ちょっとこれ、拡大解釈じゃないですか。 

○総務課長 

 解釈の仕方だと思います。それで、おっしゃっ

たように、特例条例なもんですから増減というこ

とはもちろんあり得るわけなんですけども、常識

的に考えまして増額を伴うということについて本

来の本条例を変えずに特例条例で変えるというこ

とは、これはもう禁じ手だというふうに思ってお

ります。だから、そういったことは全く考えてお

りませんし、減ずる場合のみ期間限定でというこ

とで考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○高橋委員 

 そこには大分恣意的な解釈があるんですよね。

別にそれ、いかんと言いませんよ。これぐらいの

軽微なもので、しかも下げるんだから、一々諮問

委員会開いて答申してもらうまでのことはなかろ

うというおおむねの常識事項と言いますかね、お

おむねの諮問と答申と市長の権限との関係で、お

おむねその程度ならば諮問せんでもよかろうと、

市議会も了解してくれるだろうという判断なんで

すよ。 

 だけど、それは条例本文を厳密に読むと、ほん

とに総務課長それでいいのかと。上げる場合は諮

問するんですかと、期間限定でねという議論も議

論としては生まれてくるんですよ。そんなやぼな

議論をしようとは思いませんが、可能性として生

まれてくるんですよ。条例というのは、そういう

場合についても解釈で右行ったり左行ったりしな

いように、きちっとしたものでないとまずいとい

うふうに私は思うんですね。 

 だから、あの条例は市議会に減じたり乗じたり

する場合の議案を出す前には諮問しなさいよと、

こうなっているので、原理原則から言えば、この
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議案第４号、第５号の場合でも、基本的にはやは

り条例の読み方としては諮問すべきではないかと。

しかし、良識的、一般的に言って、それを省いた

からといって直ちにそれが瑕疵になるというとこ

ろまでの問題ではないにしても、厳密論で言えば

そういうことになるんじゃないかというふうに私、

思うんですが、条例の解釈上、どういうふうに考

えられますか。 

○総務課長 

 基本的な中身は、高橋委員おっしゃるとおりだ

と思います。 

 ただ、今回特例条例的に期間限定で下げるとい

うことについて委員会の審議会の審議、諮問をな

くして提案することについて、そういった行為が

直ちに違法な行為になるとまでは考えられないと

いうことで、こういった措置をさせていただいて

おりますので、ひとつよろしく御理解を賜りたい

と思います。 

○高橋委員 

 だから、諮問するものとするというふうにうた

ってあっても、そこには一定の範囲での解釈が、

今の議論ではないけど、一定の解釈が存在してい

るんですよ。 

 今回の条例の別表には、それは書いてない。す

るものとすると書いてない。これは受け皿の任務

について明確になったことは認めますけども、諮

問義務を縛ることには全くなってない。以下、同

文ですよ。他のものについても同文。諮問する場

合にはこういう分野のものについてはここで諮問

を受けますよということにはなってるけども、諮

問義務を課しているわけじゃないということにな

ると、これはこの条例では現行条例の内容を担保

できないということになるのは明らかじゃないで

すか。どうですか。こんな中身で現行条例と同じ

ですと、今の議論じゃないですが、書いてあって

も解釈できるんだから、書いてなかったら、なお

のことですよね。改めて答弁を求めたいと思いま

す。これでは現行条例の規定を担保できないとい

うことは明確だと思います。 

○総務課長 

 ただ、何度も同じ返答になって、大変申しわけ

ないと思うんですけれども、条例本体そのものの

報酬の額を増額、もしくは本体の額を減額する場

合もそうですけれども、その増減を伴う場合につ

いては、これは審議会をなぜ設置しているかとい

うと、まさにその報酬の額を審議するために設置

をしておるようなものですから、その条例本体の

額を増減する場合については、これは額の多尐増

減にかかわらず、必ず審議会で審査をしていただ

いて諮問をいただいた後に条例本体の改正を提案

するというのが、これが鉄則だというふうに思っ

ておりますので、それを省略するということは現

在のところ考えられないというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 だから、あなたが鉄則だとおっしゃるのは、現

行条例で鉄則だと書いてあるから鉄則なんですよ。

今回書いてないでしょう。鉄則だとあなたが認識

しているのは、あの条例のイメージが下敷きにあ

るからそういう議論になるわけでしょう。 

 例えば市長の給与を多尐下げる場合、本体を下

げる場合、多尐下げる場合はいいじゃないかとい

う議論は今の条例では、その議論は発生する余地

ありませんよ。全くありません。あなたのおっし

ゃるとおり。あなたの概念は、今の条例を客観的

に理解しているからそういう答弁になるんです。 

 ところが、あの諮問するものとするということ

がなければ、多尐の減額の場合には諮問しない場

合があってもいいじゃないかという議論が生まれ

てきても、これは当然ですよね。だけど今そうい

う議論生まれません。なぜなら、あの条項がある

からですよ。今回それを取っぱらうわけでしょう。

だから、それは明らかに質が異なる条例になって

いるんだと、ここは認めなきゃあ、あなた、現行

条例を否定することになりますよ。ものとするも

のがなくても必ず実行するものだということにな

るわけでしょう。屋上屋だと、ものとするものと

いうのは。そうじゃないですよ。あえてそれはし

かけたんですよ、条例で。それを取るというわけ

ですから、今回。取っても同じじゃないか。それ
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は 

今のベースがあるからね、あの条例があるからそ

ういう認識は変わらないだろうが、あの条例が取

れたときにどういう解釈が生まれてくるのか、そ

んなことは予想できないじゃないですか。だから

私は、たがをかけておいてくださいと言っている

だけですよ。これは本会議の続きになるんですが、

総務部長、何で明確にされないんですか。明確に

すればいいじゃないですか。 

○総務部長 

 本会議の繰り返しになるかと思いますが、今の

議論を聞いておりまして、通常は議員の報酬、う

ちのほうの３役の給与、そういったものにつきま

しては報酬審にかけて７万人の知立市の報酬、給

与については、これが適当であるとかというよう

なことを判断してもらうというような会議でござ

いますので、先ほど言ってるような特別条例とい

うのは、そこからまた額を、それは政治方針で下

げるという形になりますので、それはもう異質だ

というふうに思っております。 

 それから、うちのほうがこの特別報酬審議を開

いて議会に上程していくというような額は減るに

しても下げるにしても、そこが根拠のよりどころ

になりますので、そこを外すということは、実際

に考えられないと。そのためにつくった委員会で

すので、その委員会を別に通さんで上げていくと

いうこと自体が私はそこに書いてなくてもそれは

必要ないではないかというような、委員会自体が

そういうような委員会でございますので、何のた

めにつくったんだというような話になるかと思い

ますので、そこまでは必要ではないかなというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 そこで突っぱねるんなら、私は賛成できないん

ですね。私は、この別表は諮問すべき事柄につい

て明確になったと。委員の数も委員の構成も委員

の任期も明確になる。だけども首長が、どういう

場合に諮問しなければならないのかについては明

確になってないです、この条例は。どういう場合

に諮問しなければならないかということについて

は明確になってない。 

 それは私、本会議でも言ったように、市長の諮

問権、そこまで縛る必要はないと。どういう場合

に諮問するかというのは市長が判断する、皆さん

方が判断すればいいことだと私、思うんですね。

そのかわり、その判断が間違った場合には叱責を

受けるかもしれませんが、そこまで首長の執行権

を縛ることは、私は不適切だというふうに考えて

おります。だから、それぞれどういう問題が起き

たときにこの委員会が発動するかということは明

らかになったんだが、どういう状態のときに委員

会が開催されるかというのは、必ずしも明確じゃ

ないんです。その他重要な場合にはとかなってお

るでしょう。だからそういうことで、市長の諮問

権を担保しているわけです。 

 ところが、あなたそうやって力まれるけども、

報酬審についてだけは上限を議会に提案する場合

には、あらかじめ諮問をし、答申を受けるものと

する、縛りが入っている。それは常識だとおっし

ゃるけども、縛りが入ってるから常識になってお

るというだけのことで、この縛りを今回取ろうと

いうわけでしょう。縛りを取るけども、そういう

ふうに解釈するのは当たり前だとおっしゃってお

るわけでしょう。だけど、どこにも書いてないで

すよ、そんなことは。だとしたら明らかに異なる

条例になっているのではないかと。 

 だから、先ほどから出てるように、異なる条例

にしてまでここで統一化する必要はない。異なる

状況になることを前提にここで別表にうたう必要

はないから、私はこれを戻してくれと、報酬審だ

けはもとへね、そのほうがシンプルだしわかりや

すいし、今もそれで生きとるわけだから、何も序

章の始まりとしてここに放り込んでもらう必要な

いじゃないですかということを言わざるを得ませ

んよね、今のような答弁のやりとりだと。だって

今は何の問題もないんだもんで。報酬審議会のあ

の条例があることは何の問題もない、何の疑義も

ない。あなたと私は共通の条例で認識しておる。

今回そうじゃないと、活字を変えさせてくれと、
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こちらのほうの意見にみんな集まってもらんだと、

コイやフナは。入れたけども、その入れ方に疑義

があるんじゃないかという私、言っておるんです

よ。だったら、その条例やめて、さっき企画課長

がおっしゃるように、疑義のあるものについては

別条例で残されればいい。火種は、あなたのほう

から出したんですよ。そう言わざるを得ないじゃ

ないですか。何で無理に議論が起きるような、解

釈上、矛盾が起きるような条例をここへ統合しな

きゃいかんのか。単独条例で残してもらいたい。

そう思いますね。 

○総務部長 

 いろいろ本会議からそういうような指摘をいた

だきまして、企画部長のほうもこれは一番初めの

出足だというような形でございます。 

 それから、この条例につきましては、企画部が

担当しておりまして、法規のほうは総務部が担当

しておりますので、一度今の指摘も含めまして、

一度内部的に出すのか、出すというような形にな

りますと、その基本的なところが崩れてしまいま

すので、尐しうちのほうの内部的な議論もいただ

きたいというふうに感じております。これにつき

ましては、企画部のほうと相談をさせていただき

たい。 

 それで、今のことでございますが、条例ではな

く規則のほうで見直し、協議が終わるまで報酬審

の意見を聞くというような形を規則上の中でうた

わさせて施行していきたいというふうに考えてお

りますので、尐し企画部のほうとお時間をいただ

きたい。ただし、規則上の中では、この報酬審の

中で条例でうたっていたものについてはのせてい

くというような形で考えておりますので、それで

御理解いただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 どういうことをおっしゃっているのか、ちょっ

とよくわからんけども、担保するものとするとい

うふうに入ってないと、条例本文にね。だから異

質だという疑義は残ると、今の答弁はね。だから

今、序章なので将来的にはきちっとしたいが、条

例そのもので。将来的には取るということですか。

うたうならうたうできちっとしたいが、今もう間

に合わないですね、議案としては。規則というの

は、どこをどういうふうに、さっき私、冒頭で説

明したように２つ出てますよね。ここをちょっと

なぶるということですか、どういうことですか。 

○総務部長 

 企画部のほうと協議をするというような形で、

それはどういう形になるかわかりませんが、一忚

知立市の附属機関の設置に関する条例の施行規則

の中で職務等というところで第２条の第２項ぐら

いに市長は条例を議会に提出するときにつきまし

ては当該委員の報酬及び給与の額について、あら

かじめ知立市の特別報酬審議会の意見を聞くもの

とするというような形を当面入れさせていただき

たい。それで、条例のほうについては内部的な基

準というものが、これを出すことによって崩れま

すので、尐し出すのか出さないのか、結論はまだ

出ておりませんが、内部的に協議はさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 ちょっとおっしゃってることの輪郭は見えてき

ましたが、いいか悪いかはともかくね。規則のほ

うで、規則はあなたたちが議論して変更すること

は可能なんで、いただいた別表参考資料、議案第

１号の知立市附属機関の設置に関する条例施行規

則の第２条ということでしたね、今。第２条の職

務のところで、附属機関は市長の諮問に忚じ、条

例別表に定めるその担任する事務について意見を

述べると。これは当然だね。わかりやすい話だね。

ここに１つ加えるということですか。加えて、報

酬審の第２条か第３条かちょっと忘れましたが、

あの項目をここへ入れ込むと。市議会に提出する

場合には、あらかじめ特別報酬審議会の意見を聞

くものとするというのをここへ挿入すると、２号

として、そういう意味ですか。 

○総務部長 

 そのとおりでございます。 

○高橋委員 
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 それで、そのそういう措置をとって報酬審を別

表に入れ込むかどうかについては、除くかどうか

については、今、序章なので、再度議論を深める

中できちっと議論をして結論を出したいと、こう

いうことですか。 

○総務部長 

 企画部のほうと一度協議をして、そういうよう

な形でこれが特別に抜いた場合のときについて、

全体にうちのほうがつくった基準と崩れるではな

いかというようなこともございますので、その辺

も含めて、一度もう再度協議をさせていただきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 私は本会議で申し上げたように、報酬審を別表

から除くということをすれば今の規則まで変える

必要ないけども、これで条例出てますから、この

条例を前提にして規則で今言った部分を担保する

と。副市長、そういうことでよろしいですか。 

○清水副市長 

 今回のこの提案をさせていただきました附属機

関についての条例でございますが、本会議から今

もいろいろ御指摘をいただきました。やはり今の

御指摘は非常に大事なことだというふうに思って

おります。別表に今回まとめさせていただきまし

た、それぞれの担任事務ということで、それぞれ

の附属機関の仕事が明記されておるわけですが、

これについては、どの担任事務についてもこれが

必須のことだというふうに私のほうは理解をして

おったわけですが、現行の例えば保育行政審議会

でありましたら、これも尐し表現がばくっとして

おりますので、この部分、この部分というような

ことではわからないわけですが、いずれにしても

重要な保育行政に関するものは、これは保育審議

会の御意見を聞くということは必須のことだとい

うふうに私たちは考えておりましたので、こうい

う規定をさせていただきました。 

 ですけども、先日来からのいろんな御指摘、こ

れも大事なことだというふうに理解をしておりま

すので、今、総務部長が申し上げたような点で、

その辺のことを担保することを一度考えたいなと

いうふうに思います。 

 それから、もう一点は、今回このような形で、

できるだけ附属機関をわかりやすく規定をしてい

きたいという趣旨の中で、例えば過去にもありま

したが、知立市の基金条例ですね、ああいったも

のも１つの基金条例というような形で別表で整理

をさせていただいて知立市の一目で理解していた

だけるようなものを目指すような形で、この附属

機関も整理をしていただいているわけですけども、

なかなかそれぞれの事業ごと、目的ごとに相当一

括でやるにはなかなか難しいことがあるなという

のが検討の段階で見えてきました。 

 したがって、今回結論としてこのような形で出

させていただくというようなことになったわけで

すが、繰り返しになりますが、そういった中での

御指摘については、しっかりそれが機能するよう

な形で今後、必要な措置をしていきたいというふ

うに思っております。 

○高橋委員 

 シンプル化はとてもいいんですが、シンプル化

することによって、その持っている本質的な役割

が曖昧になるということがあるとすれば、シンプ

ル化よりは本質的な重要な事項について、それを

担保するというところに軸足を置くという、そう

いう選択も当然あってしかるべきだと。私は、そ

ういう意味では報酬審のその部分というのは、そ

ういう範囲の指摘だというふうに理解しておりま

す。 

 例えば保育行政審議会で保育料を上げる場合に

諮問するのかということは規定がないんですよね。

重要な事項と、まさにこれは。重要かどうかとい

うのは、これは誰が判断するかといえば、これは

市長が判断する。諮問するかどうか、さっき言っ

たように市長が判断します。そこまでの縛りがか

かるのかどうかということを踏まえて保育審議会

は必要な事項という書き方でほんとにいいのかど

うか、これではちょっとばくっとしてわからんじ

ゃないかという理解や議論もあるんです。今回、

議論になってませんけど、物は言ってませんけど
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ね。 

 だから、シンプル化することによって、その審

議会の持つ重要な役割が曖昧になったり、より不

明確になるという行為は絶対避けなきゃならんと

いうぐあいに私、思ってるんで、そこらを踏まえ

て当面は今回議案が出ているので、先ほど総務部

長が御発言のような形で規則で担保しながら序章

の次の第２ステージと言いますか、その中でより

精査をしていくという、そういう今、答弁だった

と思うんですが、これ、いつごろにそういうふう

になるんですか。 

○清水副市長 

 これは、今回の提案させていただいたものを議

決をいただければ、すぐにでも見直しの作業に入

りたいと思いますし、もう一つ、これちょっと法

規担当とも詰めなくちゃいけませんけども、今例

えばの話で出ました保育料なんかの改定をする場

合、あれも条例で規定をさせていただいてますけ

ども、あの条例の中に諮問機関の意見は聞かねば

ならないというような、そういう決め方もあるの

かな。 

 例えば特別職の報酬にしても、報酬の額を定め

る条例がありますけども、その中で変更の場合の

規定をそういうところで一文加えて、附属機関の

役割を担保するというような方法もあるのかなと

いうことも今ふと思いますので、確かに規則とい

うのは、尐し今回はそういうことで御理解をいた

だければ大変ありがたいと思いますけども、そう

いうことも含めて、今後全体的な見直しも含めて

行わさせていただきたいと、早急にさせていただ

きたいと思います。 

○高橋委員 

 わかったというふうにはちょっと言いにくいん

ですが、私の申し上げている主張している点につ

いては理解をいただいて、今日この時点でとり得

る基本的な手だてはとって対忚し、大至急見直し

ていきたいという、そういう答弁だというふうに

理解しておきたいと思います。 

 それで、もう一つ聞かせていただきたいんです

が、条例施行規則、２枚あるんですが、最初の１

枚、第７条について御説明ください。 

○企画政策課長 

 規則の第７条でございます。福祉体育館審議会

に属する事務は地方自治法の第180条の２の規定

に基づき教育委員会の事務局の職員に補助執行さ

せるというところの内容かと思います。 

 地方自治法第180条の２につきましては、ちょ

っと条文読まさせてもらいますと、普通地方公共

団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該

普通地方公共団体の委員会または委員と協議して

普通地方公共団体の委員会の委員長、職員もしく

はこれらの執行管理に属する期間の職員に委任し、

また、これらの執行機関の事務を補助する職員も

しくはこれらの執行機関の管理に関する機関の職

員に補助実行させることができるという条項でご

ざいます。 

 福祉体育館の業務の中身の中には、身体の関係

というんですか、福祉の関係の業務もございます

ので、執行機関、通常体育館の業務であれば教育

委員会のほうでございますけども、これも執行機

関を市長の執行機関に委任するということでこの

行を設けまして、こちらの規則にのせたという経

緯でございます。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時09分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 御説明いただきましたように、福祉体育館は市

長部局の諮問機関のみならず、行政委員会ですね、

教育委員会の所管事務でもあるので、この項目が

入らないと調子が悪いんですよね。 

 もう一つ次の規則を見てもらいましょうか。こ

れは知立市教育委員会附属機関の設置に関する条

例施行規則です。これは何がうたってあるかとい

うと、知立市スポーツ推進審議会については、こ

の規則で運用しますよということが書いてある。
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つまり、別表のスポーツ推進審議会は、教育委員

会部局の審議会ですよと。だから教育委員会が諮

問をしますよと、こういうことですか。この２つ

の規則の違い。要するに、諮問する諮問者が違う

と。だから２つないと調子が悪いというふうに私

は理解したんですが、そういう理解でよろしいで

すか。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおりでございます。最初の福祉体

育館複合施設でございますので、市長部局と教育

委員会がございます。このような形をとらさせて

いただいております。 

 それから、後段の部分につきましても、今、高

橋委員がおっしゃられたとおりでございます。 

○高橋委員 

 これも別表にまとめたがゆえに生ずる複雑な形

になるんですね。今、私、条例持ってきたんです

が、現行の知立市福祉体育館運営審議会条例、こ

れは単独条例でこれを持っておればこういう複雑

な規則の規定は要りません。 

 ところが、別表にまとめるために市長が諮問す

る部分と教育委員会が諮問する部分、教育委員会

が所管する事項があるので、さっき申し上げた前

段の規則の第７条をうたい込まないと調子が悪い

と、こういうことになるんですね。これも別表に

まとめたために生ずる措置なんですね。私は、こ

うした点もちょっと考えないと、まとめたがゆえ

に非常に関連する規定そのものが複雑になるとい

うことについてはいかがなものかと、こんなふう

に思うんですが、どういう御所見でしょうか。 

○企画部長 

 各担当部局の条例まで私も全部把握しておりま

せんけども、そういう不都合な点があるかと思い

ますが、今回の条例化の発端は、要綱設置の審議

会このままでいいのかということが発端でござい

まして、その整理の仕方と、これは結構グレーゾ

ーンがありますので、今後の議論となると思いま

す。 

 それと、本来でしたら高橋委員、最終形はどう

かと言われましたけども、単独条例もほんとは一

括化すると全部見渡せてチェックもしやすい状況

になると思うんですけども、一つにまとめるとい

うことで、いろんなそごが出るかと思いますけど

も、これを一つ一つ消していくしかないと思いま

す。今回こういう形になりましたけども、ちょっ

と元条例見ていないのでその比較できませんけど、

今後の課題だと思っております。 

○高橋委員 

 私は、今要綱でうたっているね、要綱でうたう

ということは報酬ではなくて報償、お礼金歳出で、

いわば理事者側の都合によってつくったりなくし

たりということが可能というと怒られますが、可

能性の問題ですが、そういう形でつくったり返し

たりしながら諮問をして市の大きな基本的な方向

性を答申していただくということについては、や

やその根拠づけが不明確ではないのかということ

で要綱規定の審議会に類するものについては条例

に格上げして対忚すべきではないかと、これは私

はそのとおりだと思います。 

 しかし、全部やりますと、むしろあなた方の手

足を縛ることにもなりますので、そこは一つの限

界というのがあると思うんですが、恒常的に、な

おかつ重要な問題を諮問したり答申していただく

関係のものについては、要綱でうたうのではなく

て条例化すると、これは大原則、鉄則だと思うん

ですね。そこを今回、４つか５つ、３つですか、

要綱のものを条例化に格上げして明確にするとい

うことについては理解できるんです。その際に、

できたら集約化したいということで、一緒に作業

されたそこの中にそごが生まれてきておるという

には理解いたしますけども、私が述べた幾つかの

点については、今後十分配慮していただきたいと

いうふうに思うんですね。 

 それで私、一つ聞きたいのは、知立市都市再生

整備計画事業評価委員会という長ったらしいもの

があるんですが、これは所管外なんで恐縮なんだ

けども、これは何をやるところですか。こういう

ものは常時あったんですか。書いてあるけども、

読んだけどちょっとわかりませんね。都市再生整

備計画事業の事後評価に関し、必要な事項を調査、
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審議すると。どういうことをやる組織ですか。 

○企画部長 

 人づてに聞いた話で、申しわけありません。こ

の社資交の補助金で５年計画でずっといただいて

いく、後の評価をしていただくという委員会だそ

うでございます。 

○高橋委員 

 社資交ですか、これは初めて聞いた。社資交っ

て何のことかさっぱりわからん。私も大変時代お

くれかなと思って卑下しておったんですが、社会

資本整備総合交付金のことを意味するということ

ですが、これは日常的に開かれておるんですか。

この構成委員が学識を有するもの、地域団体また

は公共団体を代表するもの、その他市長が必要と

認めるもの、任期は１年と、５人以内。どういう

メンバーで、どれぐらいの頻度でやってみえます

か。 

○企画部長 

 ちょっと頻度はわかりません。毎年やっておる

かどうかわかりませんけども、最終年度は必ずや

らないかんということらしいですということしか

今、答弁できません。最終年度は必ずやらなけれ

ばいけませんが、毎年やっておるかどうか把握し

ておりません。 

○高橋委員 

 最終年度は必ずやるというふうに、最終年度と

いうのはどういう年度なんですか。どこから始ま

って、どこから終わるということですか。 

○企画部長 

 現在の社会資本整備総合交付金が平成22年度か

ら５年計画でずっといただいてきておりますので、

平成27年度が最終年度だそうです。そこでは必ず

この評価が要るということでございます。 

○高橋委員 

 今まで開いてみえるんですか。どういう人が委

員になっておるんですか。名前がわかれば教えて

もらえせんか。 

○総務課長 

 前ちょっと建設部というか、あっちにおったも

ので、尐し聞きかじりというか、知ってますけれ

ども、これは前のまちづくり交付金ときもそうだ

ったんで、知立地区と八橋地区と２つの地区で計

画を立てたと。その際にも最終的に事後評価とい

うことで評価が一番最初の交付の条件のときに事

後で交付結果を評価して、それを報告するように

ということで条件づけが、たしかあったはずです。

それで前回のまち交の際にも最終年度に評価委員

に評価をしていただいて、その結果を国のほうに

報告をしておると思います。それのまち交が、今

度社会資本整備総合交付金の決定が変わったもの

ですから、そこでも同じようなことをやっておる

ということで、最終年度はもちろん必要のはずで

すけど、あと、事業年度の途中で見直しを諮る場

合があるもんですから、その際にも委員の意見を

聞いて見直し内容をやるというふうに私は記憶し

ております。 

 ただ、委員の構成まで、私、直接携わってなか

ったものですから存じ上げませんけれども、たし

かそういう内容だったというふうに記憶をしてお

ります。よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 これは、附属機関というふうに呼んでいい組織

なんですか。附属機関というのは、どういうもの

かというのは地方自治法に書いてありますよね。

これはまち交、社資交などの割り振りをどうする

かということを内部的に詰めて皆さんやられます

よ。これが妥当だったかどうかということを聞い

ていただく、評価していただくところなんで、こ

れは諮問委員会なのかどうかということについて

は、ちょっと疑義があるんじゃないですか。どう

いう刷り合わせでこうやって条例になるというの

は所管の部局ではないとはいえ、附属機関にする

という点については大所高所からきちっと議論が

あったはずなんで、これはちょっと諮問機関なの

かどうか疑わしい面があるんじゃないでしょうか。 

○企画政策課長 

 私どものほう、分けてというんですか、定義を

つけて条例化するか該当、非該当ということで、

その該当基準の中でも外部有識者等が入ってると

いうことで分けさせてはいただいておるものです
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から条例化のほうにさせていただいております。 

○高橋委員 

 ということですが、この学識経験を有するもの

というのは、例えば大学の先生とか何か入ってい

る。学識経験を有するものなんていうのは非常に

わかりにくいうたい方で、市会議員がぽっと入っ

たりするんですよ。らしい人がちょっと入ってお

る。何であの人が。学識を有するものですよ。よ

くある話だわね。あれっと思うね。 

 だから、そういう意味でメンバーもちょっとよ

くわからないと。個別の名前言えということを言

っておるんじゃない。どういうたぐいの人が、た

ぐいという言い方は語弊があるけど、どういう人

が入ってみえるのか。地域団体や公共的代表どう

なるんだと。ほんとにこれが諮問機関としての衣

装にふさわしい、任務にふさわしい組織なのかど

うか、また、ほんとにそれが必要なのかどうか、

諮問機関としてということは、ちょっと疑義が残

るんですが、どうですか。 

○企画政策課長 

 ただいまの委員構成のいろいろな分け方という

ことで、例えば学識経験を有するということです

と、いろいろなところで大学の教授ですとか、あ

るいは、税理に関係するような専門なことですと

税理士を入れたりとかといったようなことで学識

経験を有するものというような考え方を持ってお

ります。 

 また、ほかのところでも医療関係者であれば医

者ですとか、薬剤師の方、そういった職種の方を

入れていくというような形にもなっております。 

 それから、そういったふうでそれぞれの審議会

の中で、その委員会に必要な経験を有する、ある

いは特別な知識を有する方としてそういった方を

入れてるという考え方でございます。 

○高橋委員 

 企画政策課長に御教授いただいて、ありがたい

んですけども、具体的にどうなんだということに

ついては、もうちょっと突っ込んだ答弁があって

しかるべきじゃないですか。 

○企画部長 

 まず、今の都市再生云々でございますけども、

これは執行機関は市の要請によりまして必要な審

査を行っていただいておるということで、社会資

本整備交付金の事業の評価について評価をいただ

くということでございますので、これは定義とし

て附属機関に入るということで考えております。

またひょっとしたら補助金の条件になっておるの

かもしれませんけども。 

 そのメンバーですけども、まちづくり交付金の

ときのメンバーしかないですが、多分同様のメン

バーでやっておられると思います。学識経験のあ

るものとして大学の教授が役職で指名されており

ます。それから、地区の区長ということで、まち

づくり交付金の場合もですけども、整備地区がご

ざいますので、その区長、地区団体の代表という

ことで、この場合、まちづくり研究会の会長、地

域婦人会の連絡協議会の会長、こういう５人のメ

ンバーが前のまちづくり交付金のときの評価委員

会でございました。 

○高橋委員 

 この知立市都市再生整備計画事業評価委員会と

いうのは、法律で設置が義務づけられている、法

律で評価が義務づけられているということなのか、

最終年度には必ず評価してもらわないかんという

のは、どこからそういう根拠が生まれてきておる

んですか。こういう組織が発生した根拠というの

は、どこにあるんですか。 

○総務課長 

 これも私の記憶で申し上げるので、間違ってい

たらお許しいただきたいんですけども、法的な根

拠はございません。交付金の交付の際の条件で事

後評価をするようにということが条件づけられて

おったというふうに記憶をしております。 

○企画部長 

 法律ではなくて、多分その交付金の補助要綱で

うたわれているのみではないかなと思います。 

○高橋委員 

 補助要綱で示されていると。これは附属機関と。

附属機関というよりは評価、それを含めて附属機

関だよということであればそうかもしれませんが、
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副市長、どうですか。 

 つまり、要綱から格上げするという場合の議論

が、これは軸なんですよね。だから、うんとふや

してもらうのは結構なんだけど、乱極に何でもふ

やせばいいというものでもないので、的確な機能

を持つところをスピーディーにやってもらうとい

うのが我々というか、さっき私の立場を明確にし

たのはそういうことなので、やみくもにとにかく

よくわからんけど要綱を条例化するというのは、

ちょっといかがなものかというぐあいに思うので、

その信憑性を問うてるんですよ。 

○清水副市長 

 ここはほんとに今、御質問者がおっしゃいまし

たように、これは過去からの議会の中の議論でも

ありましたけども、要綱で設置して外部の方にい

ろいろ御意見を伺ったり、いろんな計画をつくる

場合の意見を聞いたりする場合も要綱で設置をし

て市長部局のほうで事を進めていくということで

あったわけですけども、さきの議会等々の中でも、

やはりそういったものはしっかり条例化をして議

会の議決を得る中での附属機関として設置をして

いくほうが望ましいのではないかと、そういう御

指摘もあったわけです。 

 地方自治法上でいえば、この第138条の４第３

項でそういった審議調査をする場合に条例で定め

なさいよとしか言っておりませんので、○○委員

会を何々しなさいとかそういうことはないので、

そこはそのときの役割等々で判断をせざるを得な

いのかなと。それがかといって要綱で定めたから

それは決して違法であるかどうかということはま

た別の問題でありますので、また違う議論がある

わけですが、尐なくとも私どものほうとしては、

冒頭企画部長が御説明をさせていただきましたけ

ど、知立市なりにこの自治法の規定からどういっ

たものをこの第138条の４の規定に基づいたもの

に位置づけるかということを整理をさせていただ

きました。 

 その中で、さきに資料も提出させていただいて

いるかもしれませんが、１つとしては市の行政組

織に属し、部の外に置く必要がある組織であり、

執行機関の要請により行政執行のために必要な調

停、審査、諮問、または調査を行う機関として執

行機関に対し云々と、これは自治法の規定のとお

りでございますけども、そういったことでまたさ

らに該当の基準、こういったものも定める中で今、

市内に私どもが設置をしておりますいろんな委員

会、協議会等担当課に対してヒアリングを行い、

実際にどういう会なのか、どういう運営がされて

いるのか、そういったものをヒアリングする中で、

この定義、基準に合致をしているものを今後条例

化していくというような考え方で進めてまいりま

した。 

 そういったことでは、この68、まだいろんなあ

る中で、一部を今回そういう整理をさせていただ

いているわけですけども、今回以外にもそういっ

たものにして条例化をしていくのが適当だという

ものが出てくるのではないかというようなことも

思っておりますので、そういった際には一つ一つ

議会のほうにも御提案をさせていただいて、きち

っとした形にさせていただきたいというふうに思

っております。 

 そういったことで、御質問者が御指摘のとおり、

一つ一つの委員会、これはどうだろう、これはど

うだろうというようなことの判断がなかなか難し

いわけでありますけども、一定の私どものほうも

定義、基準というものを整理をいたしましたので、

それに従って今後適正に対忚していきたいと考え

てるところでございます。 

○高橋委員 

 この分水嶺をどこに引くかというのは、かなり

難しいテーマです。 

 それで、例えば68項目の要綱設置の審議会等が

現在あるわけですね。このうち斜線の部分を今回

条例化していただいたと。例えば１番の男女共同

参画推進懇話会、２番の人権施策推進本部、男女

共同参画推進会議、多文化共生推進協議会、まち

づくり委員会、みんなこうやって見ていくと、ら

しくもあり、らしからざるもあるということにな

るんですよ。やっぱり市長が諮問して答申してい

ただくというね、ここが大事だと思うんですよ、
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附属機関かどうかというのは、市長が諮問して答

申してもらう。日常的にいろんなことを調査した

り、研究したりして、それが団体になったり会議

になったり、そして、それは実行部隊でもあった

りというところは諮問しなくたって自動巻きで動

いてみえるわけでして、それが市の施策に影響を

与えるということがあったとしても、それも含め

て諮問機関なのかということになりますと、尐し

違うんではないか。やっぱり市長が諮問して答申

をしていただくという、いわば市政のかじ取りに

おいて重要な方向性を問うときに、本来皆さんが

やればいいんですよ、政策決定やればいい、予算

化すればいい。しかし、これは理事者側だけでは

決めかねると。ちょっと専門的な皆さんの意見も

聞かないかんという、そういう場合に、さっき言

った報酬審、自分のことは自分で決められないか

ら報酬審にかけて御意見を伺って意見を出そうと

いう、そういう諮問と答申、そして節目、節目の

重要な選択の場合に、その人たちの御意見を聞く

という、そういう場面で行政に具申するという行

為が法の趣旨ではないかと。 

 だから、いろいろ市の事業に影響を与えておる

いろんな会があることは間違いないけども、そう

いう意味では、もう尐し厳密に、もう尐しという

言い方おかしいんですが、そういうものだという

ことを明確にした議論がやっぱり大事ではないか

と。条例化することを否定しませんけども、とい

うふうに雑感的に大変ばくっとした議論で申しわ

けないけど思うんですが、このあたりどうでしょ

うか。もう尐し知立市における諮問機関のあり方

については法の中身をもう尐し掘り下げた、深め

た議論が要るんではないかというふうに思うんで

すが、どうですか。 

○清水副市長 

 ここはほんとに今、御質問者が御指摘をされた

ことを私も全く同感というか、同じように思って

おります。いわゆる附属機関というのは、何々委

員会等々いろいろあるわけですけども、ほんとに

市長の行政を執行する上で、その外部の方の意見

を市長が聞いていくということでありますので、

法で定められているものは、これは全然そのこと

で問題はないわけでありますけども、それ以外の

ある程度第138条の４の規定に基づいて、任意に

人の判断として定めていくというものについては、

しっかりした議論の上でやっていくべきだという

ことは思っているところでございます。 

 そういった中で、先ほど申し上げた、平成25年

度の作業として知立市としての附属機関の考え方、

これを整理をさせていただく中で、今回提案をさ

せていただいたものということでございますので、

その辺は御理解をいただきたいと思いますが、こ

れが序章なのか序章の前なのかわかりませんけど

も、まだまだ今のいろんな本会議からの御指摘で

いろいろ課題があるなということも実感をしてお

ります。そういったことでは、既存のいろんな協

議会、委員会の本来の運用の中身等々もさらに精

査しながら、法の意義と言いますか、趣旨と言い

ますか、そういうようなものもしっかり照らしな

がら、さらに継続的に検討、検証していきたいと

いうふうに考えております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○村上委員 

 ただいま先輩議員のほうからいろいろ御指摘ご

ざいました。それから意見もございました。 

 まずは附属機関の設置に関する条例案というこ

とで今回上程されたんですが、ここに至るまでの

経緯というのか、庁内の中でいろいろ議論をして

各部署のものを整理してきたと。先ほど企画部長

のほうもカテゴリー別にという層別という部分を

どういう観点で層別していったのかというのが議

論を深めれば深めるほどわからくなってくるなと

いうふうに思います。この条例案をつくってくる

までの期間とカテゴリーという部分ね、層別の仕

方という部分をお示し願いたいなと。 

○企画政策課長 

 また最初からの経緯ということからのお話させ

ていただくんですけども、これまでの附属機関と

いうのが明確な区分がされておらなかったという

ことで、先ほど来からの議論にもございました地
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方自治法の規定により法律、または条例で定める

ところによる附属機関として所掌されるべき事務

が要綱等によってまず取り扱っている事例が見受

けられたというところが発端かと思います。そこ

から要綱設置による審議会等の見直しが行われ、

各課等のヒアリングも行っております。 

 その中で、去年の３月の定例会のときの一般質

問においても、そういった御指摘も受けておる中

で、他県における判例等も踏まえまして、全て条

例化するにはやはり行政の硬直化とか、そういっ

た柔軟性に欠けるというものもございますので、

まずは各課のヒアリングを行って、その中で附属

機関の定義というものを大きな枞で設けました。

その附属機関の定義、知立市版というのに基づき

まして要綱の中で該当であるか非該当であるかと

いう、またそういった条件もお示しした中で振り

分けた経緯がございます。 

 先ほどの総合と複合というような今お話かと思

います。総合という意味の中では、総合というの

は、期間的には秋口からやっておりますので、約

半年ぐらいの期間でございます。 

○村上委員 

 今、御答弁ございましたが、こういった先ほど

来からお話しいただいておるんですが、68の中で

今回10出してきたと。半年間でこれを組んで、そ

の附属機関の設置に関する条例というものをつく

ってきたと。先ほどの議論の中でも、どちらかと

いうと、とりあえず部長のほうは序章といったん

ですけど、これから２章、３章と、あと完結編が

できるかもわかりませんけど、なぜそういう完結

編、序章でこれを出してくるという部分について

は、すごく疑問を感ずるんですね。ある程度の期

間をかけて練ってきたものであれば、もう尐し違

う答弁とかそういう部分ができると思います。こ

れ、恐らく中に入っていくと、なかなか細かいこ

とを言うと、手を挙げにくくなるなという感じを

持っております。 

 例えば先ほど来、僕は初めてこの場で先輩議員

から確認させていただいたんですが、私は、かつ

て報酬審議会のメンバーです。労組関係で入らせ

ていただいて、これも当然のことながら、３役の

報酬を下げるという部分については、この３年間

きちっと報酬審で諮ってきたと思ってました。下

げるんだから安易に報酬審議会も開かずに議会に

提案してきたと。これはどちらかというと、私、

信じられません。この部分に対して、ほんとに諮

問する側としてどう考えておるのかなという部分

について、市長、３役の報酬について基本的に安

易に下げる、それをまた何年間期限でそのままに

していくというのは、いささかここが一番僕もひ

っかかるところなんですね。審議会に諮問してな

かったと、この辺のところについて、市長に一度

問いたいと思います。よろしくお願いします。 

○清水副市長 

 この件に関しましては、今、御指摘のありまし

た先ほどの高橋委員からの御指摘もあったわけで

すが、当時そういった内部での議論をいたしまし

た。その中で、先ほど総務課長も一部答弁をさせ

ていただきましたけども、本則の給与の月額を変

更するものではないという判断の中で、条例でな

く特例を定める新たな条例の中でそういうものを

決めさせていただくということで、あくまでも本

則は変更しないということで、今回そういう措置

をさせていただいたということでございます。 

○林市長 

 私からも答弁をさせていただきます。 

 やはり上げる、また下げるについても第三者的

な立場として報酬審議会というのが組織があり、

そしてメンバーの方がいらっしゃるわけでありま

して、どんな意見を持っていらっしゃるのかな、

どういう答申をされるのかな、そういうことも聞

くということは大事なことかなと改めて思わさせ

ていただいておるわけでありまして、今後は、そ

うしたことも留意して考えていきたいなと思って

おります。 

○村上委員 

 今、副市長と市長のほうから御答弁いただきま

した。これについては、この３年間、当然のこと

ながら私は審議会を開いた中で、その方たちが今

の経済情勢の中ではやむを得ないだろうという判



- 20 - 

断のもとでやられたと思っておりましたけど、ち

ょっとこの部分について、先ほどの議論の中につ

いても附属機関を選んでいった。これ、どちらか

というとそういうところ一つ見ても御都合主義だ

なという感じは受けます。これ以上、中へ入って

いくと、私、賛成しかねることになっちゃうとい

けないものですから、これは序章ということでお

聞きしたいというふうに思うんですが、もう一点

だけお聞きしたいんですが、今回配られました68

項目の中で、さっきカテゴリーもしっかりと出て

きておりませんでした。どの観点でこの10点を選

んでいったか。それから、もう一つは、ほんとに

この68というものが全て必要なのかと。スクラッ

プしてビルドするものはあるのかないのかという

議論もどういうふうに、半年間の中で恐らくでき

ないと思うんですね。 

 今回この中で、拙速につくろうということで半

年間の中で上程してきたんですが、やはりこうい

う部分については、もう尐し議論をしっかり練っ

て、なぜここで必要なのかというのが議論される

時間が尐しなさ過ぎたのかなと。だからこういう

ような上程の仕方になってきちゃったのかなとい

うふうに思います。 

 あと、この68項目、非常に僕もわかりません。

どういう内容で、どういうことをやっておるのか

わかりませんが、スクラップするものがあるのか、

ビルドするものがあるのか、強化するものがある

のか、特化するものがあるのか、これのところに

ついてどういうふうに議論されたのか、全くなか

ったのかということも含めて企画部長にお聞きし

たいんですが。 

○企画部長 

 今回、去年の３月に御指摘をいただきまして、

今回の改正に及んだんですが、これは要綱設置の

ままに審議会をしておくということが自治法違反

だということで、もう報酬を返せとかそういう裁

判も起きておりまして、市はほとんどが負けてお

るという状況でございます。 

 私ども、これは法律違反を犯しておくわけには

いきませんので、ある程度の物差し、これは議会

ですからこういう話が通るんですが、ここは裁判

所でしたら通らない話なんですが、ある程度の一

定の整理の仕方をして今回こういう仕分けをした

つもりでございます。これは要綱が68、条例が41

ございますので、百幾つ、これは法規担当と各担

当に任せておったら、多分整理ができないもので

すから、一忚他部署に及ぶということで企画のほ

うが法規担当とともに一つ一つ全部ヒアリングを

行いました。先ほど企画政策課長も説明したとお

り、一定の物差し、附属機関の定義をし、また該

当、非該当という物差しをもって担当とこれをど

っちになるんだということで今回仕分けさせてい

ただいたつもりでございます。 

 分け方としては、そういう機械的な分け方をし

て、それぞれの条例に私ども深く入っておりませ

んので、そういう詰めはまだできてないという状

況でございます。しかし、そういう自治法違反を

犯しておくにはいかないという面で、これは何年

もほかっておくことはできないという状況は認識

しておったつもりでございます。 

○村上委員 

 今、企画部長のほうから自治法違反はそのまま

ほかっといてはいけないというふうに言われたん

ですが、百幾つある中で、今回10だけやれば自治

法上に適忚できるのかと、この辺のところはどう

なんですか。 

○総務部長 

 うちのほうで法規を担当しておりますので、私

のほうから答弁させていただきますけど、前、議

会で指摘をいただいたというようなことにつきま

しては、かねてから所管官庁筋というのは解釈と

いうのは外部者の委員が入る会議は全て附属機関

に当たるとしてきました。全国の自治体は、長い

間、いわゆる私的諮問機関を要綱で設置してきて

おります。附属機関の解釈及び懇談会といった市

民参加の会議というのは要綱の設置が適合性があ

るとのかということは、今、学者の中では分かれ

てるところなんですよ。実際にそういうような指

摘をそれで要綱のままでいいのかということを一

回受けましたので、企画のほうが知立市版の基準
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を設けて要綱でそういうふうになってることにつ

いては、まずはその部分を条例でうたいましょう

というような形で整理をさせていただいたもので

ございますので、このものからいえば全部が附属

機関に当たってくるというような形になると思い

ますので、それでは議会の中でもそういうような

やつは全部はというようなことは言われておりま

したので、それを受けて一定の基準を設けたとい

うような形だと思います。 

 以上でございます。 

○村上委員 

 先ほどから言っておられる一定の基準というの

はなかなか見えてこないもんですから、その辺の

ところももう尐し我々わからないんですよね。わ

からないのに質問しておっては申しわけないんで

すが、やはりそういう部分については今後きちっ

と整理をしていただく中で、きちっと先ほど序章

は序章なりに１章、２章、３章、完結編という部

分に対して、今度どうしていくのか。やはりつく

っていくのかということも含めて、ちょっとよろ

しくお願いしたいと思います。 

○企画部長 

 ある程度私どももこれから多様な住民自治とか

動きがある中で、弾力的に対忚したいということ

で、言葉は悪いんですけど、そういう動きにまだ

自治法がついてきてないという状況もあるかと思

います。 

 そういった意味で、今回こういう一定の線を引

かさせていただきまして、附属機関の定義、該当、

非該当の基準も代表者会で資料をお渡ししたとお

りでございます。ただ、あれに従って私どもは機

械的に分けたわけでございます。それによってい

ろんな単独条例ではいろいろ漏れた部分が、そげ

た部分がございますので、先ほど来いろいろ問題

がある点があるかと思いますけども、これは今回

もずっと一連見て初めてこれは要らないんじゃな

いかという、廃止という方向も出ております。こ

ういう流れがよくなったことで、よりチェック、

または必要、不必要、こういうことが見えるよう

になってきましたので、その内容的にも今後詰め

ていきたいと思いますし、また、御意見も頂戴し

ながらバージョンアップを図っていきたいと思っ

ております。 

○田中健委員長 

 ほかに。 

○風間委員 

 一般質問で指摘をした私も若干確認をさせてい

ただきます。 

 基本的にはその指摘を受けて半年以上に及ぶ協

議をして、このような条例提案をしていただきま

したことに対しては評価をさせていただきたいと

思います。企画部長言われるように、まだようや

くその第一歩に立ったというふうに私も認識をし

ております。 

 それで、私の一番の指摘は、基本的な附属機関

条例主義における脱法行為は、この食育推進懇話

会でしたね。ここです。これは上位法第33条に置

くことができる、この規定であるのにもかかわら

ず要綱設置にすると。それを問いただしたところ

延々と負の逆の答弁を繰り返して、私もあきれ返

った状況があったんですが、それはもうまさしく

これこそ先ほど企画部長が言ったように地方自治

法違反と、こういう部分から全体的な部分を改正、

改善していかなければならないじゃないかという

指摘に立ったわけです。 

 ただ、要綱設置のほうは、これは先ほど総務部

長言われましたように、学説はいろいろまだ分か

れてます。そして、判例もいろいろ分かれてます。

ただ、2014年には完全に要綱設置の審議会や懇談

会は違法との判決が出た。これは画期的なことだ

ったと思いまして、そこからこの辺の是正を深め

てる市もあれば、やはり従来どおりの形でいって

る市もあるという現状です。 

 また、要綱設置の場合は報償費、こういうもの

になりますので、その報償費の支出の是非の住民

訴訟、損害賠償請求、市長に対するですね、そう

いうものの判例も出て、それがやはり違法な支出

行為という形での判例も出ておると。そういう流

れの中で、なかなか自治法というのは第138条の

４第３項、これは雑駁に書いてあるだけでして、
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もう評価は非常にしにくい部分があります。 

 それから、ただ根拠としては、やはりこの第

202条の３の第１項、こちらに委ねると。法律ま

たは条例、こういうものによって附属機関の条例

というのは設置していくというこの大原則がある

わけですね。それを受けまして行政実例には地方

自治法第138条の４の第３項の執行機関の附属機

関たる性格のものであれば名称のいかんを問わず、

また臨時的、緊急を要する期間であっても全て条

例によらなければ設置できないというこういう行

政実例もあるんですね。だから、もうまさしくや

はり全てにおいてこういう附属機関のたぐいのも

のは条例化していくほうが無難だと、妥当だとい

うことが言えるわけです。 

 だから、それに沿って皆さん方がこのような形

で、まずはその第一歩となる附属機関設置条例を

提出していただいたのは評価させていただくとい

うことなんですが、ただ私、この中身をちょっと

見てみますと、先ほど委員の方が言われましたよ

うに、なぜこの10項目でとどまってるかという部

分は尐々不十分であるなという部分はしています。

検討期間が１年近くやられているわけですから、

もう尐々踏み込んでやられるべきであったのでは

ないかと。 

 それで、私も全国的な市議会の例をインターネ

ット等で亓、六十みさせてもらいました。千差万

別です、これはやり方、書き方、位置づけしてい

るところですね。だから、これは裁量権は自治体

にあるという流れの中で、知立市版の設置すべき

附属機関を決めていけばよろしいかと思いますが、

端的に申し上げるならば、男女共同参画とか、あ

るいは行政評価に関する委員会とか交通安全のよ

うな人の命に絡むようなところですね、あるいは

緑の今、重要性を捉えて緑化推進とか、あるいは

うちの場合は市長が生涯学習都市宣言までして生

涯学習の推進に力を入れておる、そういうのは個

別的に重要な政策と捉えてそういうものも条例対

忚していくとか、その辺まで踏み込んでくれるの

かと思っておったんですが、そういうのは今後の

検討課題ということでございますが、その辺の分

析を、いま一つちょっとお聞かせいただけるとあ

りがたいんですけどね。 

○田中健委員長 

 ここで午後１時まで休憩します。 

休憩 午前11時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画部長 

 要綱設置の審議会の整理の仕方でございますけ

ども、数点御指摘をいただきました。 

 まず、男女共同参画推進懇話会でございます。

これにつきましては、整理の結果、非該当理由の

３ということで、今のところ合議制がないという

ことでございます。今の懇話会では意見を一つに

する、あるいは尐数意見を排除するとかそういう

ことをしておりませんで、多様な意見をそのまま

承っておるという状況でございます。 

 ただし、これは男女共同参画推進プランにつき

ましては、これは議決事案になっておりますので、

このプランについて変更事項が生じた場合、ある

いは改定の際には一定の答申をいただくことにな

っておりますので、その際には条例化を考えてお

ります。 

 それから、行政評価委員会です。これは今現在

このままでも附属機関に該当します。しかしなが

ら、一般質問でもお答えしましたけども、行政評

価自体が休止しておりまして、この制度の今リニ

ューアルを考えております。新しくした上で早け

れば平成26年度また新たなものが出ると思います。

ということで、一旦廃止してリニューアルをする

という考え方でございますので、今回条例化をし

なかったということでございます。 

 それから、緑化推進協議会でございますけど、

これは非該当理由１ということで、所掌する事務

が市の行政事務でないということで、内容的には

緑の募金の使途、募金管理、これが主なものでご

ざいまして、審査をしない機関であるということ

で予算上も県の予算を使っているということで非
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該当理由１により非該当ということでございます。 

 それから、生涯学習推進本部及び会議につきま

しては、これは委員の構成が市の職員のみでござ

いますので非該当理由２ということでございます。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 この附属機関の定義ですね、これは自治法の概

念によって粛々と規定されたと。問題は、この３

の非該当基準ですね、ここを十分に検証しなけれ

ばならないというふうに思うんですが、大体がい

ろいろな法学説上で指摘されておる内容がここに

は網羅されているというふうに思うんですが、ち

なみに、この３の附属機関の非該当基準に該当し

ている68の中の要綱ですね、これはほとんどとい

うことですかね。ちょっとその辺、確認させてく

ださい。 

○企画政策課長 

 今の３というのは合議制をとらないということ

でというお話かと思います。その３の理由でいき

ますと、24番、児童館運営委員会、このページで

は以上です。それから、裏にまいりまして59番、

市立小・中学校通学域協議会、61番、不登校・い

じめ未然防止対策協議会、65番、青尐年健全育成

連絡協議会、66番、市史編さん委員会と、以上が

３番の合議制組織性がないというような理由でな

っております。 

○風間委員 

 じゃなくて、この附属機関の非該当基準に当た

る要綱はどれかと。この※３ね、附属機関に当た

らない、該当基準の１から６までのここに該当し

ている要綱は、ほとんどかねという話です。 

 この中でも近々のうちには条例設置に値するも

のは何かと、そこをちょっと振り分けてほしいん

ですね。 

○企画政策課長 

 ※３の中のさらに３を私が今、抜粋して言って

しまいました。全て１から６に該当する中身で検

討させていただいております。 

○風間委員 

 ちょっと聞き方が悪いで申しわけないね。将来

的に条例対忚しなければならないこの68の中の要

綱というのは、どれが今、考えられていますかと、

検討した結果ね。ほとんどが非該当基準のような

気がしますけど、今のお話からいくとね。しかし、

これはまだ初歩で、まだまだ今後は改正の必要あ

りという御答弁もあるわけですよ。この中にもそ

ういう状況のものがあるはずですよね。それはど

れですかという話です。 

○企画部長 

 所管するところしかお答えられませんけども、

先ほど言いました男女共同参画推進懇話会につい

ては、これは条例化の可能性がございます。これ

は将来的に考えていかなければいけないと思って

おります。それから、行政評価委員会もこれは条

例化を考えております。 

 私の所管のところでは、以上です。 

○風間委員 

 いずれにしても、そういう部分を十分に分析さ

れて、今後さらなる法律に照らし合わせた妥当性

のあるこういう制度を構築していっていただけれ

ばというふうに思います。 

 それで、全国的に見ましても、もうほんとに千

差万別ですね。つくり方というのは市町村に裁量

権を委ねられておりますので、県の附属機関条例

あたりは地方自治法のこの根拠以外の法律に委ね

る、そういうものを集約的に附属機関にしている、

そういう例もありました。それから、京都なんか

はネーミングライツ審査委員会とか契約審査委員

会とか、こういうものも附属機関にしちゃってる

んですね。大分変わっておるなという思いはして

ますね。 

 だから、いずれにしても形というのはいろいろ

あって、安城市も今年度監査委員の指摘によって

大幅に見直しを図られて、うちと同様４月１日か

ら条例施行すると。これも相当な形で附属機関に

位置づけてるというような状況の中でありますか

ら、やはりそういう他市の状況も十分に検証され、

うちのさらなるよりよい制度実現に向けて内部検

討して具体化していっていただければというふう

に思うんです。 
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 それで、もう一つ、なぜ要綱対忚がまずいのか

という部分で、平成14年に要綱による審議会設置

は違法との判決が出たとか、もう一つは、先ほど

申し上げましたように、正規の附属機関は報酬の

対忚だと、これは自治法の根拠に基づく正式な根

拠ある支出行為であり、何の問題もないと。とこ

ろが、私的諮問機関である審議会、協議会等の報

償費支出というのは法学上は認められてはおりま

すが、やはり違法支出の訴訟が起こって判決もば

らばらではありますが、損害賠償の必要ありとい

うようなそういう判決も出てると。こういう部分

では一刻も早く改善に向けて進めていっていかな

ければならないと思うんですね。 

 それで、うちとしては報償費支出の件に関しま

しては、うちのやり方で尐々私はまた問題提起し

たい部分があるんですが、それは後の条例のほう

で、８号のほうでこちらで問題提起したほうがよ

ろしいと思いますので、それに委ねさせていただ

きまして、もう一つの部分で御確認をさせていた

だくのが、このつくり方の問題ですね、内容のつ

くり方。これは高橋委員からも、るる御指摘をし

ていただいておるんですが、私も同感の部分があ

りまして、今回のようにスポーツ推進審議会とか

要綱から条例対忚する、こういうものはここの附

属機関にまとめてランクアップするという部分で

は、これはこれでよろしいかと思うんですよ。 

 ただ、問題は、今まで単独条例であったものを

まとめていく中で、その従来の単独条例のその精

神がまとめて一括にした状況において、今までの

単独条例の趣旨が大幅に後退するようなそういう

条例のつくり方というのは、やはり私自身も同感

で違和感、問題があるんではないかという部分を

強く感じるわけなんです。 

 だから、そこをいかに精査して担保していくか

ということで、先ほど副市長お話がありましたよ

うに、規則でやっていくということなんですが、

しかし、くどいようですが、新たなものをつくる

場合、これは要綱から条例に格上げする場合はこ

れでいいんですが、従来条例で全てこういう会長

の委任とかそういうものは表記されているものが、

今回は規則でというここの後退感というのは、ど

うしても私もなかなか納得しがたい部分があるん

ですが、その辺は再度ちょっと見解を確認させて

いただければと思うんですが。 

○清水副市長 

 先ほども高橋委員の御質問の中で述べさせてい

ただきましたけども、やはり今の御指摘、高橋委

員同様に、やはり今回の私どものほうとしては、

できるだけわかりやすく整理したいというような

ことの中で精査をさせていただいて、今回提案を

させていただいたということでございます。 

 しかしながら、そのことによって本日のいろん

な御指摘もいただきました。その大事な指摘だと

いうふうに認識をしておりますので、今後、先ほ

ども出ました、現在要綱として設置しているもの

の中にも今後の内容等によっては、これは条例と

してしっかり規定をしていかなくちゃいけないと

いうものあります。そういったことでは、こうい

った審議会、協議会等々のあり方については、今

後とも継続的にしっかり精査、評価をしていきた

いというふうに思っておりますので、そういった

こともあわせて今後必要な例規上での規定も検討

していきたいというふうに考えております。 

○風間委員 

 くどいようですが、新たにこの条例に位置づけ

るもの、新たにこういう制度に組み込むものはこ

のやり方でもいいと思うんですよ、この規則を活

用してですね。 

 こういう例が福岡市の附属機関条例や横浜市、

これも細かいところは規則で対忚しているという、

こういうやり方をやっておりますし、法的も何ら

これは問題ありませんので、それはそれでいいん

ですが、やはり現条例と比較して後退するような

ものは極力その後退部分を維持する、後退しない

ように現状維持すると、こういう努力というのが

必要ではないか。これが条例の基本的なつくり方

ではないかと。 

 これは我々、基本条例とか、倫理条例とか、議

決事件の拡大に関する条例とかつくる上で、皆さ

ん方も部下の例規担当といろいろ懇談する中で御
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指導いただいたものを今、私は申し上げておるわ

けなんですよ。だから、やっぱり条例というのは

それだけ厳格性を持ったそういう対忚が必要では

ないかということです。確かにわかりやすさとは

いろいろ附属機関条例に関する内容表記の難しさ

というのは理解はするところなんですが、厳格性

だけは忘れないように今後のその辺は重点的な中

心的課題として捉えて、今後もひとつ取り組みの

強化を図っていっていただければというふうに思

うんです。 

 それで、もう一つは、全国的なこの市の例を見

ますと、この別表の表記の仕方が、うち方式が一

番多かったですわ。七、八十調査した中で半分以

上は、担任事務は端的にこのような形で表記して

いるという。次に多かったのが、やはり市長の諮

問に忚じというのを残しておる部分ですね。諮問

に忚じという部分を表記した上での担任事務の別

表のつくり方をしている部分がある。それもたく

さんありました。なぜうちはそういう部分を選択

しなかったのかというのが疑問なんですね。 

 例えば従来の単独条例、特別報酬審議会条例に

しても保育行政審議会条例にしても、福祉里八ツ

田条例にしても、体育館運営審議会条例にしても、

みんな市長の諮問に忚じとなってますね。それを

選択してこの別表に市長の諮問に忚じ、総合計画

に関し必要なという、こういう原理原則論をきち

っと条例にも明記してつくっている自治体も多い

わけです、そういう例も。なぜそういうつくり方

を選択しなかったのかを確認させてください。 

○企画部長 

 風間委員御指摘のように、私どもも無理な整理

整頓する余りに条例の大義が薄まるようなことは

あってはならないと思います。これは私どもは、

そういうことはないつもりで今回こういう組み立

てをさせていただきましたけども、担任事務につ

いては明確にそれぞれの仕事をうたい、また、設

置する委員等々、条例のほうで定めておる。それ

からまた、市長の諮問という部分については、附

属機関という位置づけでそれは語られておるのか

なという判断で今回やったものでございます。 

○風間委員 

 この自治法の第202条の３の第１項の規定は、

附属機関を法律もしくはこれに基づく政令または

条例の定めるところにより、その担任する事務に

ついて調停審査し、調査等を行うことを職務とす

る機関であると、このような位置づけになってい

るんですね。だから、やはり法律では確かに条例

にそういう部分をうたわなければ効果は出ないと

までは言い切ってないんですが、条例でそういう

ものは整備すべきだと、こういう概念が脈々と伝

わってくるわけですよ。 

 だから、法律論はそうなってはおるんですが、

やはり先ほど高橋委員もずっと指摘されていたよ

うに、ここに従来どおりの市長の諮問に忚じとい

うね、単独条例にありますような、そういうのを

入れないと、やはり効果というのは尐々ちょっと

違った意味合いに感じてならないんですよね。そ

の辺、他市の状況もたくさんあるんですよ。諮問

に忚じてあえて入れて原理原則論を条例の効果を

高めようとしてそういうつくり方をしている市の

例がですね。相当コピーしてきましたよ、私は。

だから、なぜそういう選択をできなかったのかと

いうのが尐々残念な部分もありますが、それはそ

れでいいでしょう。 

 それで、先ほど一番の本会議からの指摘は報酬

審です。これは特に縛りがかかってるわけですよ、

第２条で。これはごもっともな中身で、これが総

合条例、附属機関の一括条例なりますと、これが

全く担保されないというのは、ちょっと心配な側

面もあるんです。 

 それで、今後のことで参考までに、こういうの

を担保するいい別表方式でうたうのが一番いいん

ですよね、本来は。規則だとやっぱり今の個別条

例のレベルを下げてしまうことになってしまって

おりますので、本来ならこの別表にいい文言で表

記するのが一番いいと思うんです。 

 それで、この山梨県甲州市の例で、たまたまい

ろいろ調べまくったら出てきたのは、参考に聞い

てくれればいいですわ。山梨県甲州市の特別職報

酬審議会の例です。これ別表です。これはどう書
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いてあるかというと、次に掲げる事項に関する条

例を議会に提出する前において、市長の諮問に忚

じ当該事項について審査する。 

 （１）議会議員の議員の報酬、（２）地方自治

法第100条第14項に規定する政務活動費の額、

（３）市長及び副市長の給料の額と、こうなって

るんですね。ほかは市長の諮問には次に掲げる事

項について審議するとか、こういうふうに土地利

用計画策定審議会とか、男女共同参画審議会と、

これは一般的な形で市長に諮問に忚じと、ここだ

けはこういうふうに縛ってある、こういううちの

今の単独条例のこういう文言をこの別表にうたい

込んであるという、これは感服するような非常に

検証の跡が見られる、そういう条例のつくり方を

されておるなと思ってるんですが、こういう部分

に関しては、どのように思われますかね。 

○企画部長 

 私ども、そういう他市の事例について全て調べ

切れなかった部分もございます。今後、ほかのや

り方のいいとこ取りして、知立市の今後の条例に

は反映させたいと思っておりますので、今後、研

究とさせていただきます。 

○風間委員 

 お願いしますよ、それはね。我々も皆さん方の

例規担当から学ばさせてもらったんですよ、この

議会改革をやっていく中で法律、条例を自主的に

つくっていく中でですね。 

 ですから、やはりそういう精神をしっかりと受

けとめて、我々も市民の皆さん方の期待に忚えて

いく、そういう義務がありますし、やはり議会運

営、行政運営ですから、法律、規則、条例にのっ

とった原理原則を重視した、そういう制度づくり

が重要であるというふうに思っておりますので、

そういう部分で今後ともひとつ、また一歩という

ことでこれは評価をさせていただきますので、今

後の取り組みの強化をお願いしたいと思いますが、

副市長、よろしいですか。 

○清水副市長 

 私どものほうも今回提案をさせていただくに当

たっては、限られた期間、時間ではございました

けども、全庁的な精査をする中で、これでいける

と、いいということで提案をさせていただきまし

たけれども、本会議以来のいろんな御指摘、御議

論の中で、まだまだ検討、検証する部分もあるな

ということをわかりました。 

 そういう意味では、今後の引き続き繰り返しに

なりますけども、検証、検討を加えながら、さら

に進化をさせていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

○風間委員 

 最後に、同様の質問を市長にお尋ねをして私の

質問を終わります。 

○林市長 

 今回は条例は、繰り返しになりますけども、あ

る一定の物差しを当てて、知立市における審議会

はこんなものがあるんだよということを見やすく

したという、透明感をより持たせたということに

は重点を置かせていただいて、内部で検討させて

いただきました。 

 しかしながら、今、るる委員から御指摘いただ

いております、例えば報酬審の場合においては、

今までの条例よりも内容が後退している、やはり

そのあたりについては検討がまだ足りなかった部

分があったのかなということであります。これか

らも進化させていく、着実によりよいものに仕上

げていきたいなと思っております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

○高橋委員 

 本条例は要綱等で定めていた附属機関の任務を

地方自治法の趣旨に沿って条例に格上げして明確

化しようという試みのものであり、全体的には理

解できるわけです。 

 今、市長の答弁もありましたように、ただ、ど

ういう要綱設置の委員会を附属機関にするのか、
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あるいは現に既に条例で附属機関として明記して

いるものを別表でそろえることによって生じてい

る現行条例のより厳密な中身の逸脱といいますか、

そういう問題も幾つか指摘をさせていただきまし

た。結果的には、当座規則で報酬審のようなもの

についてはうたって対忚するということで答弁が

ありましたし、序盤の審査なので、今後、議会の

意見を聞いて十分対忚するという答弁があったの

で、これでよしとするのか、あるいは附帯決議等

を当委員会でつけて、より厳密な内容にするのか、

そのためには若干時間が要るんですが、各会派の

皆さんの御意見を頂戴したいというふうに思いま

すが。 

○田中健委員長 

 ただいまの高橋委員の発言に対して、他の委員

の発言を求めます。発言はありませんか。 

○石川委員 

 会派の意見というわけではありません。個人的

な意見でありますが、私は、そのままで結構であ

ります。 

○村上委員 

 ここでいきなり会派の意見というのもなかなか

難しいものですから私なりに判断させていただい

て、先ほどの答弁の中で序章という話の中で、今

後もう尐し煮詰めていって、再度提案のいろいろ

な見直しも検討していくということがあるもので

すから、このままでいいかなというふうに思いま

す。 

○杉山委員 

 私も個人の意見になってしまいますけども、き

ょう、各先輩委員のいろんな質問に対しての当局

のお話がありました。半年間以上かけて今のこの

内容に至ったという経緯も感じますし、また、こ

れから、市長の話ではありませんけども、検討事

項的なものを研究していきたいという旨もござい

ましたので、今、高橋委員言われましたように、

附帯をつけることとなると、そこの時間的なこと

が私にはよくわかりませんが、今回のこの議会で

の内容として検討事項をどのように思うかという

ことについては、クエスチョンです。 

○風間委員 

 附帯決議はそれほど時間かかりませんし、ここ

で合意さえすれば、私も合意さえすれば附帯決議

はつけておいたほうが、我々の責任上も担保でき

るなという思いはしてるんです。これは、原理原

則論ですからね、やはりそこは甘いような妥協と

いうのは許されない話の部分の議論から附帯決議

という話が出た以上は、そういう部分は私は尊重

したいと思いますし、それから、この自由討議と

いうのは会派じゃなくて、ここの委員のやりとり

ですから、その制度論は間違わないように責任持

って私も一任を受けて臨んでますので、この委員

会には、自由討議というのはそういうものであり

ますので、その辺でよりよいここで方向が決めれ

ればありがたいなというふうな思いはしておりま

す。 

○坂田委員 

 この委員会の１つの議案で約２時間議論され、

かなり議案第１号そのものも深く議論されたと思

います。そういった中からいろんな問題点も議員

側から当局に提案され、そして、その中でまた当

局もこれからまだまだちょっと緒についたばかり

かなと思っております。 

 そういった点では、さらにこれからまた今回は

この議案で出ておりますけど、これからさらに深

めていただいて、当局内においても議論を深めて

いただき、また、改革するところは改革していく、

そういった形で進めていっていただきたいと思っ

ております。 

○永田委員 

 私も石川委員と同様なんですけども、今まで議

論してきた中で、是正するものは是正するもの、

これから当局のほうも今後展開していくというこ

とをいろいろ答弁いただいたものですから、今の

ところは附帯決議が正しいかどうかはまだちょっ

と私にもわかりませんけども、その辺は今のこの

内容でいいんではないかなというふうに判断させ

ていただいております。 

○風間委員 

 附帯決議というのは正しいか正しくないか我々
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に認められておる権利ですから、それはここで決

められればぱちっとやれるだけの話、ルールにの

っとってね、それをまず抑えておいていただいて、

私としては、これは私自身が一般質問で問題提起

させていただいて、ここまで市当局が好意的に受

けとめていただいてこのような議論が進んで、現

実に条例提案していただけるのかなという思いは、

正直言って心配の側面もあったんです。 

 と申しますのは、全国的な流れがやはり報償金

の違法支出でも賛否が分かれている。それから、

要綱設置は一忚法令では違法との判決が出されて

話題にはなっておるんですが、これもいろいろな

解釈論があるのが事実です。 

 ですから、まだまだ全国の自治体の中では、従

来どおりで十分だという考え方もあるわけですね。

この辺でも改善しておるのは安城市と、あとは従

来型でやられておるという状況ですよ。だからそ

ういう中で、好意的に受けとめていただいて、前

向きに受けとめていただいて、このような形で条

例提案までこぎつけられた市当局も知立市の、皆

さん方の努力には敬意を表して評価しているとい

うことを申し上げておるんです。 

 ただし、まだまだ不十分なものを我々は市民の

皆さん方の御意向を背負って出させていただいて

おる以上は、まだわかりにくいじゃないかという

御指摘にもつながる可能性はあるんですね、この

議論は。そういう部分では附帯決議というものを、

これはやんわりとした手法ですよ、折衷案として

はね。修正とか否決とかと違って、こういう自由

討議という制度はそういうものを駆使して我々が

いかにこういう議会で論戦を通じて市民の皆さん

方のために正しい、よりよいそういう制度づくり

をしているかというのを明らかにする、そういう

制度を導入したわけでありますので、合意さえ得

られればそういう方向性をしていくのが、この問

題というのはそれだけ重要な問題であるんじゃな

いのかという思いがありますので、再度申し上げ

させてもらったということです。 

○田中健委員長 

 ここで、しばらく休憩します。 

休憩 午後１時29分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時37分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 今、各委員から御意見をいただきました。まず

は高橋委員から発言がありました、附帯決議をし

たらどうだということについては２つ、そのまま

でいいんではないかという意見と附帯決議はつけ

たほうがいいんじゃないかという意見が分かれて

ました。それに附帯決議をつけるに当たって、継

続審査という方法論も出てきてはいるんですが、

そのことも含めて、もう一度、各委員の発言を求

めたいと思います。 

○石川委員 

 私は、時間をかけて朝からこれやっているわけ

ですし、やりとりの中で当局側もまだ未熟であっ

たということを認めておりますし、それについて

また次なる検討をしていきますと、こういうこと

でありますので、ここでわざわざそれまで議会と

当局との信頼感というものが絶対必要なものだと

思いますので、ここはもう採決していただいて、

附帯決議をつけるほどではないと思います。そう

いう信頼感のものでやらないと議会と当局という

ものは成り立っていかないと、しょっちゅう不満

があるからといって附帯決議をつけるということ

には賛成しかねます。 

○坂田委員 

 私も、石川委員と同意見でございます。 

○村上委員 

 私も、今回の部分については、どちらかという

と基本的にこの半年間という期間の中で条例案を

上程してきたという部分については、やっぱりも

っともっと議論を深めるべきだなというふうには

思っております。 

 ただし、こういったことについて当局も努力し

てこの上程を出してきた、さらには意見と議論の

審議もしっかりされて、なおかつ今後もこういっ

た部分については努力をしながら見直すというこ

とについては当局との信頼関係を保っていきたい
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なということで、附帯決議はつけなくていいとい

うことでございます。 

○杉山委員 

 採決に際しましての部分と、そして今、お話あ

ったみたいに附帯決議は希望的なものでいくこと

とあわせると、決して附帯決議をつけたことで信

頼関係は損なうというふうには私は思えないので、

今のこの２時間余り、３時間近くの各先輩委員の

意見、そしてまた、当局からのお話のものを含め

て、やはり認めた形、また採決させていただきな

がら、その部分の市民側に立った目線での議会と

してあるべき姿が附帯という形であれば、希望と

していいんではないかと思います。 

○風間委員 

 当局との信頼関係には何ら影響はありません。

これは行政実例上、議会に付された条件は議会の

単なる希望、その希望を具体化するための手法と

いうことでございますので、その辺の心配には及

ばないとは思いますが、しかし、合意形成が図ら

れなければこの件は進まないと思いますが、私自

身も当局の今回のきょうまでの取り組みに対する

努力は大いに評価をしておりますし、合意形成が

図られればということで先ほど来より附帯決議も

市民の皆さん方に我々の行動を明確化する意味で

は非常に効果がある、そういう重要な部分だとは

認識しておりますが、あとは皆さん方の合意形成

の条件に委ねたいと思います。 

○永田委員 

 私の個人的な意見では、このままの当局もそれ

なりに認めておるところもあるもんで、このまま

でいいかなというふうに思いますけども、附帯決

議という形であれば、皆さんの合意形成が取れれ

ば附帯決議もいいではないかなというふうに、今

のところはそういうふうに感じております。 

○高橋委員 

 私、自由討議で附帯決議というのを発議させて

もらいました。私は、もうちょっと強く出てもい

いかなと、個人的には思っているんです。 

 とりわけ、報酬審議会条例については別表から

外すと、そういう修正を出すことも必要ではない

かというぐあいに考えておりました。きょうのや

りとりを通じて、理事者側も一定の譲歩と努力の

跡が見られるし、当面は規則でその審議会条例の

条例本文の部分を担保すると。そして、今後不備

なものについても幾つかあるので、今後の対忚で

大至急やっていきたいということがありましたの

で、ここでお互いの信頼関係を大前提の上に、そ

れぞれの役割分担を明らかにするという意味で議

会からその答弁を担保する意味で附帯決議という

ことを申し上げました。 

 今でも私、ぜひ附帯決議程度は議会としておつ

けして、当局に叱咤激励というか、頑張ってやれ

よと、このエールを送りたいなと、そういうふう

に取りまとめられればそれが一番妥当ではないの

かなというふうに思っていることだけは１つつけ

加えたいと思います。 

○田中健委員長 

 ほかに自由討議の御発言はございませんか。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 ここで、しばらく休憩します。 

休憩 午後１時44分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時44分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第１号について、挙手により採決します。 

 議案第１号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第１号 知立

市附属機関の設置に関する条例の件は、原案のと
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おり可決すべきものと決定しました。 

 議案第２号 知立市職員定数条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 今回、議案第２号という形で定数条例の変更の

議題を提案されました。地方自治法第72条第３項

の規定により、定数は条例で定めなければならな

いということになって、内容は御案内のとおりで

すが、今回、定数改正の条例を出された理由と根

拠について明らかにしてください。 

○総務課長 

 まず、その理由ですけれども、本年度の退職さ

れる方々から年金が１年満額受給できる期間が延

びます。これは２年おきに１年ずつ延びるわけで

すけれども、そういった方たちに対忚するために

新年度から再任用の職員に対して、今までは短時

間でしたけれども、再任用職員をフルタイムで雇

用することができるという形にそれぞれほとんど

全ての自治体がそれに対忚します。私ども知立市

においても、再任用制度の中で希望する者につい

てはフルタイムで雇用したいというふうに考えて

おります。 

 そうしてまいりますと、フルタイムの再任用職

員は定数の数の中にカウントされてしまいます。

従前の短時間の場合は定数外ということで定数か

ら外れるものですから、そういった職員の数はふ

えても一切定数には抵触することはなかったんで

すが、今後は主に定年を迎えまして退職していか

れる職員の方が希望すれば、それを基本的には全

て雇用するという形の中でフルタイムでも雇用が

できるということになります。 

 そういたしますと、今の定数、こちらのお手元

にあります参考資料をごらんいただくとわかるん

ですけれども、例えば市長部局でまいりますと、

現在の定数が390人ですけれども新年度４月１日

ではその390人ちょうどイコールの数字になって

しまいます。そうしますと次年度以降については

再任用のフルタイムの職員を雇いたくても雇えな

いということになってしまいかねるということか

ら、今後の定年退職を迎える方で再任用を希望さ

れておる職員の数等は聞き取りもう既におおむね

把握はできておりますので、定年を迎えて再任用

を希望されておる職員が基本的に仮にですが、全

員がフルタイムを希望したとしても定数の範囲内

におさまるようにということで、この定数条例を

改定をして再任用のフルタイムに備えるという目

的で改定をさせていただきました。よろしくお願

いします。 

○高橋委員 

 今、お示しになりました議案第２号の参考資料

によりますと、欄外に米印、平成26年４月１日に

は再任用フルタイム４人を含むとなっているんで

すが、４人を含むとはどういう意味なんですか。

４人以上に採用しなければならんということなの

か、この４人というのは平成26年度４月１日頭の

フルタイム職員としてカウントしたのがこれなの

かという意味合いなのか、この別表の欄外を御説

明してください。 

○総務課長 

 まさに御質問のある中身でお答えします。 

 この別表の欄外に御指摘ありましたように、再

任用フルタイム４人を含むということで、この平

成26年４月１日付の職員の実数の中にはフルタイ

ムを御希望された職員の方の人数が４人ございま

す。それを含んでおります。今年度、定年退職を

迎えて再任用を希望された職員が合計９名いらっ

しゃいます。４名の方は今までどおりの短時間で

結構ですということで、残り４名の方がフルタイ

ムを希望されたということで、その４人のフルタ

イムの方を含んだ数字ということでございます。 

○高橋委員 

 フルタイムの再任用という制度ができたので定

数を改めなければならないと、こういうことです

か。 

○総務課長 

 そのとおりでございます。年金の満額受給の空

白期間を埋めるための措置ということで、フルタ

イムで再任用を雇用することができる、それに対

忚するための措置ということでございます。 
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○高橋委員 

 ちょっとよくわからんのは、市長部局の仕事を

やるのに平成25年の４月１日は387人でやってみ

えたんですよね。今度これが390人にしたいとい

うわけですね、４月１日から。そのしたいという

のは、フルタイム再任用がふえたとかふえないと

いうことじゃなくて、定数というのは仕事量で決

めるものではないんですか。 

○総務課長 

 もちろん仕事量でも決めるということと、もう

一つ説明が欠けておりました。というのは、この

中で見ていただくとわかると思いますけれども、

市長部局の数字以外のところ、福祉事務所ですと

か公平委員会ですとか農業委員会、あと、教育委

員会事務局の数字もそれぞれふえております。 

 これはもう一つの理由がございまして、昨今大

変残念な話ではございますけれども、心の病等で

長期休業を余儀なくされる職員が散見されると思

います。そういった場合に、短期間であれば何ら

かの臨時職員等で補充することも可能なんですけ

れども、病気等で長期休暇ですとかございますと、

それの期間が例えば１年を超えるような長きにわ

たる期間、もしくは産休、育休で育児休業では３

年間取れるわけなんですけれども、そういったそ

れぞれの部署が定数と実際の職員の数がイコール

であった場合、仮にそういった制度を使って休暇

を取る場合、もしくは病に伏せってやむなく職場

を一定期間休まざるを得ないという職員が生じた

場合に、定数いっぱいであればそこに正規の職員

を追加で補充することができないものですから、

プラス１ぐらいは余裕がないといかんということ

で、全てのところに基本的には１人程度の余裕が

ないと人事の硬直化を招くものですから、そうい

った弾力性も若干ほしいということも、もう一つ

の理由ではございます。 

 それと、フルタイム再任用が４人ということで

すけど、当然市長部局以外、いわゆる教育委員会

だとかそういったところにもフルタイムの方は充

当をしようと、充てようというふうに思っており

ますので、今のお話のございました現在が387人

が390人になるのは、もちろん再任用フルタイム

の方もございますけれども、そのほかの事情、今

回の４月１日付の人数がふえておるという部分に

ついては、若干ほかの産休、育休の代替の職員で

実質的には、実数としては３名ふえておりますの

で、それは中身は保健師の職員ですとか、そうい

ったところを若干ふやしておりますので、そうい

った部分ではふえております。 

○高橋委員 

 平成25年４月１日現在で市長部局でいうと職員

実数が387人。平成26年４月１日で390名を予定さ

れております。このうち、短時間の再任用という

のが平成25年４月１日現在、何名含まれているん

ですか。あるいは平成26年４月１日現在、短時間

の再任用は何人含まれているのでしょうか。フル

タイムの再任用は何人含まれているんでしょうか。

フルタイムの再任用は平成26年からですよね。だ

から平成26年度で市長部局だけでいうと何人予定

されているんですか。 

○総務課長 

 この表にお示ししてある職員数の中には、短時

間の職員は含まれておりません。一人もカウント

されておりません。 

 今回フルタイムについては、この中に４名カウ

ントするということで全体総数、実質総数で平成

26年４月１日現在で453名ですけれども、市長部

局とその他の部局、兼務も含めて実質453名です

が、その453名の中に４名の再任用フルタイムの

職員がカウントされておることでございます。 

○高橋委員 

 それはわかっておるんですよね。フルタイムで

なければ定数の中に入らんわけですよ。だけどフ

ルタイムでない職員が２人、３人集まれば定数の

２人分ぐらいの仕事をされるわけでしょう。だか

ら今、隠れている。平成25年４月１日には隠れて

いる387人の中のほかに何名の短時間の再任用職

員がいるのかということを聞かせてもらっている。

それは平成26年４月１日においても短時間の再任

用というのは、このほかに何名みえるのかという

ことも含んでいるわけでしょう。その数を聞きた
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いです。 

○総務課長 

 20名です。 

○高橋委員 

 どこに20名おるの。平成25年４月１日現在で市

長部局で20名の短時間の再任用がいるということ

ですか。 

○総務課長 

 市長部局だけではなくて全体ということでお願

いいたしたと思います。 

○総務部長 

 ちょっと説明させていただきますけど、この定

数条例というのはいろいろな法律の中で、例えば

自治法とか社会福祉法、教育行政のというような

形で、そこでそういった定数は条例で決めないか

んというような形になってるんですよ。それを集

めたというのがこの職員の定数ということで、こ

の定数というのは、法律が求めてる定数なんです

よ。今度その法律が通れば実員というのは法律が

求めた定数に対して今どんだけおりますよという

ことを出したのが実員なんですよ。 

 だから、ここに隠れているというのは実際にど

ういうことかというと、３役も何らかに入ってな

いし、派遣も入ってないし、再任用も入っていな

い、県から来た派遣も入ってないというような形

になっておりますので、この実員の市役所の中、

全部おりますよということじゃなくて法律の定数

に合わせるとこんだけおりますよということでご

ざいますので、ちょっとその辺がわかりにくいと

いうような形になっております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 御丁寧に御教授をいただきまして、ありがとう

ございました。 

 それで、最たるものとして短時間の再任用があ

るんですよ。つまり定数に数えられないけども正

規をふやさずに非正規で対忚することは条例を押

さえておけば可能なんですよ、あなたのおっしゃ

るように、今御教授いただいたようにね。だけど

も、実際に短時間の再任用が支えているんですよ、

定数外で。だから、平成25年４月１日現在、市長

部局で何人そういう方がみえるんですかというこ

とを聞いておるし、平成26年４月１日現在で何人

程度の短時間の再任用が採用される、そこへ張り

つく予定なのかということを念のために聞かせて

いただいておるんです。そこを端的にお答えいた

だければ結構ですが。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時09分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長 

 今先ほど高橋委員のほうから御質問いただきま

したことを、もう一度御説明を改めてさせていた

だきます。 

 まず、平成25年度における市長部局の再任用、

これ全て短時間ですけれども、これは11名でござ

います。平成26年４月１日以降については、市長

部局においては総数で15名ですが、そのうち14名

が短時間でお１人がフルタイムという形になりま

す。それを全体でいきますと、市長部局とその他

の部局合わせて総数でいきますと、平成25年度は

20名、全て短時間。平成26年４月１日以降につい

ては23名が短時間で４名がフルタイムということ

で合計27名という形になります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 現在既に11名、市長部局で短時間再任用がいる

ということですね。来年度も15名張りつくと。そ

れでフルタイム１名入れて390人になりますと。

２名入れたら条例定数を超えてしまうわけですね

ということで今回15人ふやしたい。しかし、短時

間の再任用が11人並びに14人ですか、15人ですか、

短時間はそこに張りついてると、数字以外にとい

う状況ですね。定数を超えて配置することはでき

ないということが最大の問題ですよね。理事者側

が留意しなきゃいかんのは定数を超えて配置でき
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ない。 

 したがって、予定価格と同じように定数をうん

と高くしておけばいいけども、落札金額は低いと

どういう予定価格の算定にしていかないと、どう

いう定数の管理をしておるんだと、こういうこと

になるので、そこは定数の提案と実働の職員の数

との関係では大きな差があることは問題になりま

すということを１つ明記しておいていただきたい

んですが、もう一つ確認したいのは、さっき言わ

れた育休等で長期に休職されると、休まれるとい

う場合に、それを補う職員が配置されますね。一

般的には非正規で配置されます。私の知るところ

では、保育職については任期付任用といいますか、

短期間任用で正職員の資格で張りつくと。３年だ

ったり２年だったりということなんですが、保育

職以外にもそういうことはやってみえるんでしょ

うか。私はやってないと思うんですが、そこの確

認と、その場合に定数は育休を取っている人で１

名、短期間であるが常勤職で入った場合に１名と

いうふうにカウントするんですか、実職員の数の

カウントとしては。そこどうなんでしょうか。 

○総務課長 

 まず１点目の御質問、任期付職員に関する御質

問だと思います。任期付の場合は保育職と、もう

一つ保健師、学芸員、こういった方たち、いわゆ

る専門職という方たちを任期付ではお雇いをして

おります。それと、育休でお休みになった方たち

のかわりに、そういった任期付の職員を雇った場

合については重複でカウントされてしまいます。

お休みの方もお１人ですし、任期付で新たに雇っ

た最長３年というふうに言われてますけども、そ

ういった方たちもお１人というふうでカウントし

ます。 

○高橋委員 

 現在そういう方は何名みえるんですか。 

○総務課長 

 現在、任期付の方が９名でございます。 

○高橋委員 

 大体全貌は見えてきたんですが、それにしても

現行定数では困難という事態が御報告されたと思

うんですね。 

 それで、この定数というのは今回提案されたん

ですが、これはどれぐらいの期間この定数でいこ

うとしてるのか、いけるのか。要するに今後の市

政運営のあり方と人件費の対忚と定数というのは

非常に密接不可分に結びついていると思うんです

ね、政策的な問題だと思うんですが、これはどの

程度の展望を持って今回御提示になったんでしょ

うか。 

○総務課長 

 いわゆる産休、育休の代替の任期付の方がこれ

以上ふえないという前提のもとで、再任用、フル

タイムの方、これは退職をされて再任用を希望さ

れる方が基本的に全員の方が仮に手を挙げてフル

タイムにしてくれと言われても耐えられるように

しとかないかんもんですから、そういった前提条

件を加味しますと、平成32年が多分再任用フルタ

イムの方のピークが平成32年ぐらいには訪れるの

かなというふうに思っております。それ以降、若

干下降線をたどるとは思いますけれども、今の前

提条件がもし崩されないとすれば、そこまでは大

丈夫だろうというふうには感じております。 

○高橋委員 

 平成32年で再任用職員というのは、どのぐらい

になるんですか、見込みでは。 

○総務課長 

 全ての方が仮にフルタイムを御要望なさったと

すると23名でございます。 

○高橋委員 

 再任用職員もフルタイム職員も重要な職員です

よね。これはフルタイムでは活動していただける

ということであれば経験、キャリアも豊富だし、

そして市役所で長いこと積んできたノウハウもお

持ちなので有力、しかも強力な戦力というふうに

私、理解するんですね。 

 そういうフルタイム職員が間違いなく人材とし

て確保できるということであれば、新規の採用と

の関係でそれが抑制されていくということに結果

的にはなるわけですね。なるわけだと思います。

しかし、そうしますと、雇用の機会を奪っていく
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というもう尐し大きな社会的な秩序との関係があ

るので、そこはなかなか難しいところだと思うん

ですが、フルタイム23名を要すということと新規

の若い人々に役所の職場で頑張っていただきたい

という社会的要請をどうやってマッチングするの

かというとを非常に私、関心があるんですが、ど

ういうふうにお考えでしょうか。今回の定数の提

案と23名のフルタイム再任用が生まれてくるとい

う現実と新規採用の拡大という点では、どういう

御所見でしょうか。 

○総務課長 

 まず１点、再任用フルタイムの方が今後ふえて

いくと思います。そういった場合、退職をされた

方が再任用フルタイムになったから行ってこいで

プラスマイナスゼロだから退職された方があった

としても新規採用職員を補充しないのかというこ

とですと、そういうことがあってしまうと人事の

立場から言いますと、職員の年齢構成が非常にい

びつになってしまう、あと、新陳代謝が悪くなっ

てしまうというようなことがございます。それと、

今後の市民の皆様からの付託される行政需要とい

うのは今後の非常にふえるということが当然予想

されます。 

 したがって、その辺のバランスをいかにとって

いくかというのが非常に重要でございまして、退

職された方が再任用フルタイムになったからプラ

スマイナス１だからその分は補充しないという考

え方はございません。基本的には、できるだけ補

充はしていきたい。 

 ただ、退職者の方は新規採用職員で補充はして

いきたいというふうに思いますけれども、行政需

要とのバランス、それと、フルタイムじゃなくて

も短時間でもそうなんですけども、再任用の方と

いうのは今までと同様のお仕事をやっていただく

場合もあるかと思いますけれども、ふえる行政需

要に対して、新たな行政サービスを生み出すとい

う、そういったしかけにも使ってまいりたいとい

うふうに思っておりますので、その辺は今後バラ

ンスを考えながら、新規も当然とりながら再任用

フルタイムの雇用の場を確保してまいりたいとい

うふうに思っております。 

○高橋委員 

 話は抽象論になるわけですけども、議案第２号

の参考資料、先ほど総務課長が言われたこの表に、

願わくばフルタイム再任用が何名どの部署に配置

されるのか。この市長部局から教育のその他まで

あるわけでしょう。ここの中に欄外にしてはちょ

っと失礼かもしれませんけど、フルタイム再任用

が何名あるのか、なお短期の再任用が何名あるの

か、これは括弧でね、これぐらいのものを出して

いただきますと再任用の職員のバランスと現有勢

力のバランスというのが、もう尐し我々、手に取

るように理解をできて当市の人事行政がわかると

思うんですが、そういう資料を今から出せという

んじゃなくて、大至急つくってお出しいただけま

せんか。 

○総務課長 

 早速資料は作成させていただきまして、作成で

き次第、お届けしたいというふうに思っておりま

す。 

○高橋委員 

 そういう定数の条例で人事管理やっていくわけ

ですが、同時に問題になるのは、非正規の職員が

一体どこにどの程度配置されておるのか。 

 今、人数だけで言いますと短時間のほうが多い

んです。その時間でつぶしていきますとフルタイ

ムのほうが延べ時間はたくさん仕事をされている

んですが、実態としては短時間職員のほうが、正

規職員でない人のほうが多い。 

 本来どの部署にどの程度の非正規職員が配置さ

れているのか、これもこの一覧表の中に落とし込

んでいただきますと、そして合計でどんだけにな

るのか。日々動いておるんだと、こんなことはと

いうふうにおっしゃるかもしれませんが、ある断

面で結構ですので、そういった人数も合わせたも

のをここにお出しいただきますと、より一層明ら

かになるんではないかと思うんですが、いかがで

すか。大体今、どんなあんばいですか、非正規の

職員の数と正規職員の数と。 

○総務課長 
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 今、お話があったのは、いわゆる臨時職員の方

の数字だと思います。臨時職員の方の総数が、現

在今一番新しい、毎月のように変わりますので、

２月１日付でございます。２月１日付で総数で臨

時職員の方が、これは全て合計しまして528名お

ります。 

○高橋委員 

 したがって、この表の中にその部署ごとに落と

し込んだものをセットでね、先ほど言ったものと

合わせてお出しいただけないかということですわ。

その点、どうですか。 

○総務課長 

 作成することは可能ですので、入れさせていた

だきます。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第２号について、挙手により採決します。 

 議案第２号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第２号 知立

市職員定数条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第３号 知立市職員の公益的法人等への派

遣等に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第３号について、挙手により採決します。 

 議案第３号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第３号 知立

市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 議案第４号 知立市特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の特例を定める条例の一部を

改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 第４号、第５号、市長、副市長、教育長の給料

の減額を１年延ばしたいということであります。

いつまで減額措置を継続されるのか、なぜ減額が

今日も有効なのか、このあたりを御説明ください。 

○林市長 

 これを減額させていただいたときの動機であり

ますけれども、市税が一番大きいときで120億円

超えていたときがあったんですけれども、10％以

上、たしか記憶の中で市税が落ちました。そうし

た中で、私も10％市税が落ちますと、ほかのいろ
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いろな市民の皆様方に対して辛抱をお願いをして

いく部分もある。そんな中で、私自身も辛抱でき

る部分、市税が10％下がったということで、私も

10％下げさせていただいたということでありまし

て、これはいつまで続くかということであります

けれども、今年度平成26年度市税108億円、110億

円いってなかったと思うんですけれども、その中

で、まだまだ自分の気持ちの中で市税の回復感が

ないなということでありまして、私としては、こ

としも１年続けさせていただきたい、そんな思い

でございます。 

○高橋委員 

 市長が100分の10、副市長は100分の７、次の条

例の教育長は100分の５ということで、市税の収

入が回復してないということを理由に挙げておら

れます。 

 ただ今、日本経済は賃上げと。賃金を上げて購

買力を高める、これが経済の支えなんだというの

が定説ですよね。その手法はいろいろあるし、ど

ういうことをすれば一番いいのかというのは、い

ろんな考え方があります。私たちもベースアップ

することによって人々の懐を温め、そのことを購

買力の増進につなげながら国内市場、国内景気を

引き上げていくというセオリーについては大いに

進めるべきだというふうに考えております。 

 そういう視点から言いますと、今の市長の見解

は、大きな意味での国の流れに反するのではない

かというぐあいに感ずるわけですが、当初、減額

条例を出された初期にはそういう矛盾はなかった

かもしれませんが、ここへくると、果たして市長

がいつまでも本法はそのままにした減額措置を継

続されることは妥当なのかどうかと。職員給与の

減額をも加味するような、それをも誘導するよう

な、そういう施策ともリンクして、この種の減額

措置というのは、やや時代的要請を超えている内

容ではないのかという側面が大きくなってきてい

ると思うんですね。この点、どのように御理解い

ただいているんでしょうか。 

○林市長 

 今、高橋委員の御指摘よくわかりますし、理解

をするところでございます。 

 しかしながら、市税全体がまだ知立市として回

復していないということも一方であるわけでござ

います。そうした中で、私としても購買をする、

この日本経済を回復させるということという意味

では、自分のお金でいろんな物を買って貢献をす

る一方、もう一つ懸念するところは、ほかの職員

の方々に対して、やはり影響していかないかんな、

そのあたり十分配慮する、そんなことも大事だな

というふうに思っております。そのあたりは十分

気をつけていかなければいけないと思っておりま

す。 

○高橋委員 

 市税が思ったより上がっていないということと、

３役の給料がそれとリンクさせて決めるというこ

とは一面妥当性があるようなんですが、根本的に

は違う話なんですよね。給料の額というのは当然

その職務に対して受け取るべき報酬、それを受け

取って、より頑張って貢献していく、そういう流

れの中で決められるものであるし、市税というの

はいただいた税が減ってくれば、そういう中で施

策の打ち方も当然変わってくる。 

 したがって、リンクがゼロとは言いませんけど

も、そこをリンクを強調しますと、これは結果的

には報酬のあるべき姿が見えずに、そもそも論を

逸脱して給与が決まってくるということにもなり

かねません。 

 私は、今回こういう提案で継続ですよというこ

となんだが、しかるべき検証や、しかるべき方向

性をきちっと示された上で、なおしばらくという

ことがないと、よろしゅうございますよと、減ら

すわけだから、お疲れさん、御苦労さんというレ

ベルでは尐し違うんではないかというぐあいに思

うんですね。 

 みずからの給料を上げるというのはなかなか大

変だろうから、先ほどからいろいろ議論があるん

ですが、しかし、下げておればいいんでしょうと

いうのも、これは違うと思います。これは職員も

この間はなかなか給料が上がらずに御苦労されて

おりますよ。なおかつ地域手当が今後どうなるか
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ということも含めて、なかなか経済的にも厳しい

側面にもさらされている。そんなときにトップが、

みんなで頑張って地域経済を盛り上げようじゃな

いかと、そういう視点から職員の給料の上げ方も

考えようじゃないかというリーダーシップがあっ

てもいいではないかというふうに思うんですが、

これは副市長がさっきから、おれの番だと。 

○清水副市長 

 当初、特例条例を提案させていただいた時点で

先ほど市長の税収を見た側面と、もう一方では、

今御質問者も触れられましたけども、当時の職員

の期末勤勉の年間の支給月額縮小されていること

だとか、そういった給与改定というものもマイナ

スに働くというような状況もございました。その

中では厳しいところなので、それは同じようにそ

の厳しさを共有するというような側面もあったと

いうふうに私は理解をしております。 

 今般のいろんな春闘の状況を見ておりますと、

いろいろベースアップというようなお話もあるよ

うですけども、ことしの人事院勧告がどういった

調査の結果としてどういった勧告をされるか、ま

だ未知数ではございますけども、そういった意味

では、我々職員の給与もそういったところでの一

定の期待感と言いますか、まだわかりませんけど

も、そういう１つの風と言いますか、そんなこと

も感じるわけでございます。そういった中では、

当然そういう全体の給与の好転というものがある

とすれば、そういった常勤の特別職の給与額につ

いても、またさらに検討の余地があるのではない

かなというふうに理解をしているところでござい

ます。 

○高橋委員 

 総務部長、職員が首長に物を言うのは大変かも

しれませんが、ぼつぼつ減額条例やめたらどうで

すかと。私は人事の担当責任者だけども、それぐ

らいの進言したらどうですか。 

○総務部長 

 うちのほうの市長は一番初め、平成22年の４月

から実施しておりまして、これにつきましても報

酬審のほうのところで市長も市民に対して異常に

税が厳しいというような形で、みずから姿勢を示

されたらどうだというようなことを受けまして市

長がみずから３役含めて実施するというような形

でございますので、私のほうの口から市長の方針

でございますので、やめたらどうですかというこ

とは言えません。 

 以上です。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第４号について、挙手により採決します。 

 議案第４号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第４号 知立

市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

の特例を定める条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第５号 知立市教育長の給与、勤務時間そ

の他勤務条件に関する条例の特例を定める条例の

一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 
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 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第５号について、挙手により採決します。 

 議案第５号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第５号 知立

市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の特例を定める条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６号 知立市災害忚急対策又は災害復旧

のため派遣された職員に対する災害派遣手当等に

関する条例の一部を改正する条例の件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 これ、災害防止協定も含めて他市から知立市に

災害支援をしてくださった方々に災害派遣手当、

インフルエンザ等の緊急事態派遣手当を出したい

という条例なんですが、金額というのはどこかで

決まっているんですか。 

○安心安全課長 

 ただいま御質問の知立市へ災害派遣していただ

いた場合の支給方法でございますが、知立市の職

員に支給される諸手当の例によります。 

 具体的な金額で申しますと、公共の施設、また

はそれに準ずる施設で30日以内の期間は3,970円、

その他の施設は6,620円というふうに決められて

おります。 

○高橋委員 

 不勉強で申しわけない。もう一回、幾ら支給さ

れるのか、金額ですよ。 

○安全安心課長 

 3,970円でございます。 

○高橋委員 

 それは日額で、何日やってもその額ということ

ですか。期限が決まっておるんですか。その業務

の内容によって金額が変わるんですか、変わらな

いんですか。 

○安心安全課長 

 公共の施設、またはこれに準ずる施設で滞在を

する場合は、先ほど述べました30日以内の期間で

ございましたら3,970円、30日を超え60日以内の

期間で3,970円、60日を超える期間も同じでござ

います。 

 その他の施設に滞在される場合は、１日につき

30日以内ですと6,620円、30日を超え60日以内の

期間は5,870円、60日を超える期間につきまして

は5,140円となっております。 

○高橋委員 

 これは別条例で決まっているのでね、この条例

の議論とはちょっと離れるんですが、さっきおっ

しゃった最初のほうですね、3,970円というのは

３カ月やろうが、１カ月やろうが１日当たりの金

額変わらないよということが決められていると。

３カ月以降については決められていないというこ

とですか。３カ月以降ずっといつまでも払うのか、

いや、一定の区切りをもって対忚するのか、その

あたりの派遣の期間も含めてどうなっているんで

しょうか。 

○安心安全課長 

 60日を超える期間、例えば６カ月でも3,970円

でございます。 

○高橋委員 

 そういうことなんだが、現実的に支援を受ける

場合に、６カ月も１年もというわけにはまいらん

面が多いと思うんですね。その辺をどういうふう

に踏まえていらっしゃるのか、この手当の額、そ

して新たに派遣手当を支給する、大体どの程度の

派遣期間を想定するのか。災害の規模にもよりま
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すから単純ではありませんが、協定を結ばれた市

との関係も含めて、そのあたりどういう御感想で

しょうか。 

○安心安全課長 

 ただいまの御質問でございますが、例えば、今

七ケ浜町に派遣されております職員、６カ月分で

ございますが、その想定で今、御返事を差し上げ

たつもりですが、この場合も3,970円の６カ月分

というふうに今のところはなっております。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第６号について、挙手により採決します。 

 議案第６号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第６号 知立

市災害忚急対策又は災害復旧のため派遣された職

員に対する災害派遣手当等に関する条例の一部を

改正する条例の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 議案第７号 知立市税条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 この市税条例は、本会議で佐藤議員が尐し触れ

ましたが、なかなか難解で、よく腹に落ちないと

いうのが実態です。特にどこをお示ししたらいい

のか、参考資料のところでしょうかね。第45条の

２第１項、特別徴収の件は一忚理解いたします。

第45条の５第１項、つまり変動があった場合に、

なるべく変動を尐なくするような年額の分担と言

いますかね、振り分け、これについても一忚理解

をいたします。悪いことではないというふうに思

います。 

 ただ、市民税、条例附則第16条の３以降、株式

譲渡に関するものなどがなかなか難解で、私の能

力を超えているんですが、わかりやすく説明いた

だけませんか。 

○田中健委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後２時45分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時46分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 これにつきましては、今まで配当所得だけだっ

たものに対して、これからは特定公社債等の利息

についても配当所得と同等に算入するということ

でございます。 

 これにつきましては、今まで公社債の利息等譲

渡等につきましては非課税であったものについて、

国のほうは今後課税をしていくと。ただ、これに

つきましては、市で課税するものではなくて県の

ほうで課税していくものに含めますよということ

でございます。 

 それと、課税することによって損益通算される

ようになりましたので、その損益通算部分につい

ては市税の関係に含まれてくると。ですけども、

利子についての申告は県のほうにされますので、

そして県のほから市のほうに交付金の一部として

配当があるという状況でございます。 

 ちょっとここに書いてありますが、市に直接関

係するものとしては損益通算できるということだ

けのことでございます。 
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○高橋委員 

 この源泉分離課税の対象から申告分離課税の対

象に改めると。源泉分離課税というのは総合課税

ではないよという意味ですよね。この対象、今ま

では総合課税だったということですか。追加され、

源泉分離課税の対象から申告分離課税の対象に改

めるということは、いかなることを意味している

のか。 

 また、上場株式等譲渡所得と損益通算を可能に

するということは、どちらかで穴があけば、どち

らかでその利益があっても相殺するよと。連結決

算で親会社が利益上げておっても別な会社で赤字

になれば連結して穴埋めして税を決めますよとい

うような趣旨のことがありますが、ここでいう損

益通算を可能にするというのは、いかなることを

意味しているのか、もうちょっとわかりやすく御

説明していただくとともに、この条例改正がされ

ますと知立市にかかわる税はふえるのか減るのか、

事態が変わればそれは税は変わりますけども、１

つの固定した状況であるとした場合に、増税にな

るのか減税になるのか、このあたりはどういうふ

うになりますか。 

○税務課長 

 今まで利子所得につきましては、愛知県のほう

への申告、利子所得ということで申告されて配当

所得割ということで知立市のほうに交付金として

一部まいておったわけですけども、それとあと、

社債ですね、公社債、そういったものは今まで非

課税だったんですが、これが課税対象ということ

になりまして、上場株式と公社債のようなものが

特定公社債、それ以外の私募につきましては一般

公社債というものに分かれまして特定公社債とい

うものは今までどおり愛知県のほうに申告してい

ただきまして、株式譲渡所得割交付金というもの

が知立市のほうにまいるということになります。 

 ですから、今まで課税されてなかった非課税だ

った社債とか利息の一部については県のほうを通

じて知立市のほうへ交付金としてまいりますので、

ふえるものと判断しています。 

 ただ、そういった今まで非課税だったものを申

告するわけですので、損益通算ができるように一

部のものについては変えております。それについ

ては、市のほうの申告納税について、そこら辺の

損益通算をしていただいて知立市のほうに申告し

ていただきますので、その分については損益通算

をされれば、うちのほうとしては、その分減とい

う形になると思います。 

 ですから、そこら辺、県のほうからの所得割交

付金と、うちのほうの損益通算との部分で増なの

か減になるのかちょっとわかりませんけども、全

体としては課税部分がふえますので、知立市とし

ては交付金の部分で増になるのではないかなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 かえって話が難しくされたような感じすらしま

すけども、要するに株式譲渡の益、あるいは利息

の益というものをどう課税するのかということは

今までもずっと議論になってきましたよね。それ

は総合課税にすべきだと、そこだけ別立てにして

課税するので総合課税にすべきだと。つまり、利

息と株式譲渡等で利益を得た人は、総合課税で税

を取っていただく。たくさん税が納めるという仕

組みが必要ではないかということが、るる議論も

されてきましたんですが、今回のこの措置という

のは、一部そういう方向へ向かっているというこ

とですか。 

 しかし、損益の通算も可能だということになる

と、出たり入ったりというでこぼこの標準化とい

うことになりますので、そこはいかがなものかと

いう感じもいたしますがね。もうちょっとわかり

やすく、上手な説明というのは私が求めても困難

なんでしょうかね。どうでしょう。 

○税務課長 

 損益通算できるということだけではなくて、今

まで非課税だった部分が申告に回りますので、た

だ、市ではなくて県のほうに申告になりますので、

その分の県からの交付金というものはふえると思

いますので、市全体としては損益通算されて減さ

れる部分よりも増加するのではないかなというふ
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うに思います。 

 それとあと、総合課税ですけども、総合課税は

今まで市民税とか国税でもそうですけども、株式

等の収益を今、個人の所得とあわせて申告するの

が総合課税になる。それとは別に源泉分離課税と

いうのがございまして、株式を今は10％ですけど

も、これで20％に戻りますけども、20％最初から

税を引いたものをそのまま税を納めて、それは所

得とはみなさずに別にやるのが源泉分離課税にな

ります。 

 それで、今回もう一個ふえてきたのが申告分離

課税というのが１つふえてきました。これはそれ

ぞれ先ほど言いました株式とか利息とかそういっ

たものを所得とは分離して、それだけでまた再度

申告して、最初から20％、10％税率は決まってま

せんので、その利息額とか所得によって税率を掛

けて税を納めてもらうと。その３つのものでそれ

ぞれ判断して個人の方が申告していただくという

形に変わりました。 

○高橋委員 

 ちょっとよく理解できにくい面もあるんですが、

もう一つ伺っておきたいと思いますが、市民税の

特定非営利活動法人の市民税の減税、寄附行為等

をした場合の控除の案件があります。ここに表記

されているのは、特定非営利活動法人まちづくり

重原とあるんですが、これはどういう活動をして

いる組織なんでしょうか。 

○税務課長 

 この法人は、定款に記された目的を読まさせて

いただきますけども、市民参加による市民主体の

まちづくりを実現するため、まちづくりを中心と

するさまざまな事業を行い、市民、行政、企業の

参画により地域コミュニティーを構築することで

広く市民公益に寄与することを目的とすると、ち

ょっとここまでしか把握しておりません。 

○高橋委員 

 これは上重原２丁目６番地、杉原元司さんです

よね。杉原元司さんと聞いて、この地番からちょ

っとイメージが湧くんですけど、イメージが今の

答弁でさっぱりわからないようなので、何をやっ

てみえる団体なんですか。ここに寄附した場合に

控除の対象になるよと。今までも幾つかありまし

たよね、かとれあとか３つか４つあったと思うん

です。これに今回この団体を加えますよと、認知

しましたということなんで、これは悪いことじゃ

ないと思うんですけども、もうちょっとわかりや

すく。 

○税務課長 

 一忚この団体、県のほうのＮＰＯ法人に認証さ

れたのが去年の５月30日でして、内容的について

私、まだ把握しておりませんので。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第７号について、挙手により採決します。 

 議案第７号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第７号 知立

市税条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時57分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時07分 

○田中健委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第８号 知立市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○風間委員 

 それでは、先ほどのこれは議案第１号との関連

で、今回条例設置した審議会、協議会の委員に対

する報酬を支払うというものであります。 

 それで、まずこの日額6,800円となってますよ

ね。この金額を規定した根拠というのを１点教え

ていただけますか。 

○総務課長 

 大変不勉強で申しわけございませんが、もとも

と6,800円をそもそもどのような根拠でもって設

定したかという形になりますと、ちょっと不勉強

で申しわけないんですが、詳細を把握しておりま

せん。 

○風間委員 

 別にこの法律上は第203条の２の第１項で、こ

のような委員に対しては報酬を支給しなければな

らないとなっておりますので、あとは自治体側の

自治体了見で金額も決めてやっていくということ

なんですが、いつからこの金額になっておるんで

すかね。 

○総務課長 

 私の知る限りですが、数十年前からこの金額で

変わってないと思います。 

○風間委員 

 他市に例を調べると、大分ばらつきがあるんで

すね。それはいいんですよ、自治体了見ですから

ね、裕福なところは１万円を超えておるところも

ありました。 

 ずっとですもので、やはり重要な市民の皆様に

参画していただく一番最大の参画の手段の場であ

りますから、この日額の検討というのも一度他市

の状況を見て検証を深めるというようなものも今

回を期に一遍やっていただいたらどうかなという

思いはしておりますが、いかがでしょうか。 

○総務課長 

 もう一つ御質問の中身で金額というのが確かに

聞くことがございます。同じ審議会の委員であれ

ば、そのお立場が若干変わっても全て同じだとい

うことで、果たしてそれが妥当なのかどうかも含

めまして、私の記憶ですと6,800円程度がやっぱ

り一番スタンダードな金額ではあると思うんです

が、おっしゃられたように若干高い高額なところ

ですとか、委員会、審議会の内容によって若干金

額に差をつけている自治体もあるようには聞いて

おるわけですけども、そういった中身については、

今後の課せられた課題であるなというふうには思

います。 

○風間委員 

 これ、特別職の報酬条例ですよ。これで第３条

に報酬の支給の項目がありまして、別表でその一

覧表があるわけですね。 

 それで、これは今の答弁とも関連してきますけ

ど、教育委員長から始まって、教育委員長は月額

５万円、教育委員は４万1,000円とかね、監査委

員は代表が６万4,000円、議会の中からは３万円

とか、るる規定してきておるんです。 

 選挙関係の立ち会いの選挙中あたりは１回１万

4,000円とか、選挙立会人は１万3,000円とかある

わけですね。これはもう一つ含んでいただきたい

のは、こういうものもあわせて全体的な部分で一

遍どんなものかを検証していただければと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうかね。 

○総務課長 

 確かに例えば私どもの所管で、選挙のことで申

しますと立会人と開票責任者の方、管理者と立会

人と余り大きな差がないですとか、そういった点、

確かに職責の重さを考えますと、その辺もう尐し

差があってもいいような感じは個人的には受けま

す。そういった面も含めて、今後、鋭意検討は重

ねたいというふうに思います。 

○風間委員 

 それで、この審議会の委員の報酬なんですね、

日額6,800円。これの支給根拠は第203条の２、審

議会、調査会、その他の構成委員は普通公共団体

の非常勤の職員としてそれに対して報酬を支給し
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なればならないと。第４項で報酬及び費用弁償の

額並びにその支給方法は条例でこれを定めなけれ

ばならないということで、ここに規定されている

んですね。 

 それで6,800円ということでいいんですが、こ

れを要綱設置しているそういう私的諮問機関、こ

ういうものに対して報酬の支給というのは法律的

に認められておりません。それは違法だという考

え方でありますが、それで間違いないですね。 

○総務課長 

 御指摘のとおりです。 

○風間委員 

 ただ、せっかく来ていただいて、非公式の私的

諮問機関というふうに申し上げますが、そういう

い方々に対してもなかなかわかりにくいんですよ。

公式の附属機関なのか、非公式なのか。だから、

あなたのところがもらっておって、何でうちはも

らわないとか、そういう部分もありますから、そ

ういう部分を解消するために公式な審議会委員、

附属機関の委員に決められております報酬支給の

この部分を役務の対価として報償費を支給するこ

とは可能であるというふうに行政実例の実態には

明らかにされているわけです。そういう部分から

行政の側は、こういうものは報償費という形で毎

年予算を組んで必要な開催時には、報酬予算を設

定しておるという部分ですが、その報償金に対す

る法解釈論とか、全国的な訴訟の状況、裁判所の

判例とかそういうものの不法支出だという部分が

あるわけですよ。 

 だから、この辺のグレーゾーンという部分は真

摯に受けとめていただいて、ですから正式な条例

根拠、自治法の根拠である報酬設定、条例の必須

の条例設置のそういう形にもっていかなければな

らない、こういう部分からもそれが言えるわけな

んですが、この報償金の支出ね、いいという可能

であるという見解でありますが、ここで私が、き

ょう申し上げておきたいのが、報償金の場合は報

酬のほうは日額6,800円で、例えば公平委員会、

全員どんな職種の方も6,800円ですね。 

○総務課長 

 報酬の場合は、そうでございます。 

○風間委員 

 これは全ての委員会も、この法律のとおり一律

6,800円と決まっておるわけです。報償金の場合

はどうなのかというと、行政側が基準というのが

どこの位置づけになるかわかりませんが、法律、

条例、規則、要綱、要領、その下にくるんですけ

どね、この基準でこのような形で一覧表になって

るわけですよ。 

 それで、大学教授相当は１万8,000円、準教授

は１万4,000円以内、大学講師は１万2,000円、弁

護士は１万8,000円、医師１万8,000円、税理士、

薬剤師は１万4,000円、僧侶、何で僧侶が入って

いるかわからんですが、これ6,000円以内。一般

6,000円以内。実技指導者、これはちょっと違う

形のやつですが、こういう形で振り分けられてい

るんですね。 

 私、前の一般質問でもこの件はちょっと苦言を

呈して問題提起させていただきましたが、これは

よろしくないんじゃないですかね、この報償費の

差別的というのがですね、職に対する金額をこの

ような形で相違させるというのは、この法律論か

ら言っても余りよろしい状況ではないと考えます

が、その辺の所見をお聞かせください。 

○企画部長 

 今回の平成26年度予算におきまして、この報償

というのは、ほとんどのものが6,000円に統一さ

せていただきました。 

 しかしながら、今、委員持っておられるような

いろんな定価表がございます。さまざまな役務の

対価として、その値段で呼べないような状況もあ

るので、これは大変難しい状況なんですが、今回

この附属機関の条例を設置するに当たって、報償

から報酬になって、かえって下がった方もみえる

状況で、附属機関となればその条例で定める報酬

を支払わなければならないわけですけども、他市

の状況を見ますと、その値段にもいろいろ差をつ

けておられる市もございますので、それも今後の

研究課題かなと思っております。 

○風間委員 



- 44 - 

 だから、その考え方が法律をはるかに拡大解釈

しているということを申し上げているんです。こ

れは間違いのない話なんですよ。報酬のほうは、

きちっと第203条の２の第１項で報酬支払わなけ

ればならない。それで第４項で条例でこれを定め

なければならない。これに基づいて適切に一律

6,800円で支給している。報償費になると、そう

いう都合の話が出てきます。それは当然です。で

きるからなんですね。支給することは可能である

という行政運営実態にあるだけですから、いかよ

うにも味つけできるんです。それが問題だと言っ

ているんです。 

 やはり私は、これはこの法律論に基づいて日額

6,800円を正式の委員が報酬をいただいている、

これは職に差別なくですね、これに準ずる形に報

償費もしていかないと、これはいささか市民から

見て不法支出だというようなね、こういう拡大解

釈をしておるとそういうものにもつながりかねな

いんではないかという懸念を持っているんですが、

いかがでしょうか。 

○企画部長 

 確かに報償費というのは財務上の実務上許され

ておる範囲でございまして、今回の予算では、ほ

ぼ一、二件を除きまして6,000円で統一させてい

ただきましたけども、担当からはかなり抵抗があ

りました。一部そのためにできないところもござ

いましたけども、今後、統一的な考えを持ちたい

と思っております。 

○風間委員 

 確かに全部洗いましたよ、私も。七、八か八、

九ありましたね、報償費は。それで割り切れる数

字なものですから、多分一律6,000円だなという

部分で安心しておったんですね。 

 それで、抵抗があるなしじゃないんですよ。そ

れは法律論をしっかりと部下なり担当の一番の職

員の皆さん方にしっかりと認識していただかんと

いかんですね。これは余りにもグレーゾーンがあ

り過ぎの制度です。だから、この基準というのを

改めていただきたいと私は思ってるんです。これ

は、もう報酬日額6,800円、それに準じるという

ようなね、そういう形に変更していただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○企画部長 

 考え方としては、平成26年度当初予算で統一

6,000円という考え方をしておりますが、どうし

ても詰め切れなかったところがございますけども、

今度、今後の課題とさせていただきます。 

○風間委員 

 来年度に向けて詰めていただきたい。これは放

置していくべき問題ではないと思いますよ。もう

即刻これは整理させて次年度、あるいは９月補正

で必要になるそういう委員会も出るかもしれませ

んからね、そういうときのために的確に内部で検

討して精査していただければと思うんですが、よ

ろしゅうございますか。 

○企画部長 

 予算上認めたところもございますが、実際の執

行では統一6,000円だという考え方は財政のほう

から伝えたいと思います。 

○風間委員 

 今回まとめ切れなかった２件って、どこですか。

ちょっとこれ、予算になるけども申しわけない。

今わかっておるなら教えてください。 

○企画部長 

 私の記憶にあるのは１件しかありませんけど、

地域交通会議だったと思います。 

○風間委員 

 わかりました。いずれにしても、こういう部分

を解消していただいて、より法律に沿った的確な

そういう運営、取り組みをしていただければとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 
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○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第８号について、挙手により採決します。 

 議案第８号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第８号 知立

市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第14号 知立市社会教育委員に関する条例

の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第14号について、挙手により採決します。 

 議案第14号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第14号 知立

市社会教育委員に関する条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第15号 知立市青尐年問題協議会条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○風間委員 

 まず、今回の条例改正は、地方青尐年問題協議

会法の改正によって委員を変更する必要が生じた

ためという本会議の答弁がございましたが、改め

て申しわけございませんが、その辺の状況を確認

させてください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 青尐年の問題協議会委員の関係でございますが、

まず、改正の中で、現在会長は地方公共団体の長

が務めるというような規定がございました。 

 また、青尐年問題協議会委員の委嘱の基準も定

められておりましたところが、今回そこが削除を

されたというところで委嘱の要件が必要な場合に

おいては知立市の条例で定めるということで改正

をお出ししました。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 それからいま一つ、委員の選任についても改正

状況がありますよね。それもお願いします。 

○生涯学習スポーツ課長 

 委員につきましては、専門委員と幹事を置くこ

とができるとなっておりましたが、実際にこれま

で実例はなく、また、この青尐年問題協議会の下

部組織で活動部会として青尐年健全育成連絡協議

会というものがあります。こちらも会議を年２回

程度行っており、御審議もいただいておりますの

で、この委員については削除をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○風間委員 

 それから、本会議にありましたように、議員も

削除ということでありますね。 

○生涯学習スポーツ課長 

 議員につきましては、審議会の委員ということ

で、これまで抜いていくというような方向の流れ
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できておりますので、今回、法のほうで要件が削

除されたに伴い、今回、委員から抜かせていただ

くということにさせていただきました。 

○風間委員 

 そういうことですね。我々知立市議会は、平成

十二、三年でしたかね、このような行政の執行機

関の附属機関で政策立案過程に議員が委員として

参画するのは執行権に対してどうあるべきかとい

う議会改革の初歩のころの議論で、いろいろ議論

させていただいて、余り執行権の侵害につながる

ようなそういう行為は好ましいくないということ

で、他市に先んじて、たしか平成十二、三年だっ

たと思いますけど、完全撤退という形にさせてい

ただいたんです。 

 それで、ただし、法律でこの地方青尐年問題協

議会法の第３条にある、委員は地方公共団体の議

会の議員、こういう法律規定、あるいは都市計画

審議会でもそうですね、都市計画法の下にある基

準を定める政令の第３条、学識経験者のある者及

び市町村の議会の議員、こういう任命の規定があ

るものはそのまま仕方ない、法律論ですからね、

残しておいたという部分はあります。それで今回

は法律が改正になって、いよいよもって我々の判

断のとおりの理想の形になっているという形です

ね。 

 それで、我々はそのような形で議論を先んじて、

その後にいろいろ調べてみますと、やはり附属機

関の構成員に議会の議員を加えることは適当では

ないという、これ調べた結果、行政実例昭和28年

版がまずあります。それから、法学的な考え方で

すと、やっぱり議会の議員が附属機関の委員等と

なることは、委員等は兼職が禁じられている常勤

の職員ではなく、附属機関の意見等が超決定的に

拘束するものでないことから法的には可能である

が、附属機関への職務内容によっては事実上、執

行権への介入として捉えられる場合もあり、慎重

を期すべきであろうと、こういう解釈論があるわ

けですね。だから我々の決断というのは、こうい

う法律とか制度論に照らし合わせても正しかった

なという思いはしておりますし、より今後も精査

していかなければならないんですが、しかし、こ

の行政実例と、まだ都市計画審議会と残ってるん

ですよ。法律で規定して、委員は市会議員の中か

ら選びなさいというね、これは完全なる矛盾なん

ですね、法律の。非常にちょっと国のやっとるこ

とに対して心外な部分を私は感じておるんですが、

その辺はいかが捉えられておりますかね。 

○企画部長 

 法令根拠に基づくものについては、我々ちょっ

とどう修正していいものかどうかよくわかりませ

んけども、今後それは解消される方向ではあると

思いますけども、とりあえずはそういう法令があ

る以上、従いたいと思っております。 

○風間委員 

 だから我々も従っておるけど、矛盾を感じてお

るんですね。それは共有するところだと思うんで

すよね。まさしく共有しておるんですよ。行政実

例で好ましくないという実例を、これは自治総務

局が出しとるにもかかわらず、法律では議会議員

はやめなさいと、こんな矛盾ないんですね。だか

ら、こういうものは国会のほうで徐々にではある

でしょうけど、整理していってほしいなという強

い思いは私、持ってます。だから、ちょうどいい

んです、これは外れてね、我々がちょうど整理で

きたなと。 

 それから、もう一点が、市長が外れたというこ

とですね。それで、この件に関して先にやります

けど、我々議員の論拠は申し上げましたから、執

行機関の附属機関に市長が入った場合はどうなる

んだと。委員を当該執行機関の長が兼ねることは

差し支えないという行政実例が出ています。これ

は昭和33年版で出ていますね。 

 ただし、法学説上は、たとえ法律的には可能で

あるとしても附属機関に対しては隠れみの、御用

機関という批判もなされる場合があり、第三者機

関として公正さを保つ意味から慎重な対忚が望ま

れるという、こういう法律的には許されてるけど

余り好ましくないというような、こういう法学説

があるんですが、そういうものも含めて今回、市

長は外されたという、そういう解釈でよろしゅう
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ございますか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 第３次一括法からこの青尐年問題の法律も一部

改正となってまいりました。これに伴って、愛知

県の生涯学習の担当課長会議、こういったところ

で各市の今後の予定ですね、首長を会長にするの

か、またまた外していくのか、そういった調査も

されました。 

 そういった中で、やはり首長がそのまま会長を

お続けになる予定の市もありました。知立市にお

いては、法令担当とも相談をして、やはり諮問機

関に首長が入っておるのはいかがなものかという

ことで、知立市としては抜かしていただきました。 

 以上でございます。 

○風間委員 

 知立市としては、今後はそういう方向性で、ほ

かにたくさんありますよね、私的諮問機関を含め

て。 

 今、市長が委員になってる私的諮問機関ござい

ますか、ちょっと紹介ください。 

○企画政策課長 

 手元にそういった資料を持っておりません。 

○風間委員 

 一遍調べていただいて、やはり端的に考えまし

ても余り感心はできんですよね。諮問しておって

諮問した御本人が委員会の中におってね、それで

自由闊達な議論が当事者がおって、なかなか民選

の委員はできにくいというようなね、これは当た

り前の話でして、だから慎重な対忚が望まれると

いう法学説上こういう見解も出ているわけですね。

だから、そういう部分はもしあったら後でまた教

えてくださればよろしいですが、そういうものは

是正していただいて、来年度以降はそういう矛盾

するような対処は極力控えていただくというよう

な状況がよろしいかと思いますが、今後の話とし

てよろしゅうございますか。 

○企画部長 

 差し支えないという法令解釈もございますけど

も、委員おっしゃるとおり、附属機関の中に首長

がおられるというのは好ましくない状況ですので、

ちょっと要綱の中にどれだけあるかわかりません

けども、今後調査し、また是正もさせていただき

ます。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第15号について、挙手により採決します。 

 議案第15号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第15号 知立

市青尐年問題協議会条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 議案第16号 知立市文化会館の指定管理者の指

定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 
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 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第16号について、挙手により採決します。 

 議案第16号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第16号 知立

市文化会館の指定管理者の指定についての件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第18号 指定金融機関の変更についての件

を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 今回、指定金融機関を岡崎信用金庫にするとい

う提案であります。従来の碧海信用金庫から岡崎

信用金庫に変わるわけですが、市民サービス上、

何か変更はございますか。 

○企画政策課長 

 派出所の開設時間でございますが、現行が午前

９時から午後４時30分のところを今回の岡崎信用

金庫、午前９時から午後５時までということで市

民の皆様へのサービスの向上ではこの点があるか

と思います。 

○高橋委員 

 現在は午後４時半で指定金融機関は御退場にな

ると。したがって、午後４時半以降は指定金は使

えないというのが現状ですか。市の職員がそこを

補うというようなこともやっていらっしゃるんで

すか。どうですか。 

○会計管理者 

 現行におきましては、朝８時半から午前９時ま

で、午後４時半から午後５時15分までは税務課の

窓口及び会計課の窓口、そちらのほうで納税のほ

うをしていただいております。水道料金について

は水道課のほうで行っている状況でございます。 

○高橋委員 

 もう一回時間を。早口だったものですから、も

う一回ゆっくり。 

○会計管理者 

 現行におきましては、午前８時半から午前９時

まで、それから午後４時30分から午後５時15分ま

での間は税務課の窓口、会計課の窓口、水道課の

窓口で対忚をしております。 

○高橋委員 

 今度、指定金が変わりますが、この時間が変わ

るんですか。 

○会計管理者 

 先ほど企画政策課長が申し上げましたとおり、

30分間延長されますので、その部分、市民の方が

派出所で納税ができるということになります。 

○高橋委員 

 そうすると、午前８時半から午前９時までは現

在と同じ指定金の窓口は閉まっていると。午前９

時から現在午後４時半までの指定金の業務取り扱

い時間が午後５時15分までになると、５時までに

なると、どちらなんですか。 

○会計管理者 

 午後５時まで派出所で開かれますので、15分間

は各課の窓口ということになります。 

○高橋委員 

 わかりました。岡崎信用金庫は３年前の指定金

変更のときにはこういう条件を出していなかった

というぐあいに思うんですが、そこのあたりはわ

かりますか。 

 碧海信用金庫が最もすぐれていたんです、窓口

対忚も含めて。岡崎信用金庫が今回その別表を見

ますと、一覧表を出していただいんですが、午後

５時までいくんだと、こういう意欲的な取り組み

なんですが、そのあたりはおわかりになりますか。 

○企画政策課長 

 私の手元には前回の資料を持って来ておりませ

ん。 

○会計管理者 

 前回平成24年３月の議会で出されたものであり

ますけども、岡崎信用金庫の回答といたしまして

は、午前９時から午後５時まででございます。 
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○高橋委員 

 開設時間は変わらないということだということ

ですね。 

 かつて指定金融機関を固定化するかという議論

もありましたね。今、３年交代なんですが、固定

化したほうがベターだという御意見もあり、また、

近隣の各自治体でも固定化しているケースがあち

こちにあるんだと。それらを踏まえて検討すると

いうことでしたが、開館時間と言いますか、指定

金の現金取り扱いの時間が現在よりも長くなると

いうことは、とてもよろしいわけだし、先ほどの

定数条例ではないですが、よりサービスのいいと

ころへ時代の要請と時代の変化の中できちっと対

忚していくということを考えますと、必ずしもこ

の固定化した指定金に選定するということもいか

がなものかという感じもするんですが、そのあた

りどういう御所見なんでしょうか。また、どうい

う検討をされてきているんでしょうか。 

○企画部長 

 愛知県下、１行制をひいておられるのは34市、

９割でございます。知立市のようなコンペ方式を

用いておるところが４市、碧南市と高浜市とみよ

し市、知立市でございます。 

 一定の現行条件と市の要望とどう差があるのか

という、こういうコンペ方式をやらせていただき

ました。競争については指定金の経験行３行に絞

らさせていただきましたけども、これは内部でも

いろいろ論議がございました。市内の銀行全部入

れたらどうだと。私どもは業務上、会計課の意見

も聞き、経験行の３行でやりたいということで、

この３行で競争意識もあおった点もございますけ

ども、結果的には営業時間も長く、また、安価に

やっていただけるので市民にとっても大変サービ

スが上がったという結果でございますので、今後

ともこれは何行で競争させるかというのは、これ

からの論議またありますけども、こういう形式は

続けていきたいと考えております。 

○高橋委員 

 先回は碧海信用金庫をコンペで選んだんですが

ね、そういう碧海信用金庫を選ぶ理由があったん

ですよね。今回は、その数値が岡崎信用金庫のほ

うが上がっていると、結果的に利便性が大きいと

いうことで今回入れかえということになるわけで

すが、したがって、県内は圧倒的に固定した指定

金のようなんですが、私は、コンペによる競争性

を３年に一度ずつ機会を与えてやるということも

非常に有効ではないかというのを今回の措置を見

ながら感ずるわけですが、今後の方針や方向につ

いてはどうでしょう。 

○企画部長 

 今回、今までの２年間交代というのは３年に延

ばさせていただきました。こういうことで腰をじ

っくりすえてやっていただけることと、結果的に

そういう安価になった要因になったかもしれませ

んけども、これはまた３年後また指定がえをする

わけですけども、とりあえずこのコンペ方式とい

うものは踏襲したいと思います。メンバーについ

ては、またその時々に検討の条件かと思います。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第18号について、挙手により採決します。 

 議案第18号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第18号 指定



- 50 - 

金融機関の変更についての件は、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第19号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 議案第19号 平成25年度知立市一般会計補正予

算の件ですけれども、数点お伺いをいたします。 

 まず、予算説明書の81ページ、10款教育費、５

項の社会教育費であります。81ページの野外セン

ター管理運営事業についてですけれども、まず、

218万2,000円、事業としての減額状況についてお

尋ねをいたします。 

○生涯学習スポーツ課長 

 この野外センター施設修繕事業の中で、施設管

理備品購入費、これを128万3,000円減額をあげさ

せていただきました。 

 これにつきましては、管理運営事業の請負契約

の差金ということでございます。 

○杉山委員 

 最後聞こえなかったんですけど。 

○生涯学習スポーツ課長 

 管理委託契約というものを結んでおるわけなん

ですが、こういったものの入札差益ですね、そう

いったものでございます。 

○杉山委員 

 請負差金210万円ということは、その部分がこ

れだけの差があったということでありますよね。

それは見越しじゃなくて差益が出た点について教

えてください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 まず、施設管理等委託料は当初負担行為348万

6,000円でございましたところが予算額が389万

6,000円ということで、これが請負の入札の差金

となっております。これが41万円。以下同様に、

それぞれ差額があるものが当初予算と請負額との

差でございます。これを合計したものが218万

2,000円でございます。 

○杉山委員 

 各項目の出した金額ですね。各委託料ずつが減

額であったという点でありますけれども、わかり

ました。 

 002の野外センター施設修繕事業に関しまして、

最初の御返答のほうをまず。 

○生涯学習スポーツ課長 

 野外センターの施設修繕事業につきましては、

当初テントの購入、平成24年度も７張を購入して

おりますが、平成25年度も購入を７帳していく予

定でございました。 

 しかしながら、テントの利用ということで、山

の学習で小・中学校がお使いになる、それと夏に

１団体使われる団体があるんですが、個人の利用

としては、ほとんどないというような状況から、

古いものは張らずに、よいもので対忚していくと

いうことで、当面買うことを見合わせていかせて

いただきたいなというところで、今回予算を執行

をしませんでした。 

 以上です。 

○杉山委員 

 当初であればテントを７帳をもう一回購入しよ

うということでありましたけれども、利用状況が

尐ないんではないかということで今の状況であり

ました。 

 この１年間の野外センターの利用状況をまず教

えていただけますか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 平成25年度ですが、小・中学校等を入れた数で

テントの御利用が199張、951人、ケビンの利用が

92棟の御利用で426人、管理棟の御利用が宿泊が

16部屋、221人、管理棟の利用、宿泊でないもの

が30部屋の708人でございます。 

 以上です。 

○杉山委員 

 利用状況、学校の精算言っていただいての部分

でありますけれども、これは平成24年度との比較

はわかりますか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 利用者の総数で申しますと、平成24年度1,829

人に対して平成25年度は708人となっております。 

 以上です。 
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○杉山委員 

 平成24年度が1,125人で平成25年度が708人とい

うことでよろしかったですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 そのとおりです。 

○杉山委員 

 テント利用というのはこういった施設でもあり

ますし、一般からすると私たちも野外センターに

お邪魔させていただいてテントで寝てということ

もだんだんと遠のいておりますので、ケビンのほ

うでということで、そういった利用も尐なくなっ

てるかと思いますけれども、それだけではなくて

利用率も含めて今年度は一昨年よりも400人弱で

すかね、尐なくなってしまったわけですね。 

 昨年事故が、火災、ぼや的なものとかそういっ

た点で２件ほどあったかと思いますけれども、そ

の点についての御報告をいただけますか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 まず、ぼやがございました。これにつきまして

は、ケビンを御利用の方が、てんぷらをあげてお

った際に火災が発生いたしまして、ぼやで、管理

棟におった伊那振興公社の職員が元消防の職員で

あったということもありまして消火器でうまいこ

と鎮火はできたというところで、ぼやでおさまっ

ております。けが人等はございませんでした。 

 以上でございます。 

○杉山委員 

 惨事に至らなくてよかったわけですけれども、

野外センターでの利用率ということで、おととし

いろんな御意見がありながら、ケビンの利用率が

半額になり、そして、団体等にも声をかけましょ

うということで１年間見ていただいて、ことし平

成25年度は尐し400人ぐらい利用が減ってしまっ

たということであります。 

 ちょうど昨年の今ごろといいますか、４月ぐら

いに私たちも伊那市との交流でお邪魔させていた

だいて、昨年は温か過ぎて桜が見られなったんで

すけど、ことしだったらよかったのになと思いま

すけれども、それぐらい高遠というところも近く

て、伊那市と交流の中で野外センターというもの

があるその部分が、もっと利用がほんとに多くな

っていただければいいなというふうに思うわけで

すね。 

 今回のこの予算もいろんな意味で運営事業費な

んかはそういった意味で差益で下がればいいんで

すけれども、テントの購入も減らしていく、また、

この各棟の修繕等もされていくわけですけれども、

だんだんと利用率も尐なくなってきて、こういっ

た１つの財産を大事に使っていかなくちゃいけな

いということでは、もうちょっと私自身も個人的

にも啓発をすごく思ってるんですけれども、ホー

ムページの中の野外センターの情報のところを見

ると、利用期間も内容といったところを見ると、

なかなかちょっとどんどん行きたいなと思うよう

にはちょっとなっていないというか、そういう感

じもしました。 

 やはりこのセンターを何とかもっともっと市民

の皆様に活用していただきたいということで、昨

年もいろんな提案もさせていただきましたけれど

も、この部分で利用に向けての予算化する中で、

啓発に対する野外センターの部分での今回そうい

った補正ではできない部分ですけれども、何か思

いはありますでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 現在、手づくりではございますが、ポスター等

を庁舎、体育館等にも掲示し、また、チラシ、こ

ういったものも目にとまるところでお持ちいただ

けれるようなものを、手づくりではございますが、

啓発は行っております。 

 今後も利用者がふえればということで、いろい

ろと市役所の北側玄関入ったところの電光掲示板

というんですか、そういったものにもＰＲはさせ

ていただいておるような状況でございます。 

○杉山委員 

 あと一点だけ、伊那市との交流の中で、伊那市

との合同の野外センターを使ってのイベントとか、

そういったようなことは考えていらっしゃいませ

んか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 現在はスポーツ尐年団等が尐年団の中でも尐年
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野球なんですけども、こういったものが合同で野

球の試合等で交流があることはありますが、その

際に、このテントを使うかどうかというのはまた

別で、御利用いただく場合と、ない場合がござい

ます。 

 以上です。 

○杉山委員 

 センターについては、ぜひ伊那市の交流の大事

な拠点として、また、中学生の方々が夏に行って

いただく中で、親御さんともにどんどん使ってい

ただきたいなということで、冬季スキーシーズン

のときは休館になるわけですので残念なんですけ

れども、夏の部分でしっかり交流していただきた

いなと思います。 

 戻りまして、41ページ、２款総務費１項の総務

管理費の町内会のところですね。まず、012の町

内会公民館等整備事業で130万円の減の部分を教

えてください。 

○協働推進課長 

 012の町内会公民館等整備事業です。130万円の

減ですけれども、まず、修繕料、これは町内会の

設置しております掲示板の修繕費です。もともと

枞で予算を確保しておりましたけれども、今年度

については執行の見込みがないということで30万

円を減をさせていただきました。 

 それから、町内公民館の建設、これも町内公民

館の修繕、各町内から要望があった修繕について

執行してきたものですけれども、これも予定して

いた修繕は全て終えて、執行残として100万円と

いうことで今回減額させていただきました。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時08分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習スポーツ課長 

 先ほど野外センターの利用実績で御報告申し上

げましたが、小・中学校の利用人数が入っており

ませんでした。平成25年につきましては1,503名

で一般の方が708名ということでございました。

申しわけございませんでした。 

○杉山委員 

 町内会公民館整備事業に関しての部分はお聞き

いたしました。それで、協働推進課長のほうにお

聞きいたしますけれども、これは町内会の公民館

整備事業の中での減額ですけれども、この下の公

民館建設業の補助金という形での減額になるわけ

ですけれども、この町内会の公民館等での補助の

内容についてお聞かせください。 

○協働推進課長 

 こちらの内容は、まず、町内会公民館の修繕、

もちろん新築もあるんですけれども、平成25年度

においては新築はありませんでしたので、公民館

の修繕、ＡＥＤの設置に対する補助金、警備費に

対する補助金、セキュリティー対策の対する補助

金、公民館の賃借料に対する補助金となっており

ます。 

○杉山委員 

 この修繕のところですね。修繕、警備、セキュ

リティー等お話がありました。前お伺いしたとき

に、修繕は傷んでしまったところを直すとか、繕

うという言葉ですか、修繕になるわけですけれど

も、傷んだところからまた新たにつくるもの、新

設ということに関する部分で、前お聞きしたとき

に、御手洗い、トイレであれば、あそこのところ

が和式であると。それを洋式にと。ユニバーサル

まではいきませんけども洋式に直すときに、その

公民館の内容がサロンに使われているということ

で、高齢者の方々が使われていくということで洋

式が全くないということでの、ある意味では古く

なった形のものからの修繕といえばいいし、新設

という形になるのかわからないんですけど、こう

いったものに対する補助というのは使われないわ

けでしょうか。 

○協働推進課長 

 現状は、どうしても機能が維持できないような

ものに対する修繕に対する補助を行っております。

バリアフリー化等の機能を向上させるようなもの
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に対しては、今までにおいては補助金の対象とは

してきておりません。 

 今後については、そういった要望がふえてくれ

ば検討することになるかと思いますけれども、若

干は聞いておりますけれども、予算の都合もあり

ますので、とりあえずは公民館を通常使っていけ

るような状態にならないような修繕に対して対象

にしておるということです。 

○杉山委員 

 改めて公民館を建てた、また、建てるというこ

とに対する補助的な整備事業にのっけていただけ

れば、そういった形での補助という対象になるん

ですけども、一部分のバリアフリー化にしろ、機

能回復だけではない部分に関しては、今のところ

交付金対象になっていないという話であります。 

 でも、ちょっとここでしつこく粘って申しわけ

ないんですけども、これからサロン等が高齢者の

ための居場所づくりということで、前回の議会で

もお話もありましたし、これから国等でもどんど

んそういった問題に対する施設等の補助も出てく

るというふうに思うんですね。 

 そういった中で、これは平成25年度の補正予算

の減額に関しては、ある一定の目的に対するもの

の減額でありますけども、広くいえば建設に対す

るそういったものを１つつくるための事業の補助

として考えていただければ予算の範囲内という形

の中で、これからどんどんそういった目では見て

いただかないと、今まででも和式でも使えるんで

はないかと言われますけど、高齢者の方々が集う

ところで、逆に言えばそこが使えなくなっている。

もっとそこを壊しちゃって傷んでますからと言っ

てしまえば、またそういうふうでつくっちゃいま

すよと違法的なことを考えればそういうことです

けども、使用目的が公民館以上のものとして使わ

れていくということに関すると、ちょっと味つけ

をしてもいいのかなというのを私は個人的に思い

ました。 

 ぜひこういったものの補助というのは、これか

らどんどんふえてくる可能性もあるといいますか、

その一つとして、私はぜひこういったものは考え

ていただきたいなと思いますけども、そういった

各地域からの要望というのは何件かありますか。

全くないでしょうか。 

○協働推進課長 

 今年度、私聞いたのは１件はございます。実情

やってないということで、余りそういった要望に

ついては、こちらから積極的なお伺いもしてない

という部分もありますけれども、私が聞いておる

のは、今年度については１件ありました。 

○杉山委員 

 これからそういった補助金等の対象に考えてい

ただく可能性はあるでしょうか。 

○協働推進課長 

 杉山委員言われたように、公民館を使用される

方は高齢者の方が非常に多いということで、トイ

レも和式よりも洋式、階段についてもユニバーサ

ルデザイン化されているようなものもやっておる

新しい公民館ではあるということですので、一度

町内の区長に投げかけをさせていただきたいと思

いますけれども、どれぐらいの要望があるかわか

りませんけれども、予算の範囲内でという形にな

るかと思いますけれども、一度お伺いをしてみた

いとは思います。 

○杉山委員 

 ぜひ区長たちに投げかけてください。手を挙げ

る方が何件かあるというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 あと、その上の町内会の活動事業の中で、73万

1,000円ですかね、町内会活動事業に対する賠償

責任保険料の減額についてお聞かせください。 

○協働推進課長 

 町内会活動事業のうち、賠償責任保険料、活動

事業補助金につきましては、これは年度当初の人

口世帯割によって算定をされます。 

 したがいまして、当初の予算を算定するのに尐

しの安全率を見ておりますので、その差額として

今回減額をさせていただいております。 

○杉山委員 

 その下のところの駐輪場防犯カメラ設置事業の

駐輪場防犯カメラ設備借上げ料、この点について。 
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○安心安全課長 

 駐輪場防犯カメラ設備借上げ料の26万1,000円

は入札の残金でございます。 

○杉山委員 

 ちょっと上の項目と前後するかもわからないん

ですけども、公民館等のところにつける防犯カメ

ラですね、これは駐輪場の防犯カメラ設置補助、

今回も当初予算で予算化されておりますけども、

この間、うちの町内にダミーがついておりまして、

公民館の中での予算の中で町内のものという形で

お金はなかなかつかなかったのでダミーというこ

とでつけてあるんですけども、こういったものに

対するこれからどんどん防犯ということも含めて

使っていただきたいなというふうに思ってるんで

すけども、今回この防犯パトロールを委託してい

ただきながらやってる、そういった状況の中で、

夜間に対する防犯パトロールの中での事件、事故、

そして、それに対する抑止力的なものはどのよう

な状況があったでしょうか。 

○安心安全課長 

 まず、夜間防犯パトロール事業につきましては、

７月18日から３月28日まで徒歩が31日、車でのパ

トロールが190日行いました。 

 もう一つのお尋ねの犯罪の発生でございますが、

基本的に月末に安城署のほうから報告がございま

すが、特に凶悪とか夜間パトロールでその効果が

あったということについては数値的には御説明が

できない状況です。 

○杉山委員 

 私、おととしから防犯のほうを町内の方と一緒

に回らさせていただいているんですけども、夏場

なんか特に車の中のいろんな部品を盗まれたりと

か、また、農家の方はいろんな倉庫にあるものが

盗まれたりするということで、御自身の車を畑の

真ん中に置いて自己防衛というんですかね、その

ような形で防衛をされている方が何件かいらっし

ゃいまして、逆に私たちも不審に思って聞いたら、

そういうふうでずっといるんだという話がありま

した。 

 やはりこういった犯罪件数としてはでなくても

抑止という部分と夜間の一番厳しい時間帯が厳し

いとは思うんですけれども、ぜひこの事業につい

ては継続していただきながら犯罪、また、防犯に

対してしっかりやっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○安心安全課長 

 補助事業としては消滅をしてしまいましたが、

平成26年度のほうで頑張らさせていただいておる

ということでパトロールのほうはお願いしており

ます。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 若干お尋ねをいたします。 

 歳入30ページ、土地不動産売却収入売り払い収

入１億5,000万円の減、これは所管違いの都市整

備部のものだと思うんですが、そういう理解でよ

ろしいでしょうか。 

○企画政策課長 

 高橋委員のおっしゃるとおりでございます。 

○高橋委員 

 先般２月19日付で普通財産の売却に伴う入札結

果について御報告をいただきました。長田２丁目

43番地並びに山屋敷町高場５番地の13と、２件な

んですが、これは今、私が申し上げたところで歳

入されているというふうに理解するんですが、歳

出はどこに該当しているんでしょうか。 

○企画政策課長 

 平成25年の６月補正時に学校施設整備基金のほ

うに組まさせていただくということになってござ

います。 

○高橋委員 

 ６月補正で計上されたと、学校整備基金、幾ら

歳出、幾ら計上されたんですか。 

○企画政策課長 

 6,800万円でございます。 

○高橋委員 

 これは、今申し上げた２筆の普通財産の処分の

総計ということでいいですか。 

○企画政策課長 
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 そのとおりでございます。 

○高橋委員 

 これ、6,800万円とおっしゃったんですか、基

金。もう一遍お願いします。 

○企画政策課長 

 6,800万円を。当初のときには、売り払いの今

の歳入のところには載っているんですけど、歳出

でどっちだというところが今の６月の補正で載せ

させていただいたという回答を先ほどいたしまし

て、金額は6,800万円ということでございます。 

○高橋委員 

 難しいことをおっしゃいますね。当初では売り

払い収入を歳入しておるんだけど、補正は６月で

やったと。そうすると歳入歳出はゼロにならなき

ゃいかんので、当初は普通財産の処分はどこで歳

出を受けておられたんですか。 

○企画政策課長 

 当初は歳入の部分を計上させていただいて、歳

出の部分というんですか、いわゆる基金を設置し

たのが６月でございましたので、当初は一般財源

扱いのような形にはなってたんですけども、普通

財産を売り払うには基金に入れるということをも

ともとの考えでございますので、その６月のとき

に学校施設整備基金を設立して歳出先にそちらの

ほうを設立したという経緯でございます。 

○高橋委員 

 そこの時間、タイムラグがあるということで、

さりげなく一般財源に忍ばせておいたと、6,800

万円をね。当初は6,800万円という売却を当初か

ら予定されてたんですか。6,800万円の根拠とい

うのは教えてください。 

○企画政策課長 

 平成25年度当初予算におきまして、まず、県警

宿舎跡地のほうですけども563.66平方メートル、

こちらのほうを平方メートル単価10万円というこ

とで5,636万6,000円で山屋敷のほうが150.89平方

メートル、こちらのほう平方メートル単価７万

8,000円で1,176万9,000円余ということで合わせ

まして6,800万円を当初のときに歳入に計上して

ございます。 

○高橋委員 

 これを２つ合わせたら7,700万円になるんじゃ

ないですか。県警が5,636万円、山屋敷が1,200万

円、そうすると大体端数はあるけどそんなものに

なったということでされたんですが、最終的には

１億円を超える売却益を得たということですね。

１億100万円ですか、２件でね、先ほどいただい

た資料を合計しますと。 

 しかし、これは２月13日の執行ですので、最終

補正に間に合わずに歳計外現金として6,800万円

の差額分については約4,000万円弱ですが、これ

は歳計外現金として平成26年９月の平成25年度決

算で歳入するというふうに処理するわけですね。 

○企画政策課長 

 高橋委員のおっしゃるとおりでございます。 

○高橋委員 

 おっしゃるとおりなんですが、この６月の段階

で補正を組まれたときには、まだ予定価格といい

ますか、売却の予定価格が先ほど言われたような

単価しか見積もられていないということがありま

すが、実際の予定価格というのは、その後、明ら

かになって、両方足して7,600万円の予定価格が

表示されているんですね。それで入札をした結果、

１億100万円の忚札になって約二千数百万円の上

乗せができたと。これはこの流れは悪くないんで

すけど、私は、予算編成の段階で、もう尐しシビ

アな歳入、売却の単価をはじかないと、歳計外現

金をやたらに生むのはいかがなものかというふう

に思うんですね。このあたり、どういうふうにお

考えでしょうか。 

○企画政策課長 

 やはり当初の段階で立てた金額、そしてまた、

競争入札ということで価格のほうが上がってしま

う、そこの部分は見えないところもございますけ

ども、当初の予算を立てるに当たっては、もう尐

し今、高橋委員おっしゃるようにシビアな額とい

うのは必要かなというのは思うところでございま

す。 

○高橋委員 

 鑑定価格をとればおおむねわかりますし、固定
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資産の評価額もありますから、２月19日のときに

いただいた予定価格、それに対して最終の落札価

格というのも出てるんですが、予定価格に近いも

のを予算化するということが原則ではないのかと。

タイムラグがあるから、その段階ではまだわから

んよということがあるかもしれませんが、やっぱ

り予算計上する段階ではそれぐらいの用意周到な

積算根拠で対忚されるのが妥当ではないのかなと

いうぐあいに思いますが、改めて答弁をいただき

たい。 

○企画部長 

 この土地の価格につきましては、不動産鑑定も

しておりますし、それがいつの時点でやられたか、

わかりません。不動産鑑定をし、庁内の財産評価

委員会で時点修正をして、委員のおっしゃる標準

課税価格とか取引事例も見て価格を決めておりま

すので、私どもは最低価格としてはそれしか価格

がつけようがなかったということでございます。

それよりも思いのほか、高く売れたということで

ございますので、これは予想がつかないプラスの

面ということでございます。 

○高橋委員 

 それは違うんですよ。6,800万円という予算計

上してみえるけど、実際の予定価格は7,600万円

ですよ、おたくたちが示した予定価格はね。それ

で競ったら１億100万円の落札になったと。そう

すると6,800万円って何なのかと、何を根拠にこ

れを出されたのかということですよ。 

 最終的に今、答弁があった不動産鑑定もやり売

買実例もきちっと掌握してね、それぞれの予定価

格を決めて入札されたと。その予定価格そのもの

は7,600万円なんですよ、おたくたちの予定価格。

ところが、予算計上は6,800万円だと。約1,000万

円の差があるのでね、ここはもう尐しシビアな予

算計上がないとまずいんじゃないかと。それ以上、

高く売れた分は、これは向こう様が決められるこ

となので、こちらが承知する必要はないけど、ち

ょっとこの差についてはいかがなものかと、予算

計上上ですね、そういうことを申し上げているわ

けです。 

○企画部長 

 不動産鑑定をいつの段階でとったか、ちょっと

記憶がないんですが、それだけの1,000万円の開

きがあるということは予算の策定の際には不動産

鑑定をしていなかったと思われますが、税務課の

データ等々で予算はざっくりとしたそういう予算

を組んでるのかなと思います。ちょっと開きが大

きいので、今後これは気をつけなきゃいけないと

思います。 

○高橋委員 

 その開きが補正もできずに歳計外現金として残

っちゃうわけだわね。補正されればね、年度内に。

しかし、２月の中旪の入札なので、それは最終補

正に間に合わないと。そうなると歳計外現金とし

て予定価格が小さければ小さいほど幅が大きくな

りますよね、歳計外にする現金が。そこのところ

の兼ね合いからいって、最終補正できればいいで

すよ、多尐鑑定価格とってなくてもいいけども、

そういう事態なので、そこはひとつ御留意をいた

だきたいということを申し上げているわけです。 

 その点に関して、あと一、二点お伺いしたいん

ですが、補正予算書の81ページ、図書館空調施設

整備工事、減額4,212万9,000円、この内容を御紹

介ください。 

○文化課長 

 図書館の空調設備更新工事、マイナス4,227万

8,000円でございますね。こちらは下にあります

空調設備の工事設計委託料、こちらで減額の14万

9,000円、これは請負残でございます。 

 それから、その次の図書館空調設備工事費の

4,200万円の減、こちらも入札の結果でございま

すが、こちらにつきましては、その入札の前に１

つありまして、予算上では8,200万円をお願いを

しておったわけなんですが、この段階では図書館

の資料館も含めて全ての空調設備をその状態で更

新するというようなことで考えておりました。 

 実は、平成26年度で工事をやるというような予

定もございまして、そんなような考えをしておっ

たわけで、そのまま予算をお願いしたわけなんで

すが、その後、元気交付金がつくということで、
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急遽工事に入るということで、そこで工事の設計

を入札をするに当たりまして実施設計を組んだわ

けですね。その中で、現状の状況での例えば室外

機の台数、室内機の台数、こういったものを現状

のままでやっておってたんですが、どうも現在は

技術が上がりまして、性能が上がってきて室内機

とか室外機の台数が随分尐なくて済むというよう

なことが判明した中での見直した結果で実施設計

を組んで、それでもって入札をしたということで、

当初の8,000万円からさらに下がった額で予定価

格を組みまして、さらにそれが入札によって落ち

たと、こういうことで4,200万円ということで大

きな減額補正になっております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 いろいろおっしゃいましたが、現計予算が

8,200万円ですよ。これは９月補正で前倒しした、

平成26年でやるやつを元気印で前倒しして、それ

はいいですよ。8,200万円予算計上された。差益

が4,200万円というわけですよ。 

 つまり、4,000万円で仕事ができたのに8,200万

円は予算計上しておったということでね、極めて

わかりやすく言うと。もちろんそこに技術革新で

室外機の数が減ったとかいろいろあるんでしょう

が、8,200万円を予算を組んだが4,000万円で仕事

ができましたという話なんです、この話は。これ

はいかがなものかということですよ、さっきの土

地売り払いの不動産鑑定も含めてね。もちろん前

倒し、しかし、前倒ししたということは余り関係

ない話だよね、これは。前倒ししたということが

誘因になって、私は中身を変えるかと思ったけど、

前倒ししたということは時期を変えただけで余り

補正の内容にはなってないと思うんですよ。室外

機が尐なくて済んだという話だから。こういうこ

となんだけどね、ちょっとどうですか、教育部長。 

○教育部長 

 この金額、非常に大きな金額で、私もこの補正

額を見たときに、何でこんなことになったのかな

ということを担当課のほうとも確認したんですが、

今、文化課長が説明しましたように、当初この

8,200万円の予算であったものが、実施設計の段

階で5,300万円ほどになったと。この5,300万円の

実施設計に基づいて入札した結果、約4,000万円

弱で落ちたということで、実施設計で5,300万円

で落ちちゃったという原因が、さっき文化課長が

申したとおりです。室外機、屋内機等がここまで

必要じゃなくなるということを聞いて、その

8,200万円計上しちゃった中で、この5,300万円と

いうことも耳にしちゃうんですが、この時点では

何ともならなかったというのが現状でございます。 

○高橋委員 

 お金が逃げていくわけじゃないので、それはそ

れで次へ送っていくわけですからそういうことな

んですが、これ、本来的にいうと、平成25年度で

実施設計、平成26年度で施行と、こういう手順だ

ったということですか。 

○文化課長 

 そのとおりでございます。 

○高橋委員 

 そういう手順であれば、平成25年度に実施設計

をして、平成26年度は当初予算は5,500万円程度

の予算計上をしておけば、こんなに深い傷は負わ

なかったということになる、そういう理解ですね、

あえてあなたの立場を擁護してあげるとだね。 

○文化課長 

 今年度の当初の委託料がありましたので、ここ

で設計をしておれば高橋委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○高橋委員 

 もう一つ聞きます。77ページ、中学校管理費の

一番最後、015学校扇風機設置工事、三角180万円、

内容を説明してください。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうも予算のほうでは元気交付金のほ

うを施行するということで900万9,000円いただき

ました。契約の入札の結果、645万7,500円という

ことで契約になりまして、入札差益ということで

これだけ減額となりました。 

○高橋委員 

 900万円の予算で、これも前倒しですよ、９月
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補正で900万円つけたが実際には180万円減額にな

ったと。減額になることはいいことなんですが、

どうなんでしょうかね、この900万円の見積もり。

さっきの図書館ほどではないけども。嫌み言って

ごめんね、こういうのが私たちの仕事なんだよ、

恐縮ですが、受けとめていただきたい。 

 それから小学校費、75ページ、010学校扇風機

設置工事、340万円の減額、これについても御説

明ください。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうは、平成25年度の当初予算で378

万円計上させていただき、元気交付金のお話があ

りましたので、６月補正で追加で623万7,000円を

予算をつけさせていただきました。 

 その後、契約金額、入札金額といたしましては

594万3,000円という結果になりましたので、その

入札差益ということで340万円の減額をさせてい

ただきました。 

○高橋委員 

 ちょっと数字、私わからんかった。623万7,000

円が現計予算じゃないですか。340万円減額とい

うことになっているんじゃないですか。私の調査

不足ならそういうふうに言ってもらえばいいです

けど、623万円の現計予算で340万円の減額という

ことは半分でできたというふうになるんではない

ですか、違いますか。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうは、平成25年度の当初予算で小学

校の２校だけ特別教室のほうを行いたいというこ

とで要求をいたしまして、378万円計上させてい

ただいております。それに元気交付金のほうで残

りの小学校５校も追加して行いたいということで

計上させていただきましたので、予算額といたし

ましては当初と９月分を合わせまして、約1,000

万円近くの予算をいただきました。結果として

594万3,000円の入札結果となりまして、340万円

減額とさせていただきました。 

○高橋委員 

 亓十歩百歩だという話だと思うんですね。

1,000万円程度の予算現額で600万円弱で減額が

340万円。元気臨時交付金を上手に活用していた

だくことを私は多としているんですが、やっぱり

ちょっと駆け込み的だったということも含めて、

小学校については当初予算に２校と元気交付金の

残り５校がセットで約1,000万円でやってみたら

500万円程度で落札したということなんで340万円

減額と。さっきの中学校につきましても900万円

の予算現額で180万円の減と。もう尐し私は、こ

こらあたりは予算編成上、留意が要るんではない

かというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

先ほどの図書館と含めてね、どうですか。 

○教育部長 

 高橋委員のおっしゃるとおりかと思います。私

どものほうも元気臨時交付金について、よしもら

ったという形で当初すぐ取りかかるような準備を

したわけでございますが、そんな中で、時間も短

かかったのもありますが、精いっぱいの見積もり

と言いますか、設計額を出したつもりでおったん

ですが、ふたを開けてみたらこのような差額が生

じたというのは、頑張った中でも尐しこのような

結果になって残念な気がしておりますが、今後さ

らに業務については精度を上げて設計額等に当た

っての審査は十分にやってきたいというふうに思

っております。 

○高橋委員 

 43ページ、ここに税務総務費、013市税徴収嘱

託員報酬というのがありますね。209万3,000円の

減額なんですが、中身を御紹介ください。 

○税務課長 

 市税徴収嘱託員報酬として当初予算２名分をい

ただきまして、１人再任用の方を平成25年度当初

つけていただきましたので、１名分残というのと、

それ以外の徴収嘱託員、以前から継続しておりま

した嘱託員の報酬の残もありますので、それを全

部合わせたものをここで減額させていただいたと

いうことになります。 

 ただ、この嘱託員報酬でございますけども、当

初、再任用を１名いただきましたので、１名減と

いうことで考えておったんですけども、途中で徴

収嘱託員の方が１名体調が悪くなったとかいう話
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を聞いておりまして、それによって、また徴収嘱

託員を２人予算をいただきましたので、１人は４

月に募集しまして５月から採用したんですけども、

それから尐したちまして嘱託員１名と夏を過ぎた

ころから再任用の方もちょっと先行きどうかなと

いうようなお話も聞いてたものですから、そのま

ま減額せずに３月まで延ばさせていただいたとい

う状況でございます。 

○高橋委員 

 詳しい時節がらの説明をされても、ちょっとわ

かりにくいんですけども、私の記憶しているので

は、国保を担当している徴収嘱託員も今回は全部

ここの科目に入れたというふうに理解をしていま

す。最終的には５名になったはずですよね。５名

をいただいたけども、５名いただいた総額が867

万円ですか、今回200万円。860万円のうち200万

円減額しているのはなぜかということを私どもに

わかりやすく言ってもらえばいいんです、季節柄

のお話は結構ですから。そういうことじゃないで

すか。何名なんですか、予算は。幾らだったんで

すか。これが年度末に200万円余ったのはどうい

う理由なのか、端的にお願いします。 

○税務課長 

 当初予算５名で予算計上させていただきました。

実際、再任用の方１名を当初でいただきましたの

で、嘱託員としましては合計で４名ということに

なります。それで４名ですが、そのうち１名の方

は４月の募集しましたので５月からという形にな

りますので、１カ月分残が余ります。それとあと、

現在、今の状態ですと、またその中の最初からお

りました３名の嘱託員の方も12月の末で退職もさ

れてますので、その以後のやつの３カ月分の嘱託

員報酬も余っておりますので、そこで精査しまし

て今回減額させていただきましたということです。 

○高橋委員 

 ４月に再任用職員が１人配置されて、再任用職

員は嘱託員歳出ではないですね。再任用職員が１

人配置されたという段階で１名分減すると、嘱託

員をというぐらいの配慮が予算編成上あってもい

いんではないかと。４月にすぐ雇えんかったと、

１カ月延びたとか、思ったより先にやめてしまわ

れたとかいろいろな事情があったようですが、再

任用１名を４月の段階で配置されて４名からスタ

ートしたわけですから、当初は３名だったんです

よね。１カ月おくれで４名になったんですから、

その辺の予算編成上の措置については、もう尐し

３月のぎりぎりになってやらんでもね、もうちょ

っと対忚できるんではないかと、こんなふうに思

うんです。ひとえにこれらの公金が有効に使われ

るような予算編成上の配慮、あるいは必要な補正

を行って財源を留保し合うということが必要では

ないかというふうに申し上げておきたいと思いま

す。 

 補正最後にしたいと思うんですが、交通安全巡

回事業委託料、41ページになるんですかね、一番

上にありますね。この456万円の減額について御

説明ください。 

○安心安全課長 

 ６月の補正の時点で交通安全パトロールという

ことで計上させていただいておいて、それで夜間

の緊急雇用のほうでいただいたということで、今

度は夜間パトロールということで変わりました。

残っておったお金を調整がおくれておりましたの

で、これが残ったという形でございます。 

○高橋委員 

 幾らあったやつが幾ら残ったといってもらわん

と、これ、審議になりませんよね。何で残ったん

かと。夜間パトロールのほうへ回ったということ

ですか。もうちょっと、わかりやすく数字的に言

ってもらわないと。 

○安心安全課長 

 当初699万1,000円で予算をいただいておりまし

た。それで、６月補正で夜間防犯パトロール事業

ということで554万2,000円をいただいておりまし

た。請負でございますが、当初のいただいておっ

た安全巡回につきましては、７月１日から８月19

日まで、242万4,450円を使わさせていただきまし

た。夜間防犯パトロール事業につきましては、７

月18日から３月28日の予定で533万7,150円を使わ

させていただきました。 
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 申しわけありません。予算要求ばかりして減の

ほうを忘れておりましたのを今回、計上させてい

ただいたということです。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第19号について、挙手により採決します。 

 議案第19号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第19号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時55分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時03分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画政策課長 

 先ほどの風間委員のほうからの質問の中で、諮

問機関で市長が入っているものの数ということで

すけど、１点ございまして、知立市交通安全対策

会議条例でございます。これは、交通安全対策基

本法から基づいて市長が会長ということになって

ございます。 

 以上でございます。 

○田中健委員長 

 議案第24号 平成26年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 予算の概要の50ページ、知立市防災シンポジウ

ム事業でございます。一般質問、また質疑等でも

お話がございました。今回のこの事業に関する内

容をもう一度確認をさせていただきます。 

○安心安全課長 

 概要でございますが、まだ正確には詰めており

ませんので、ほんの概要ということでお示ししま

す。 

 平成７年に伊那市と協定をしましてから平成25

年に入りまして５市と協定を結ばさせていただき

ました。もともとの根拠は、いろんなところでも

お話をしておりますが、東日本大震災のときに広

域で被災をしてしまうということがもともとの考

えのもとでございます。 

 例えば、この近隣で言いますと、衣東５市とか、

今度は去年の７月にも尐し拡大しましたが９市１

町、近隣の豊田市、みよし市、西尾市、岡崎市、

幸田町を入れまして10自治体でも組んでおります

けれども、実際に南海トラフ以下の地震とか災害

が起きた場合に、どの程度支援をできるかという

ことになってまいります。その基本的な考えがあ

りまして、その辺で条件として半日ぐらいでとか、

いろんな条件を加味しまして自治体と結びました。 

 それを記念ということではないんですが、各自

治体の首長が支援とか援助を受ける受援という言

葉があるんですけど、受援をどう考えるかという

ところが１人ずつお聞きするのもあれですし、シ

ンポジウムという形で、もし市民の方に示すこと

ができれば、これはこれですばらしいことかなと

いうことで今回、企画をさせていただきました。 

 日にちにいたしましては、５月１日のお昼から、

午後１時半から開催をして半日させていただく予

定でおります。場所は文化広場のパティオ池鯉鮒

で予定をしております。 
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 それから、概要といたしまして、来ていただけ

る人数としましては、今のところ300人程度を予

定をしております。 

○杉山委員 

 本会議の中でも、このお話がございました。そ

の中で、講師を名古屋大学の福和教授を予定して

いらっしゃるという件は、これはまだクエスチョ

ンですか。 

○安心安全課長 

 一忚パネリストということで御出場をいただき

ます。お話は、この議会を終了した３月の後半か

らそれぞれ正式な来場予定をお願いしていきます。 

 それから、コーディネートをしていただく先生

につきましては、先ほど御紹介がありました名古

屋大学大学院の福和伸夫という防災担当の第一人

者の先生に予定をしては入れていただいておるの

で、その方にコーディネートしていただきながら、

先ほど言いました目的というか、６市の連携であ

るだとか、どういうことが支援だとか受援をして

ほしいとかいうことをお聞きできて市民に示せれ

ばと考えております。 

 以上です。 

○杉山委員 

 福和教授、私も３回講座聞いたことありますけ

ど、かなり厳しい視点で行政の方に対してこうい

った防災に対しての姿勢を問われる方です。 

 それで、今回せっかく来ていただいて、講演と

いう形よりもきっとパネリストで皆さんで話し合

うという形よりも一方的な講演になる形ではなさ

そうですけれども、各首長たちは参加の予定は決

まってらっしゃるんですか。 

○安心安全課長 

 まず、福和先生には、今、杉山委員がおっしゃ

ったように基調講演をしていただくという話でま

ずお話を持っていったんですが、せっかく６市の

首長がみえるなら、みんないろんな意見を言って

もらって、そういう話にしたほうが楽しいじゃな

いかという提案をいただきまして、12月ぐらいに

そういうのを上司に相談しまして、基本的なとこ

ろはそういうことで固まりました。 

 来庁いただく６自治体は、今のところ５市は確

定しておりまして、伊那市だけが、その前の週の

日曜日に市長選挙があるそうなので、ちょっと確

約はできんということでございますので、そこは

３月過ぎないと方針もしっかりお聞きできないか

と思っております。 

 以上です。 

○杉山委員 

 そうしますと、この32万6,000円の当初予算は

講師代、その他含めての内容ということでよろし

かったですか。 

○安心安全課長 

 予算ではございますが、防災の啓発事業の中の

講師の謝礼としてシンポジウムで10万円ほど予定

をしております。それから、啓発のいろいろ看板

等とか記念品等とかで10万円弱ぐらい、それで、

あとの残りがパティオの施設使用料というふうで

受けとめていただければと思います。 

○杉山委員 

 ぜひ市民の皆様にもたくさん来ていただいて、

きょうのちょうど朝方といいますか、夜中といい

ますか、午前２時ぐらいには地震がございました。

これは熟睡の方はよくわからなかったという方も

いらっしゃいますけれども、愛媛のほうで震源地

があったということですけれども、南海トラフで

はなさそうですけれども、どこでどういった形で

ということで、今回この知立市の防災シンポジウ

ムというのが、これだけ首長が来ていただいてと

いうことですので、成功で終わっていただくよう

な形で、また予算もしっかり使っていただきたい

なというふうに思います。 

 それで、次です。 

 予算書の231ページの、ここも防災に関します

けれども、防災事務事業ということで、001地域

防災計画改定業務委託料、尐し本会議の中でも説

明がございましたが、もう一度お願いいたします。 

○安心安全課長 

 御質問で回答も総務部長のほうがしております

が、県の防災会議が６月を目標に今ずっとワーキ

ンググループ等で検討されております。 
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 その後の情報を県の職員の方にお聞きをすると、

６月は間違いなく開催されるであろうと。そのと

きに、その被害想定が出ますれば、当然今度、市

町におりてきますので、そこでまず一番最初にや

らなきゃいかんのは地域防災計画、それも詳細に

出てくるので、一律のような変更等ではなくて、

それぞれの自治体に見合ったような変更を入れて

いきたいと考えております。 

 その金額としましては、実施計画等で御説明を

させていただいておりますのは、平成25年に公表

を予定をしておりましたのが、先ほど言いました

ように、平成26年に公表されますので、その見直

しにあわせて地域にあわせた知立市にあわせたよ

うな防災計画をつくっていきたいと。 

 当初は予算をいただいております500万円の内

訳でございますが、基本的に内容をざくっと言わ

させていただきますと、基礎調査、市外の地域の

防火計画とか防災計画を全て洗い直します。それ

から、町内の意見を取りまとめを行いまして、パ

ブリックコメントをしていきます。それとあと、

県との調整が必ず必要となっておりますので、そ

れを行っていくのをコンサルタント業者とあわせ

て行っていきたいと思っております。予定は１年

間をかけてやっていきたいと思っております。 

○杉山委員 

 基礎調査から始まるのではないかということで

す。 

 この下の防災ヘリコプター運営協議会負担金で

すけれども、この運営協議会というのは教えてい

ただけますか。 

○安心安全課長 

 これは、県の防災課が所蔵しておりますヘリコ

プターを各自治体のそれぞれ人口割なり何なりの

計数で知立市が負担を毎年しておる金額でござい

ます。 

○杉山委員 

 この防災ヘリコプターというのは、今、知立市

でヘリコプターが着地できるところって昭和グラ

ンドだけですよね。そうすると、そこで１回こう

いった防災ヘリコプターをおりていただくという

ことはあるわけですか。 

○安心安全課長 

 大変いい質問していただきまして、この防災訓

練を毎年９月１日の防災の日にやっておったんで

すが、いろいろと自衛隊とか警察、防災ヘリを管

理するところと御相談しまして、ヘリポートをつ

くって着地が、天気もあるんですけれども、つく

れなくてもヘリポートをつくるぐらいの訓練をし

たいということを申し入れまして、11月30日ぐら

いなら県下でもあいておるんじゃないかという３

団体からいただきましたので、まさしく昭和の団

地で訓練までできればと考えております。 

○杉山委員 

 災害のときにヘリコプターが東日本大震災のと

きにもいろんな意味で援助があったということで、

この間ニュースでもやっていましたけれども、私

も知立市内でどこがヘリコプターおりれるのかな

と思ったときに、昭和グランドだけなんだと思い

ました。それだけの敷地が要るわけですし、ぜひ

そういった今までにないこれだけの計画を持って

防災に対してやっていただくので、11月30日とい

うことでありますので、ぜひまたこれを成功させ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それで、次の002の災害対策事業の中での１点、

五戸水の提供への水質検査手数料というふうに尐

し載っております。36万6,000円、これは今、何

軒ぐらいが提供の御家庭というふうにあるんでし

ょうか。 

○安心安全課長 

 ちょっと今、手元に資料がありませんので、後

ほど戸数はお知らせします。 

○杉山委員 

 五戸水ということで、こういった水道、インフ

ラがだめになったときの御家庭に五戸水というこ

ともあるというふうに思いますので、そういった

点で水質の検査というのは大事な部分であります

ので予算をつけていただきたいというふうに思い

ます。 

○総務部長 

 今の五戸水の件でございますが、平成23年度、
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平成24年度、33カ所やっております。市内では

104カ所ございますけど、２年ごとに１回ずつや

っておりますので、ことしにつきましては35軒を

内容といたしましては予定をしております。 

 以上でございます。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 それでは、平成26年度の当初予算、予算の概要

でございます。160ページなんですけども、当初

予算説明書でいうと247ページ、これは屋内運動

場天五等落下防止事業ということで、体育館のこ

とでございますが、この当該事業を必要とする背

景や経緯を見ると、災害時につり天五の構造が落

下する危険性があるため安全性を強化する必要が

ある。事業目的として学校、教育環境の改善を図

り、円滑な実施率、特に児童への安全性の強化を

図るということで、今回この来迎寺小学校１校と

いう形になって、国のほうも学校施設環境改善交

付金を1,200万円余使って天五を修繕するという

形でございますけども、もう尐し詳しく状況のほ

うを説明していただきたいと思います。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうは、平成25年８月７日付の文科省

からの通知がございまして、公立及び国立学校施

設における天五落下防止対策の一層の推進につい

てということで基づいて実施するものです。 

 こちらのほうの内容ですけども、平成27年度ま

での対策の完了を目指し、高さが６メートルを超

える天五、水平投影面積が200平方メートルを天

五のいずれかに該当する場合、つり天五をもった

施設に対しましては速やかに行うようにという内

容でございました。こちらのほうを受けまして、

今回予算計上をさせていただいております。市内

の小学校、中学校の屋内運動場でこれに該当する

のが今、来迎寺小学校ということでございます。 

○永田委員 

 その高さ６メートルを超える天五と小学校７校、

中学校３校あるわけでございますけども、それに

該当するのはこの学校だけということでよろしい

ですか。 

○教育庶務課長 

 つり天五を持っている屋内運動場は来迎寺小学

校ということで、あと、今回当初予算で同じく計

上させていただいております３中学校の武道場で

すけども、こちらのほうも面積が200平方メート

ル以上、床面積を持っているつり天五があるとい

うことで、同じように対策のほうをさせていただ

く予定でおります。 

○永田委員 

 同じように３中学校の武道場も入っておるわけ

でございますけども、それに該当するというか、

中学校の武道場のほうは高さ６メートルあったか

なというふうにちょっと、なかったような気がす

るんですけども、これで概要一致するのか、その

辺ちょっと確認させてください。 

○教育庶務課長 

 高さが６メートルを超える天五、または水平投

影面積が200平方メートルを超えるということで、

以前は両方該当するものが対象ということで、国

交省とか基準とかはそういう形できてたんですけ

ども、文科省のほうが、この８月７日付の通知で

その中の位置づけといたしまして、ここのいずれ

かに該当するものについては対策を進めてほしい

ということで通知をいただきましたので、それに

対忚させていただくものです。 

○永田委員 

 せんだってというか、平成24年いただいたこの

学校施設整備計画ですね、この中で調査結果の中

で、来迎寺小学校は今回入ってるということなん

ですけども、その調査結果の务化度の評価の５段

階ありますよね。その中で、この来迎寺小学校の

屋内運動場というのはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｄ２、Ｄ

１の中にＢ評価なんですね、比較的健全良好とい

う形でありまして、ほかの小学校を見てみると、

これよりも評価が低いというところがあるんです

ね、天五の部分に関して。その辺、その度合いを

見ても優先的にはほかの学校じゃないかなという

ふうに私は思うんですけども、その辺は、なぜ来

迎寺小学校を。別に来迎寺小学校がいかんという
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わけじゃないですよ。来迎寺小学校が選ばれたの

かということを詳しく教えてください。 

○教育庶務課長 

 整備計画のほうで基準として行っておりますの

が、老朽化という観点から評価をしております。

今回のこのつり天五の対策というのは、東日本大

震災でつり天五を持った施設で天五落下がありま

して、それでけが人の方が大勢出たということで、

その老朽度がどうのこうのというそういう基準で

はなくて、高いところにあるつり天五ですとか、

広い面積を持ったところにあるつり天五が落下す

るかどうかということを基準にして早急に対策を

してほしいという、そういった内容になっていま

すので、ちょっとその基準の考え方が異なってお

りますので、今回は落下の危険性のあるものとい

うことで来迎寺小学校が該当するということで予

算要求をさせていただきました。 

○永田委員 

 実際に見ると来迎寺小学校のほかに、私も一般

質問で天五の体育館というのはやっぱり小学校で

いうと避難所に指定されているわけでございます

ので、つり天五が危ないんじゃないかということ

で、特にライトですね、あの辺はもう直していた

だいたという確認させていただいたと思うんです

けども、その辺は、ほかの小・中学校の屋内運動

場は大丈夫なのか、その辺、確認させてください。 

○教育庶務課長 

 実は、ちょっと今の御質問の前に、今回の来迎

寺小学校のほうなんですけども、国のほうの交付

金の関係も平成27年度までを限定して交付金措置

とかそういうものも手厚くされております。それ

もありまして先行してやるということもございま

す。 

 ほかの体育館ですね、照明器具とかはワイヤー

つりとかは既に済んでいるんですけども、やはり

非構造部材の例えば放送設備ですとか、あと、舞

台の暗幕とかを下げているそういったバトンとか、

そういったものも今回こういった通知を受けまし

て、いま一度調査を行いたいとは考えております。

できれば平成26年度中にそういった調査も考えた

いというふうに考えております。 

 ただ、天五に関しましては、つり天五を持って

おりませんので、該当からは外れてくるのかなと

いうふうに思っております。 

○永田委員 

 今回の予算書の41ページの学校施設環境改善交

付金という形で小学校は1,200万円で中学校は１

億3,800万円ですか、これはそのつり天五のこと

の予算の交付金であるとは思うんですけども、文

科省から通知がきたとはいえ、この交付金という

のはこの学校施設環境改善交付金の使途基準とい

うか、これはこの交付金については、ほかに学校

施設に関しては使える交付金なのか、その辺、一

回確認させてください。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうの学校施設環境改善交付金のメニ

ューといたしましては、いろいろございます。大

規模改造もありますし、トイレの改修もあります

し、空調設備の設置とかそういったものもありま

すけども、今回このつり天五の対策については、

この平成26年度からのメニューということで、さ

らに手厚いところでは、今回がんばる地域交付金

が創設されたので、この当初予算、あとで議案と

してあげられるんですけども、一旦取り下げて追

加補正のほうでお願いする予定なんですけども、

そちらのほうで復興特別会計の計上扱いとさせて

いただくことができまして、起債のほうも100％

充当とかそういったかなり手厚いものがございま

すので、この施策にあわせまして、それが平成27

年度までに実施をして今のところめどとしていっ

てくださいという国の説明もございますので、そ

れでさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

○永田委員 

 それで、先ほども言いましたけども、市内の

小・中学校の体育館は指定避難所という形になる

んですけども、今回、武道場の屋根の落下防止事

業ですね、これも入ってるということで、基本的

には体育館が避難所になるわけですけども、その

辺、実際震災が起きたら臨機忚変な形で武道場も
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避難所にもできると思うんですけども、その辺と

いうのは考慮されているのか、お伺いしたいと思

います。 

○教育庶務課長 

 まず、避難所であることということもですし、

こういった大規模のところで市民の方がけがをし

ないように、それは小・中学生もあわせてという

ことで対忚させていただきたいということでござ

います。 

○永田委員 

 ちょっと話が飛び飛びになっちゃうんですけど

も、先ほど学校施設環境改善交付金というのは幅

広い分野で交付金が使えるようなことを学校施設

の中で言われたんですけども、ちょっと補正予算

でいったほうがいいのかなというふうに思ったん

ですけども、この流れで当初のほうがいいかなと

思ったんですけども、今回、学校グランド整備事

業が予算化されておりません。これは以前、私も

質問させていただいて、残りあと２校、猿渡小学

校と東小学校ですね、このグランド整備がされて

ないということで、先回は元気臨時交付金があっ

て前倒ししてやったということを答弁していただ

いて、残り２校はいつになるんですかということ

で平成26年、平成27年という１年に１校という形

で整備していくというような答弁をいただいたと

思うんですけども、今回これが載ってないと。こ

れは補正で減額して、これは入札差益の減額だと

思うんですけども、今回載っておりません。その

辺ちょっと、なぜ載ってないのか、理由を聞かせ

てください。 

○教育庶務課長 

 グランド整備につきましては、１年１カ所ずつ

ということで順番にやっていきたいというふうに

うちのほうも考えておりました。 

 元気交付金が出てまいりましたので、何とか可

能な限り前倒しをさせていただいてということで、

平成25年度につきましては４カ所させていただく

ことができました。できれば引き続き平成26年、

平成27年度ということでいきたいし、地元の方も

期待されてみえるということではあると思うんで

すが、やっぱりうちのほうの思いはそうなんです

けども、優先順位からいきまして平成26年度にお

きましては、南中学校のほうの整備のほうを進め

させていただき、安心・安全のほうの天五落下の

ほうを優先順位といたしましては先にさせていた

だくという結果になりました。 

○永田委員 

 理由はわかりました。じゃあ、いつ残り小学校

グランド整備やっていくんですか。 

○教育庶務課長 

 何年度ということがなかなか今、お答えするの

は難しいかと思いますけども、私ども担当といた

しましては、引き続き要望のほうをしてまいりた

いというふうに考えております。 

○永田委員 

 なかなか確約が取れないということですよね。

確かに待ってる人、多いんですよ。この間の議会

報告会でも、そういった要望がありました。その

方は猿渡小学校出の方なんですけども、お子さん

がおるんですけども、非常に水はけが悪いと。大

雤が降れば猿渡小学校のグランドというのは山の

上にありますので、勾配があるので、大雤が降る

と流れていっちゃうと。グランドの状況がすごく

悪いんですよ。 

 その意見もこの間は議会報告会で言われてまし

たけども、私も直接言われるんですよね、いろん

な方に。なかなか予算計上されないということで

まだかまだかということを私もよく言われるんで

すけれども、その辺、国の交付金の次第だと思う

んですけども、市単独ではできないわけでござい

まして、予算も市債を発行しながらやってきてい

るわけでございますけども、その辺、財政的に早

くやってほしいんですけども、副市長、この件、

あと２校どういった形でやっていくのか、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○清水副市長 

 市内小・中10校ございます。それぞれこの学校

の保全計画におきましても、それぞれの老朽化の

程度、そういったものの中で優先順位を決めて順

次やっていこうということ。 
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 それから、屋内の運動場、あるいは屋外の校庭

の整備、これにつきましても、やはり順次やって

いく必要があるというふうに思っております。 

 また、それぞれの10校の義務教育施設、やっぱ

り余り学校間のいろんな環境の整備状況もこうい

うものがあるというのは市内の同じ子供たちにと

ってもこれは申しわけないことだというふうに私

は思っておりますので、そういったバランスも大

事だろうというふうに思っております。 

 そんな中で、教育委員会のほうとして、その辺

の先ほど申し上げた校舎を初めとする保全計画、

そういうもろもろの設備の計画を教育委員会のほ

うで立てておりますので、その優先順位に従って、

これどうしてもそれぞれの実施計画、あるいは各

年度の予算編成時での話ということになるわけで

ございますので、その辺は教育委員会とも十分詰

めながら、それぞれの老朽の程度等の優先順位、

あるいは各学校間のことも踏まえながら、今後詰

めていきたいというふうに思っております。 

○永田委員 

 確かにこれから30年以上かかる学校の整備、そ

して、今回当初の予算に載ってますね、公共施設

のあり方の検討事業、これは多分、公共施設保全

計画の中で、これからどんどん定まっていくとは

思うんですけども、長いスパンで何十年とかけた

計画だと思うんですけども、格差ではないですけ

ども、ここまで整備して、あと残り２校ができな

いというのは、やはりこれは公平性にも欠けます

し、その辺をちゃんと考慮して進めるところは進

めていってほしいと思いますので、新たな要望で

ございますけども、いち早く整備できるよう要望

して私の質問を閉じさせていただきます。ありが

とうございました。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○石川委員 

 私は、中学校の保全事業について、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

 これは概要だと165ページで説明書ですと255ペ

ージですね、これは大変大型の予算がついており

ます。中学校の保全事業といたしまして４億

6,303万5,000円ということであります。 

 やる場所が南中学校という説明が書いてあるん

ですが、まず大規模改造工事というものなんです

が、どんな形なのか余りイメージができないので、

説明をお願いします。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうですけども、事業費が４億6,303

万5,000円というふうになっております。 

 まず、この内訳でございますけども、知立南中

学校南棟の工事のほうですけども、こちらのほう

がこちらの事業概要にございますように、南棟の

外部改修を行います。こちらのほうのイメージと

いたしましては、外壁のひびを補修しながら塗装

の塗りかえをいたします。それから、建具のほう

もカバー工法で、カバー工法というのは、今ある

建具の枞の中にもう一つ枞を設けてガラスから全

部はめ込んで新しいものにするという工事をいた

します。 

 それから、内部改修の床壁面改修なんですけど

も、こちらのほうにつきましては、床のほうは塗

装をし直しをいたします。そして、壁面のほうで

すけども、教室の壁面のほうを一部学校からの調

整をしておりまして、要望としてあがっておりま

すのが、木質のほうを尐し使ってほしいという、

落ちついた環境にしてほしいという要望もござい

ますので、こちらのほうも、ひび補修を行いなが

ら塗装のやり直し、腰のあたりは木質のものを使

ってということを考えております。 

 それから、教室と廊下の間の間仕切りが今、鋼

製の間仕切りがあるんですけども、そちらのほう

は取りかえの方向で進んでおります。 

 それから、トイレの改修につきましては、南棟

の生徒用の６カ所と職員用の１カ所を改修をいた

しまして、こちらのほうはこれまで小学校等で行

ってまいりましたイメージですね、洋式化を図り

ながら行っていく予定です。あと、内訳といたし

ましては、仮設校舎のほうの借り上げを考えてお

ります。それから、工事の管理委託料のほうをこ

の中に含めております。 
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 それから、さらに次年度以降の予定される北棟

の設計の委託料もこの中で計上をさせていただい

ております。 

○石川委員 

 一番聞きたいところは、大改修だということな

んですが、柱とかそういうものは全然変えないで

中身、外壁を変えたり、床を変えたりと、そうい

う工事ですね。非常に老朽化しとるというのは、

どこら辺が老朽化しておるという意味なんですか、

ここに書いてあるんですか。 

○教育庶務課長 

 コンクリートの中性化とかそういった調査もこ

の整備計画を策定するときに行いました。その中

性化というのが、コンクリートがアルカリのほう

からだんだん進んでいって、鉄筋を保護する力が

だんだん弱くなってくるというような内容を調査

する内容となっておりまして、その調査の結果、

やっぱり南中学校はかなり中性化が進んでいると

いう状況にもございますし、外から見てもひびと

かそういったものも多くございますし、雤漏りの

ほうも生じた跡がかなりあるということで、優先

順位としてこちらのほうを先にということで進め

ております。 

○石川委員 

 その大改造をすると、これはずっとそれを長引

かせようと、もたせようというですが、どれぐら

いもたせることができるんですか。そういうふう

にここに書いてありますが、延命を図るというよ

うなことになってますが、果たしてどれぐらいの

延命が可能なんですか。 

○教育庶務課長 

 整備計画のほうの基本的な考え方で、たしか80

年もたせよというようなことがあったかと思いま

す。考え方としては、80年のうち真ん中の40年で

大規模改造を行いまして、あと、しかしながら、

防水工事とか外壁がそれやったらずっとあと40年

もつかというとそうではございませんので、大規

模改造はそこで行うんですけれども、あとは補修

的なことを年数ごとに行いながら延命をさせると

いうことで考えております。 

○石川委員 

 確かに延命すればいいんですが、そこら辺のと

ころが、どれぐらい延命できるのかというのがね、

延命できますよ、これ使えば大丈夫ですよと言う

んですが、コンクリート自体が大体40年から50年

でかなりひびが入っちゃうと言われてますがね、

今、木造の建物がいいか、コンクリの建物がいい

かというと、さて、どちらがいいかななんていう

と木造のほうが長くもつんですよということにな

ってるんです。奈良と京都の木造のお寺なんかを

見ていただくと、何百年ともってるんですよね。 

 これは別の話として、その大規模改修で終わっ

て延命ができますよというのが、これで果たして

いいのかなと。確かにもとの鉄筋はそれに追加し

ていろいろやられると思いますが、それが大体ほ

んとにもつのでしょうかということですね。通常

に建てたやつの40年、50年というのがね。そうす

ると大規模改修やりましたよと多額のお金をかけ

ても、果たしてその成果があるのかどうかという

ちょっと心配があるんですよね。そこら辺は、確

かに大丈夫なんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 80年を目指して行っていくということでござい

ますので、今回だけの大規模改造でもつものでは

なくて、やっぱり手を入れていく必要はあると思

います。 

 コンクリート建物の50年という考え方が、まず

減価償却のほうの考え方で50年という考え方がご

ざいました。その後、国全体で建物の改修とかそ

ういったことが問題になってくる中で、建築学会

とかそういうところのいろいろ意見とかそういう

ものもありまして、十分なちゃんとした手当をす

れば80年もつのではないかという説が出てまいり

まして、それに基づいて計画のほうを立てていこ

うというのが今回の基本的な考え方となっており

ます。 

○石川委員 

 その80年というのは新しく建てたら80年じゃな

いんですか。今だと直して、まだ80年もつという

ことなんですか。通常そういう形で、今、新しく
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建てれば80年はもちますよというお話なのか、今

の大改造をやったら80年もちますよというお話な

のか、そこら辺はどんなふうですか。設計士とか

そういう関係者の人の話を聞いておられると思う

んですけど、80年というのが新築ならその工法で

やれば80年。ところが、大規模改造というと、ま

た意味が大分違うかなと思うんですが、それが80

年という意味ではないかと思うんですが、どうで

すか。 

○教育庶務課長 

 今回の外壁塗装なんですけども、そちらのほう

も防水性をもたせる形で尐し機能を上げてさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 そういった手当をすることによりまして延命を

させていただきたいというふうに考えております。 

○石川委員 

 延命も確かに大事なんですが、延命、延命でや

っておって、果たしていいのかなということがあ

ります。 

 もし建てかえちゃうと、どれぐらいお金かかる

んですか、今の南棟を。そういうことを聞いたこ

とあります。 

○教育庶務課長 

 申しわけないんですけど、今ちょっと建てかえ

たらという資料は手元にございませんので。 

○石川委員 

 しかし、そういう情報は取るべきですよ、設計

士に聞いてみればいい。建てかえるとどれぐらい

かかるのというて。それぐらいの情報は集めてお

かないと、じゃあ、この大改修でいいですよと誰

が判断するんですか。設計士がいいよといったか

らそれでいいのですか。80年もちますよと言われ

て、そうなんですか、それでいきますわというの

か、南棟を建てかえるとなれば相当なお金かと思

いますけども、果たしてそれは幾らなのかと。新

しく建てかえちゃったほうがもつんではないかと

いう考え方はないですか。 

○教育庶務課長 

 整備計画を行う中で、改築をしたらどうなるの

かということも検討のほうはさせていただいてる

んですけども、基本的な考え方といたしまして、

やはりその建てかえた場合、建てかえの時期が集

中するということがございますし、莫大な予算も

要るということで長期に建物を使用して、その建

築学会とかそういうところでも延命のそういうふ

うにしていけばもっていくという、そういった話

も出てまいりましたので、長期に使用するという

考え方で行わさせていただくということで計画の

ほうは立てさせていただきました。 

○石川委員 

 建築学会は延命すればもつとは言うでしょうけ

ど、ほんとにどうなのという疑問があるじゃない

ですか。建てかえたら幾らかかるのというぐらい

の情報は持っとってほしいと思いますね。 

 建てかえるとこんなにかかっちゃうんで、延命

でそれの恐らく建てかえのときと同じだけの寿命

があるなんて、ちょっと一般的にも考えにくいで

すね。メーンとなる鉄骨等は四十何年ですか、南

中学校。それに補強やらいろいろされてやるんだ

ろうと思うんですけど、それは大丈夫ですか。鉄

骨のほうの補強もし、そして、それをコンクリな

どで固めるのか、そういうようなところはどんな

ふうになってますか。 

○教育庶務課長 

 これはコンクリートの建物ですので、コンクリ

ートがしっかりしていてくれて、鉄筋と一緒に一

体となって耐えるという形になります。 

 まずは今、コンクリートのほうが务化をしてく

ることによって鉄筋にも影響をしてしまうという

のが一番の建物の寿命にかかわるところですので、

今回の大規模におきましては、外部のコンクリー

トですね、そちらのほうを保護をするという考え

方でおります。 

○石川委員 

 そういうお話はそうなんですけども、鉄筋コン

クリートというのは、私もほんとの専門家じゃな

いからあれなんですが、中の鉄筋が悪くなってい

くんですよ。なぜかというと、ちょっとひびが入

ったりすると、そこから雤が入る。コンクリはい

いんですが、鉄骨が大体いかれてくるんですよ。
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それに対して外壁をやるだけということになると、

それは私は余りもたないんじゃないかなという気

がするんですよ。そういうものを確認をちゃんと

してもらわないと、別に大改造したらいかんとは

私は言ってませんけど、そういうことも確認して

ないと、80年もつそういうものなんですよと言わ

れておっても、それは今から80年もつなんていう

話はとても考えられないですよ、一般的に思って

もね。 

 だから、そこら辺の確認ですわ。そういうこと

で大規模改造でやればとは非常に言葉的にはいい

ですよ。多分そっちのほうが安いだろうなと思う

から、皆さんは大改造するならいいですよと言う

んですが、果たしてほんとに建物として、それが

そうやってもてるのかということなんですよ。別

に責めてるわけじゃないんですが、そういうこと

の確認は確実にとっておかないと、ほんとにこれ

でやってもらったら何年もちますって。80年もち

ますってほんとに言うんですかと。80年もつとい

うふうにちゃんと証言でも立てますかというぐら

いの厳しさをもっておかないと、それは工事の発

注はそういうあれでやっておってはだめだと思う

んですよ。 

 だから、南中学校は今、建ててからどれぐらい

ですか、50年弱だと思いますが、そういうひびが

入ってくるとかいうことになれば、今のやつだっ

たら80年もちますよと。それはもつものもありま

すけど、基本的なものは危ないんですよ。私はそ

こら辺を非常に心配をするんですけど、教育部長

はどう思います。 

○教育部長 

 石川委員のおっしゃるのも非常によくわかりま

すが、今回、学校施設整備計画は昨年お出ししま

して、各議員のほうへ御説明申し上げた中で、ち

ょっと僕も余り記憶がないんですが、そのときの

説明の中には、新築していくとかかるというのを

別の席で聞いたかなというようなイメージがある

んですが、随分新築していきますと多額になるこ

とは間違いないかと思います。 

 今、教育庶務課長のほうが80年と申し上げまし

たが、今回やったものがそのまま80年はもつとい

うことではなく、今後も引き続き整備計画に基づ

いて多尐手入れをしなきゃいかんのも当然出てく

るかと思います。そういった意味で、今後、各

小・中学校において80年という目標、めどを持っ

て順番に手を加えていくというような計画になっ

ておりますので、そのあたりは御理解をいただき

たいというふうに思います。 

○石川委員 

 それでいいのかなと思うんですよ。古いものを

ちまちまとお金を使うのか、どんと使うのかとい

う違いですわ。どちらがいいかなと。 

 これからまた設計についてお聞きしたいと思い

ますが、今のままの形で外壁を変えるということ

は、40年前のデザインなんですよ。私がよく言い

ますが、夢と希望があるようにと。学校だって校

舎でも夢と希望があるような校舎をつくってもら

わなあかんと思いますわ、これからは。そういう

ことを私は言いたいんですよ。 

 だから、それをちまちま修繕しなければほんと

に回っていかないのかどうかということですけど、

だから今、お聞きしたのは新築するとどれぐらい

かかるのというたって、わからないという状況で

は、担当としてはいかんのじゃないですか。新築

するとこんなにかかっちゃうって、古いほうから

やってますから、ずっともつかなと。ずっとそこ

でやっていたときに、また南中学校に戻ってきて

やらないかんよと、そういう状況があるんではな

いかなというのをちょっと心配しているわけです。

大改修されるのはいいですよ、トイレとかいろん

なものを変えなきゃいけませんけど、建物自体は

デザイン自体は40年前のデザインですから、その

ままでできておりますね。夢も希望もないじゃな

いですか。小さい子供が通う青尐年というのは、

校舎自身にも夢があるような環境でないといかん

のではないかと私は思ってます。 

 だから、大改修されるのはいいですよ。南中学

校はこれでいく、ほかはといっても、みんな大改

修でやっていって果たしていいのかなと思います

よ。それでほんとそれだけもつかどうかという心
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配があるんですがね、それはそれといたしまして、

設計等委託料というので2,500万円かかってるん

ですが、これはどんな形で管理料とかいろんなも

の入ってるんですか。 

○教育庶務課長 

 設計のほうですけども、北校舎のほうの設計委

託料と、あと、南棟の管理委託料が入っておりま

す。 

○田中健委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後５時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時06分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○石川委員 

 私は、これから学校関係どんどん整備をしてい

かないかんところで、そういう考え方をしっかり

しないと、これから幾つかあるわけですから、と

いうことで、ちょっと心配をしておるところなん

ですよ。 

 それで、設計なんですが、設計委託料となって

ますけど、設計といって大改修だから、そんなデ

ザイン的なものは何もそうないわけで、あと、木

を使うとかそういうことはあると思いますが、そ

ういうデザイン的なものはなしに設計をされるわ

けなんですけど、こういうときの設計というのは

委託料というのは設計をどうするんですか。どこ

かへ頼むということですか。 

○教育庶務課長 

 設計のほうは概算工事費をもとにしまして、そ

の作業員の人工代で積み上げいくんですけども、

その基準というのは愛知県のほうが持っておりま

すので、それを参考にいたしまして建設部のほう

にお願いして算出していただいております。 

○石川委員 

 そういう意味じゃなくて、設計される方に１社

だけに頼んじゃって、どういうふうにしてやって

おられます。 

○教育庶務課長 

 南棟の場合は12月補正でお願いをいたしまして、

設計のほうを今、行っております。設計委託のほ

うは外部と内部とトイレということで３本で今、

設計のほうを行っていただいております。３社に

よって行っていただいております。 

 北棟のほうについては、ちょっとまだ今、未定

です。 

○石川委員 

 それで、トイレならトイレを１社にお願いして

いるというの、全然競争ということはなしで。そ

のことを言ってるんですわ。 

○教育庶務課長 

 指名競争入札のほうで実施しております。 

○石川委員 

 いろいろトイレでもデザインはあるかなと思い

ますけど、基本的なものは制約があるかなと思い

ますけども、競争でやられるということですね。

それの設計に基づいての入札をやるわけでしょう、

実際の工事については。それが選ばれた設計をも

とにして、当然工事の入札をやるわけですね。そ

ういう方法でいいですね。わかりました。 

 そういうことで、新築なんかになると完全なデ

ザインの競争をやらせると、これはいいものがで

きますよ。これは私の母校なんていってはいけま

せんけど、西宮市の小学校なんですが、すばらし

い校舎つくってありますよ。私らが会派で視察に

行こうと思ったら、今忙しいからって言われ断ら

れちゃったんだけど、廊下も広いし、こんなのは

学校かなという思いですよ。またもし機会があれ

ば関係の方と見に行っていると思いますので、兵

庫県西宮市立浜脇小学校です。もう何年かたって

ますよ。それはデザインをしたのは東京の有名な

人だそうです。デザイン料払ってると思いますけ

どね。これはびっくりしますわ。こんな学校があ

るのかというぐらい。これは余談なので余りしゃ

べってちゃいけませんけど、私は同級会で見学を

させてもらったんです。それは余談ですけど、そ

れぐらい夢と希望を持ったほうがいいかなと思い

ます。 

 それから、仮設については説明のときに、これ
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からどんどん使うかもわからんので、購入しちゃ

おうかと言ってたけど借り上げになってますね。

ここら辺の事情はどうですか。 

○教育庶務課長 

 今回は借り上げということで、今のところ南棟

と北棟を借り上げる形、２カ年ですね、２カ年と

解体も含まれてきますので２カ年数カ月という形

にしたいというふうに考えております。 

 ほかの学校でも使っていくので、もっと長期に

できないかとかそういう検討もしたんですけども、

まだちょっと先の計画も今、保全計画、別に策定

しておりますし、敷地が変わるとまた新築扱いと

いうことになるそうですので、南中学校だけとい

うことでなる模様でございます。 

○石川委員 

 仮設の校舎は建物になるわけですね。仮設だか

ら仮設なのかなと思ったんですが。それじゃあ、

購入すると相当高いのでやめようということです

か。借り上げということですね。 

 企画部長にお聞きしたいんですが、これから学

校の建設とか今、老朽化というのは全国的に非常

に話題になっているわけですから、国のほうから

元気の出る補助金じゃないけど、そんなものない

ですか、建てかえるとなると。そういうものは御

存じないですか。 

○企画部長 

 国のほうからは保全計画自体も補助金が出るよ

うなことも聞きました。 

 それと、校舎の取り壊しですね、それも起債が

つくとか、また新たな補助メニューがあるという

ように聞いてますので、これから期待しておる部

分はあるということでございます。 

○石川委員 

 多分これは全国的な話ですから、どこでも単独

でみんな建てかえなさいとか、そんなことはとて

もできる仕事じゃないんですよ。国の政策として

恐らくそういう補助金がないと、小さなまちでは、

とてもじゃないですが建てかえないということは

難しいわけです。 

 そこら辺で、市長、どうですかね。これからど

んどんあるので、お金ばかり要るなと思ってみえ

るんだけど、余りちまちまとせずに思い切ってい

けるところはそういう補助金等もらいながら、し

っかり建てかえたほうがいいんではないかなと思

う部分もありますので、市長、どのように思われ

ますか。 

○林市長 

 石川委員のおっしゃることもわかるわけであり

ます。せんだって、国道を管理されている職員の

方とお話をさせていただく機会がありました。今、

国のほうも道路、橋、トンネルを保全をしていく

ということで、今、大変だという話をされている

中で、調査をして、悪いところを長くもたせるた

めに改善、改修していくという、そういうような

やり方は、まさしく私どもの今、学校整備計画や

らさせていただいておる形と同じように進めてい

くんだなということを感じさせていただきました。 

 しかしながら、石川委員が、いろいろ夢を子供

たちに持ってもらうということを大事なことだと

思っておりますので、できる範囲のことで考えて

いきたいと思っております。 

○石川委員 

 これからまだいろいろあると思いますので、お

金がないのでできるだけ尐なくということなんで

すが、そうするとそのままの形が残っちゃうんで

すよ。中に木を使っていこうとか、内装を変えれ

ば相当変わり方ができると思いますけど、そこら

辺をしっかりと見詰めながらやっていっていただ

きたいと思います。最初の大きな改修工事ですの

で、注目しながら見ていないと次のところが果た

してそれでうまくいくのかどうかというようなこ

とにもなっていく、つながっていくと思いますの

で、ぜひ英知を使いながらお願いしたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○村上委員 

 時間も押しておりますので、端的に二、三点お

聞きさせていただきたいなというふうに思います。 
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 まず１点目なんですが、予算説明書のほうの93

ページ、概要の35ページなんですが、この中で町

内事務に対する職員というのか、事務員の採用と

いうのか雇用というのか、事務員を雇いますよと

いうことで今回出ておるんですが、区長のほうも

なかなか区長業務というのが大変、もう一つは、

回覧業務というのかね、回覧物が非常に多いとい

うことで恐らくお聞きされておるかと思います。 

 今回、予算の中で216万円というのが出ておる

んですが、これを上限が12万円ということで、今、

申請とかこういう話の中で、うち受けていきたい

よという町内がどのぐらいあるのか、お示しいた

だきたいと思います。 

○協働推進課長 

 今年度、各町内に聞き取りをした結果ですが、

現在14町内会で事務員を雇ってみえるということ

です。こういった制度ができたんであれば、また

考えていきたいという町内会も３団体ほど聞いて

おりますということで、今回、18団体分を予算を

あげさせていただいております。 

○村上委員 

 ということで、今、14と新たに３団体というこ

とで17団体ということになるんですが、これは割

り返してみえると18団体になるのかなというふう

に思います。 

 それで上限が12万円と。それで各町内６万円を

出して年間18万円だよという話になると思うんで

すね。これ、月額１万5,000円ということで、こ

ういう発信をするわけなんですが、各町内で例え

ばＯＢの方を選ぶのか、女性の方を選ぶのか、留

守番を選ぶのか、電話番を選ぶのか、回覧の配付

を選ぶのか、コピーのいろいろ業務があると思う

んですね。こういった中で、業務の内容という部

分について、これはかたい話しちゃうといかんも

んですから軽く流していただいて、業務内容とい

うことで、こういった方たちの声をするという部

分について業務文書という部分については町内会

の各区長のほうに示していくのか、示されないの

か、余り難しいことをさせるだけのものがね、恐

らく完全雇用じゃないものですからできないと思

うんですが、その辺のところは現状どうなってお

るかのかと。 

○協働推進課長 

 今、事務員についていただく仕事については、

余り細かく規定をつくろうというふうには思って

おりません。町内会を運営するに当たり必要な事

務を取り扱うということで、区長の事務の補助で

あるですとか、公民館を持ってみえれば公民館を

管理する人、そういった町内公民館に関する事務

を行う方を雇ってみえれば対象にしていきたいと

いうふうに思っております。 

○村上委員 

 今、お話聞いておると、余り具体的な内容とい

うことを区長のほうに示してないのかなという感

じを受けるんですね。区長のほうも、それぞれの

町内会の役員会の中で、こういうのが今度出ます

よという御報告を多分いただいて、協議委員会な

のか、理事会なのかわかりませんが、既に多額の

町内会費の中で事務員を雇ってるというところに

ついてはいいんですが、初めてのところについて

恐らく役員をつくるだけの財源という部分がなか

なか捻出できないねと、この６万円でもね。これ

も当然総会にかけて、総会の中で承認をいただい

てこの６万円をつくって18万円をつくらないかん

ということになると思うんですね。 

 自分ところのまちのことを言って大変申しわけ

ないんですが、西町の場合は年間の予算というの

はかなり大きいものがあります。そうはいうもの

の、祭礼を抱えておるんですね。祭礼を抱えて、

本祭りのときには何百万円と、あい祭りのときは

100万円程度というふうにいって次年でやってい

く中で、またこういうのも出していかないかん。

これも必要なものですから、これすごくありがた

いことなんですが、やはりそういう例えば12万円

プラス６万円、大体最低の賃金を換算すると800

円ぐらいを例えば見たときに、週の中で４時間か

ら５時間ぐらいになるのかなと、ざっとですがね。

その中で、どれだけの業務をやっていただくかと

いうのは、なぜかというと、これもらうと雇用さ

せていただくよねと。その人に何をやるか。区長
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の申請書書いていって市役所に持って行ってもら

うと、こんなことはとてもじゃないけどできない

から、できる範囲の部分でここの12万円プラス６

万円でどのぐらいのことができるのかということ

を区長会の中で、ある程度行政として、例えば手

助けとしてこのぐらいのことがいいんじゃないで

すかという提案を、答えはいいです。こういう提

案も区長会の中でしていただいて、より町内会運

営を円滑に進めてもらえるようなところの手助け

をしていただきたいなということで、このことに

ついてはさっと流させていただきます。考えてい

ただきたいなということです。 

 次に移らさせていただきますが、本会議のとこ

ろで、うちの会派の稲垣議員のほうが触れさせて

いただきました、このことについては、説明書の

233ページになるのか、004のところになって、こ

ちらのほうでいくと52ページになるかと思います。

これについて質疑の中で触れさせていただいた自

主防災活動の活性化の事業についてということで

触れさせていただきまして、防災リーダーの養成

講座を開催していきますよということで、やはり

いざ災害になったときに地域、地元に対して防災

に関するリーダーという方たちが必要になると。

この取り組みについては大変有意義なものだかな

というふうに思います。その災害の中で地域で最

小限に食いとめるということにつきましては、被

災があったときに、いかに短時間の中でそれに対

して対処するかと、こういったリーダーの養成講

座かなというふうに思うんですが、この辺のとこ

ろで今現在、防災リーダーというふうに認定でき

るような方が知立市内でどのぐらいおみえになる

のか、お示しできればありがたいなと。 

○安心安全課長 

 人数まで把握しておりません。お答えしたよう

に、今後、私どもの自主防災会の中で育てていき

たいということで、今そういう防災士を取られた

りとかそういうこととは別で育ててまいりたいと

いう考え方でおります。 

○村上委員 

 今、行政側のほうから防災リーダーを育ててい

きたいと。防災に対して全市的にこういったリー

ダーを配置していきたいねというお考えが示され

たと思います。 

 こういった中で、市全体のバランスという部分

については、どういう観点で考えられておるのか、

それから、もう一つは、バランスをうまくとって

各配置という部分についてはどのぐらいの人数を

考えられていくのかということで、なかなか答え

がなくて、ただ講習会をやるよということじゃな

くて、やっぱりそこには目標を持ってどのぐらい

の防災リーダーを育て、そして、安心・安全な知

立市の防災に対するリーダー的な役割の人をつく

っていくのかということについて、ちょっと希望

的な観測でもいいんです。今のお顔を見ると、今

現在何もできてないのかなというふうに感ずるも

のですから、ちょっとお答え願いたいと思います。 

○安心安全課長 

 まず踏まえておきたいのは、自助、共助、公助

とありまして、共助というのはみずからが発案を

という御説明もこの前の質問の中でお答えをさせ

ていただいたと思うんですが、31団体ございまし

て、今年度やっと自主防災会連絡協議会ができま

したので、横軸というか、なるべく皆さん31団体

温度差がかなりございますので、その中でレベル

を上げていくという、まず基本的なことを行って

いきたいと思ってます。例えば平成26年度で何人

とか、その辺を数値目標で言えって言われて、は

っとなったということなんで、自主的にそういう

ことを持ち寄りのものを例えばＮＰＯとかいろん

な講演会にお招きして、その中で自発的にしてい

ただけることが長続き、一番大事なことは長続き

することなので、そういうことを考えています。

できれば31団体あれば31人が毎年、順番順番にや

っていっていただいて、その中で総務部長が申し

ましたように５年、６年やっていただける方が出

てきてくれればというのは希望的観測で今のとこ

ろ持っております。 

 以上です。 

○村上委員 

 ありがとうございますというのか、そんなとこ
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ろという感じなのかわかりませんが、先ほど自分

たちの身は自分で守るというのは、これは言わず

もがなですね、当たり前のことであって、どう守

るんだというところがその防災リーダーの役割な

のかなというふうに思っております。 

 そのときに、例えばこれも私ごとで申しわけな

いんですが、町内会の中で消防の経験者、ＯＢを

入れたり、そういったときにどういうふうにする

のかというのは当然入れております。 

 ただ、そうはいうものの、消防だけではいけな

いし、人的にどうなのと、人とのつながりはどう

なの、こういったときにはどういうふうに対忚す

るのというところを事前の中では教えてもらって、

それを自分の物にするというね、それでそれが町

内の宝になっていくのかなというふうに思うもの

ですから、その知恵と教育という部分については

事前にこれはできるのかなと。いざとなったとき

は自分の身は自分で守るのが当たり前のことであ

って、自分の身が守れれば、その隣近所の人も向

こう三軒両隣という話になるのは、これは当たり

前のことであって、その辺のところを、きょうは

要望とさせていただきます。 

 次に、もう一点だけ聞かせてください。 

 次には、これもまた全市的なことじゃなくて申

しわけないんですが、概要の182ページ、左から

順番に右のほうへ飛んでいきますけど、全国山・

鉾・屋台保存連合会の総会がございます。今この

総会に向けて担当部署として今どういった、ここ

に書いてあります、おもてなしと書いてあるんで

すが、このおもてなしに対して今どういった対忚

をしていくのか、どういった対忚をしようとして

おるのか、この辺のところをお示し願えれば。 

○文化課長 

 ことしの５月２日、３日、知立まつりの神楽と

本楽のときですが、このときの２日に総会を催し

まして、総会、研修会、交流会というふうに予定

をしております。昨年12月に会員の30団体に予備

調査をかけたところ350人以上の方がいらっしゃ

るということで、予想が300人も来ないだろうと

いうことを予想して進めてましたので、尐しうれ

しい悲鳴ということでございますが、今申し上げ

ました総会、交流会、研修会とおもてなしという

ことが出ましたけど、そういったことで全国から

知立まつりを見に来ていただく、総会に参加する

のが目的でございますが、そのついでに知立まつ

りを堪能していただくということで、今、ほぼ週

１回のペースで役員会のほうは実施をして準備を

進めておるところでございます。 

 以上です。 

○村上委員 

 今、受け入れ態勢の話ございました。受け入れ

態勢の中で、今、役員会を進めておるということ

で、役員会の中で恐らく分科会や何かをつくりな

がらその役員会をやっておられるなというふうに

思うんですが、分科会としては幾つぐらいあるん

ですか。 

○文化課長 

 分科会というか部会が３つございまして、総務

部会というのと式典交流部会というのとＰＲ宣伝

部会、この３つがありまして、役員会と申します

のは、この３つの部会長と正副会長、各知立まつ

り関係の亓カ町の総代長以上で組織した役員会を

今、骨子をつくるためにやっておるということで

ございます。 

○村上委員 

 今、３分科会というので動いておられると思う

んですが、その３分科会の中での当日のタイムス

ケジュール、どういうふうにおもてなしでお迎え

する体制をつくっていくのかということを恐らく

やっておると思うんですね。 

 今、毎週やっておるという話の中で、何月から

かちょっと忘れて、12月からでしたかね、やって

おられるということで、毎週毎週、会合をやって

おるんですが、その資料を見させていただいて、

分科会のメンバーが回数はこなして会合をやって

おられると。だけど、こうやって資料を見ると何

のイメージも浮かばない最初のままの資料でずっ

ときておられるようなことを言って、村上これな、

という話を尐し聞いたんですね。その進め方とい

うのは、当然この分科会で各市から集まってくれ
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た皆さんの中で提案をしていくのも、これは当た

り前だと思うんですが、同じ資料でイメージが湧

かないもので最初からタイムスケジュールも目を

つぶっても、駅でおりてどういうふうに向かって

というのが全然浮かばないと。 

 だから、そういう議論をしていただいて、当日

大丈夫かなというところがあるもんですから、こ

の辺のところの進行の仕方、進め方という部分に

ついて、やはりもう尐し、皆さんがほんとは組ん

で自分らでつくるべきものなんですが、なかなか

そこまでいけないということで職員の手を借りな

がらこういったおもてなし事業については進めて

いっていただいて、そういった出てきた方、我々

も議会の中ではっぴ着てお迎えさせていただくと

いうことはあるんですが、どういうふうにはっぴ

来てお迎えするどこの位置に立つのかというのも

余りイメージできないものですから、そういう部

分についてはひとつ議論をしていっていただいて、

もう尐し深めていただいて、目をつぶれば２日が

こんなイメージになるよというのが浮かぶような

資料というのか、タイムスケジュールというのか、

レイアウトというのか、そういうのものを早くつ

くっていっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 このことが成功すれば、きょうも尐し副市長と

もお話しして、課長とも話したんだが、ユネスコ

に文化財ということで登録されるということも今、

ちらほら聞かれておるものですから、そういった

ところに登録されるということは、知立市だけじ

ゃないですね、全国山・鉾・屋台保存連合会、こ

ういった日本の文化そのものが世界に発信される

と。その前段として知立市という舞台があるとい

うことであれば、知立市もその舞台の一つに乗っ

かっていけれるねと。それがあれば世界から人が

この知立市にもやってくるだろうし、全国から知

立市にもやってくるだろう。そうすると、またお

金もかかりますけど、お金も入ると思うんですね。

そうしたら祭りの資料館とかいうのもつくってい

ける一つのきっかけづくりにもなると思いますの

で、そういった部分では、この総会を大事なもの

にしていただきたいなということで、最後に市長、

その思いという部分はかなりそこら中の会話の中

でお話しておるものですから、その辺のところを

答えていただいて、私の質問とさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

○林市長 

 きょうの新聞に、先ほどの石川委員の話じゃな

いですけど、夢とか希望がある意味出てきたなと

いうことであります。 

 今、村上委員おっしゃられるように、まだまだ

目をつぶっても浮かんでこない部分がございます。

委員会の方々、一生懸命頑張ってくださっておら

れます。ほんとにそうした頑張りもしっかりわか

るわけであります。一方で、我々職員も微力なが

らお手伝いをさせていただいておるわけでありま

すけども、もう間もなく５月というと、議会終わ

るともうあと１カ月ということで、今の段階でま

だちょっと目をつぶっても出てこないんですけれ

ども、しっかりとおもてなしができる、そして、

まだまだ市内の皆様方にも全国大会やるのという

ことを全然知られない方もいらっしゃいます。そ

うした方にもしっかりとＰＲさせていただく、そ

して、７万人知立市民一人一人が知立市にはこん

な祭りがあるんだよということをそれぞれのお立

場でＰＲしていただけるような、そんな雰囲気づ

くりというのもつくっていかなければいけないと

思っております。ありがとうございます。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 私、最初に聞きたかったのは、きょうの新聞で

すね、山車祭り無形遺産提案ということで文化庁

が13日、ユネスコ無形文化財の候補として山車、

屋台など全国18府県32件の祭りを一括提案すると

発表した。2015年の政府間委員会で登録を目指す。

近く政府として正式決定し、３月末までにユネス

コに申請する。これはすばらしいというか、画期

的な記事だというぐあいに思うんですね。それで、

理事者側にも人形師の方がお二人おみえになるん
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ですか。私は、これは極めて大きなニュースだと

いうふうに思います。 

 教育長、このきょうのニュースごらんになって、

知立市の歴史的文化がこういう形で光が当たった

ということについてどういう御感想なのか、ます

ます頑張っていただきたいと思うんですが、見解

を聞かせてください。 

○川合教育長 

 今回の新聞発表については、ちょっと前から、

きょうのタイミングで出そうだという情報も入っ

ていまして、きょうの新聞を楽しみに見ておりま

した。 

 知立市のお祭りも仲間に加えていただいた全国

山・鉾・屋台保存連合会の一員として、これはほ

んとに世界文化遺産ということになっていけば知

立市の誇りであるし、まだまだ亓カ町のお祭りと

いうような雰囲気もまだあるんですけども、これ

はやっぱり知立市民みんなの誇りとなるお祭りと

いう意識も高まっていく、また、全国からも、ひ

ょっとしたら海外からも注目される、そういった

知立市になるのかなということで、今後ますます

大事にしていきたいなということを今、思ってい

ます。 

○高橋委員 

 きょうは中日新聞は一面と県内版ですよね、県

内版は加藤敞三さんの談話が出てますよ。担い手

の励みや若い人に伝統文化の魅力を伝えるきっか

けになると。登録されれば若者の関心も高まるの

ではと（78歳）と、こうなっているんですよね。

これは、市長が時々いろんなものを週刉新潮とか

いろいろやって、それで何とか気を引きつけよう

としているけど、それとはちょっと次元の違う、

まさにほんまもん。えせの宣伝じゃなくて、週刉

新潮の宣伝じゃなくて、まさにほんまもんだと思

うんですね。 

 だから、これをぜひ教育長ね、敞三さんの談話

があるように、これから若い人たちの伝統文化を

しっかり背負って立つ大きな基盤になると思うの

で、ぜひ頑張っていただきたい。この点では、市

長、ほんまもんの今ユネスコの話ですから、週刉

新潮なんかやめてくださいよ。これでやってほし

いと思うんですが、決意を求めたい。 

○林市長 

 今、エールを送っていただきました。ありがと

うございます。 

 私だけではなかなかＰＲ不足であります。やは

り先ほど申し上げました７万人知立市民が、お一

人お一人が知立市の祭り、いいところをＰＲをし

ていただく、そんな環境づくりに努めてまいりた

いと思っております。 

○高橋委員 

 それで、ちょっと端っこから入りますけども、

こういうすばらしい知立市には歴史と文化がある

と。さらに古墳時代の話ももう一遍聞かせてもら

いたいんですよ。荒新切遺跡、ここまでさかのぼ

ると皆さんの関心と興味が落ちるんですか。これ

は歴史をさかのぼった先人の立派な遺跡。 

 私は、今回調査費がつかなかったということに

ついて、怒りの声を本会議で上げさせてもらいま

した。私が申し上げたいのは、これは新規事業だ

という、だから新規に採択するかどうかというぐ

らいに今、議論なんですが、これは新規事業じゃ

ありません。既に用地は先人が売却、買ったと。

3,000平方メートル余のものを既に買収して公費

が入る。しかもその後の議会の論議を通じて、教

育長、検討委員会をつくろうじゃないかと、調査

委員会つくろうじゃないかということで、平成25

年から調査委員会をつくり、造詣の深い方々にも

入ってもらって、そこでいわば諮問委員会ですよ、

きょうの話、諮問委員会をつくったと。そして、

そこの中で、いつごろこういう方向で議論をして

進めていきたいということも表明されている。既

に事業は、くいこそは入ってませんけども、事業

としてはスタートして皆さんの知恵と英知を集め

て、それを受け取って市側がさらに具体化すると

ころまできとるんですよね。そこでストップして

いると。 

 これはね、私、事業がゼロではないと思うです

よ。くわは入ってませんけども、既に事業は今言

ったような形でスタートして、皆さんの英知を伺
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って、にもかかわらず予算化されてない。この実

態について、私は、大変行政に対忚としていかが

なものかと思うんですが、これは結局、家庭菜園

にするというあの提案ですね、あれが結局皆さん

の脳裏の中にまだ生きているんじゃないかと。い

ろいろおっしゃるけども、調査費をつけないとい

うことは、市民農園にするということをまだ心の

中で支持されている。だから進んでいるにもかか

わらず、ここで中断する、こういうことではない

かと。私、市長部局の方々に言わざるを得ないん

ですが、どうなんですか。予算要求幾らされたん

ですか、調査費は。 

○文化課長 

 実施計画で要望した額でございますが、基本計

画作成ということで約600万円を計上させていた

だきました。 

○高橋委員 

 600万円は要りません。ものすごい金額ですよ、

600万円というのは、基本設計でですよ。そうす

ると実施設計は、もっと高額になりますね。そう

すると、その事業費はもっとふえてくる。一体ど

の程度豪華なものをつくられようとしているのか。

きょう、600万円、議事録にその種のものが出て

ますよ。こんなに基本設計をつくるのに予算は要

らないと。２桁というわけにはまいらんかもしれ

ませんが、100万円程度あれば漫画をかいて、絵

をかいて、ここで議事録あるんですが、皆さんが

おっしゃってることを集約して漫画を提出して、

とりあえずできたのはこうですよ、Ａ案、Ｂ案、

Ｃ案あるけども、これをさらに深めていきましょ

うと。あれこれ議論しながら再提案をしていくと

いうようなことならば100万円程度。ちょっと100

万円でいいかどうかは別ですが、600万円も700万

円も要りませんよ、基本設計に。そう思いません

か、教育部長。担当でもいいですが。 

○文化課長 

 高橋委員おっしゃるとおりで、当初600万円と

いうものを見積もり取ったわけですが、この際は、

いわゆるまさに文化財を保存、発展させようとい

うようなそういうパーツといいましょうか、立派

な呼び物的なものを業者が提案をしてまいりまし

た。したがいまして、今おっしゃったような、図

面を１枚、２枚かいてぱっぱというようなもので

はなくて、まず知立市の文化財のあり方とか、荒

新切遺跡を中心とした西中遺跡群、こういったも

のを発展したというようなそういうものをつくる

ということで持ってみえました。 

 その後、実施計画で採択されなかったわけです

が、いろいろ内部でも議論して、高橋委員おっし

ゃるようなそんな方向で進めたほうがこれは早い

と。でないとやっていけないというようなことも

議論してまいりました。 

 以上です。 

○高橋委員 

 西中遺跡群とはどういう遺跡なのか、荒新切遺

跡というのはどういうものなのかというのは、既

に報告書が出てますよ、試掘の跡のね、名古屋大

学の皆さんが試掘された跡も、どなたの教育長だ

ったか知りませんが、前教育長でしたかね、ネー

ミングが入って、相当な冊子、私、これ本会議で

紹介しましたがね。そんなんはできてるんですよ。

その上に立って西中遺跡群も意識して荒新切遺跡

をつくったらどうかというのが出てますでしょう、

意見が。 

 あるいは散歩コースも含めた地域の人々に愛さ

れる施設にしたらどうか。全国的にシェアで人を

呼ぶような、そんな大がかりな施設はできない。

帯に短したすきに長しなんだが、学校教育の中で

子供たちに、そういう先人の営みをもっと率直に

知ってもらうためにカリキュラムの中に入れたら

どうか。東小学校の校長先生、参加されてますが

ね。南小学校の教頭をやってみえましたよね。そ

うやって学校のカリキュラムにどう取り組んでい

くのか、子供たちに先人の営みはどう見せるのか、

火を起こして尐しずつ試掘するようなスペースを

つくったらどうですかというような意見も出てる。

方向は既にずっと収れんしてきておるんですよ。

あとはその方向性に沿って具体的な絵をかいて、

皆さんの意見を集約するとこういうふうになりま

すと、どうなんでしょうかと。それは１枚という
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わけにはまいらんかもしれませんが、若干の枚数

をかいて、それに沿ってさらに議論を深めていく、

理論づけをしていく、周辺との遺跡の関係も明ら

かにしていく。 

 西中の人たちは、どうやってそこに参加したら

いいのか。西中の文化祭に、ここにおみえの清水

正明さんが、あそこで荒新切から出た遺跡をお見

せになって、地域の人にお話したら、皆さんびっ

くりしたと。こんなのが出てるんですかと、あそ

この遺跡で。そして初めて皆さんが荒新切遺跡を

遺跡を見ることを通じて実態を理解するようにな

ってきたと。ここまで話は進んでるわけですので、

その具体的な皆さんが指し示している方向を絵に

して、こういうような遺跡公園にしたらいかがな

んでしょうかというところが出てこんもんだから、

みんな、教育委員会何やっとるのと、あなたたち

が案を示してくれるんじゃないのかねと、そうい

う今、話になっておるんですよ。 

 これね、平成26年度でもやられても、またそこ

へ戻るの。何か絵を出しなさいと、具体案を示し

なさいと。私は、そういう点では、平成26年度の

頭に100万円程度でいいんではないかと思うけど

も、具体的に基本計画を文章と簡易な漫画等で皆

さんの言われた意見を集約できるようなものを示

して、これを土台に検討してくださいと、こうや

らんとね、ここの皆さんの腹はおさまらないとい

うところまできておると思うんですが、どうです

か。私は、そういう認識です。関係者の意見を聞

きましてもね。 

○文化課長 

 確かに予算的には平成26年度は認めていただけ

ませんでした。地元の方の意見、心配する意見も

ありますが、さまざまな意見も耳に届いておりま

す。 

 今年度はそういう予算がない中でございますの

で、今、西中の文化祭という話が出ましたが、そ

ういったものも利用した中で、ＰＲ活動を知立市

民全体、西中の方へのＰＲ活動をしながら、今、

高橋委員おっしゃったようなものがかけるように、

平成27年は再チャレンジでいきたいと。早期に工

事着工にこぎつけるように歩みをとめることなく

進めていくと、そんなような考えでおります。 

○高橋委員 

 さっき補正の審議しましたが、お金がないと言

えないですよ、補正の減額を見ていると。600万

円となると、それはちょっとどうかなと。まだこ

の程度の熟度で600万円も要るのかよと、こうな

るんですよ。 

 しかし、今、具体的なコンサルが入って、次の

ステップにいかないと、ここの調査委員会ももた

ないと思うんですよ、運営が。だから、その程度

の予算をくださいと。それは３桁になるのか、３

桁の頭が２つになるのかちょっとわかりませんけ

ども、私は、その程度のものを補正要求してほし

い。今おっしゃるようなことをやりながら、補正

で予算化していただいて、皆さんにおくればせな

がらコンサルの方に入ってもらって一緒に検討し

ましょうと、絵をかいてもらいましょうと、ある

いはもらいますと言ってやらないと、これは教育

委員会の権威にもかかわりますし、ちょっと立っ

ておれんじゃないですか、委員会開いても、皆さ

ん方。私はそう思います。今からでも遅くないの

で、そういう点での復活要求、補正対忚がぜひ必

要だと思うんですが、いかがですか。 

○文化課長 

 予算を要求するかどうかは別としまして、平成

28年でしたか、工事着工ということも出てたと思

います。それに向けて、例えばことしはそういっ

た計画、漫画といいましょうか、図面をかいて、

来年それをより具現化するような、平成27年です

ね、そういう予算要求をしていくというようなこ

とを今は考えております。 

○高橋委員 

 誰が絵をかくの。 

○文化課長 

 我々事務局と整備委員会のほうでそれを進めて

いきたいと思ってます。 

○高橋委員 

 事務局にかいてもらうのはいいけども、この人

言ってみえますがね、赤羽さんというの、これは
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いろんな名古屋市の話も聞いて、はなからコンサ

ルが入ってますよと。コンサルに入ってもらって、

助言とサジェスチョン、あるいは全国チェーンで

やってますからね、ノウハウもたくさんあると思

うんですよ。だから、全部その人たちにお任せす

るのは私は反対ですが、ここの議論をよく聞かれ

て、彼らのノウハウを出してもらうと。そのため

のコンサル料を払うということはやらんとまずい

と思うんですよ。市長部局どうですか。補正予算

で対忚できないですか。 

○企画部長 

 私の思い違いだったら申しわけありませんけど

も、査定の場にこの事業というのは出てきてこな

かった気がします。 

 それと、実施計画においても、やはり高橋委員

言われたように、何がしたいんだということを私

どもに訴えていただかないとちょっと見えないも

のですから、とりあえずＰＲ活動をすると言われ

ました、平成26年度。それはいいことだと思いま

す。ここはそういう土地なんだ、こういうものが

出てきたなと。今まだちょっと盛り上がってない

状態なものですから、そういう火をつけていただ

くことはいいことかと思いますけども、私がキャ

ドでかけるぐらいの範囲の絵は一回つくっていた

だきたいと思っております。 

○高橋委員 

 教育部長、要求がなかったとおっしゃった、財

政当局。だから、まだ私は市民農園が大事だ、あ

そこで必要だと思ってみえるから予算要求されな

かったんじゃないの。でなかったら、こんなもの

は100万円か200万円の調査費がついて当たり前の

話じゃないですか。要求しなきゃ、それは企画部

も出せませんよ、切りたいばかりなんだから。要

求されなかったということですか。 

○企画部長 

 ちょっと勘違いがございました。 

 実計で採択されなかったということです。実計

の場で私は印象がなかったというのは事実でござ

いますけど、これは採択されなかったので予算査

定の場に出てこなかったというのが、その流れで

ございます。 

○高橋委員 

 600万円も実計で要求するから、まだ600万円も

要らんのでしょうと、こういう話。だから、それ

はちゃらにしていただいて、企画部長、ちゃらに

してもらってね、その歴史的な経過は。私が言っ

ておる程度のものについて、補正で対忚できない

ですか。 

○企画部長 

 ですので、何をしたいのか、何をつくりたいの

か、私ちょっと全然イメージできませんので、基

本的には私、草刈った後にあそこを見たものです

から、何も手を加える必要がないなという印象で

したけども、どういうものをつくりたいのか、一

回見せていただきたいと思います。 

○高橋委員 

 そういうことだって。それはちょっとつかんわ

ね。しかも実計600万円じゃあ。草刈ってきれい

になってね、企画部長見て、きれいになっておる

なと、これでとりあえずこことはこんなと、これ

だけの話だがね。遺跡工事なんていう視点で見て

もらってへん。 

 しかし、ここの議論というのは、かなりの議論

やってみえるですよ。企画部長は知られんけど、

それは知らんで当然ですよ。皆さんアピールして

ないから。企画書をつくって、だから今、コンサ

ルが必要なんだという企画を示してね、議会でも

やられとるでしょうと。私もそういう答弁してる

んだと。だからこれこれの予算要求は必要だとい

う段取りを踏まなかったら、それは切りたいばか

りの行政当局ですからね、うまくいかんと思うん

ですよ。 

 副市長ね、そういうことなんだが、これはちょ

っとまずいですよ、この対忚では。市教委もちょ

っと丸腰でずさんです、これは。しかし、現状は

今、私が申し上げたとおりなんで、ぜひ補正対忚

を検討してほしいと思いますが、いかがですか。 

○清水副市長 

 尐しさかのぼった話になりますけど、先ほどの

繰り返しで、この600万円余の実計での要求があ
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って、これが２年間、その３カ年目には4,000万

円近いというような要求があったんですけども、

それというのは全くイメージがどういうふうにで

きたのかなと、そういうことで実計では採択がな

かったわけですけども、やはり企画部長が言いま

したように、今いろいろ検討会議で皆さんが知恵

を出しておっていただくわけですけども、そうい

ったものが具体的にこういうような方向にしたい

とか、何かイメージを持って業者に委託するなり

そういうことをしないと、ただお金をかけて丸投

げでつくってこい、登呂遺跡の二番みたいなもの

ですね、設計図持って来いというようなそういう

ことでは、全然知立市の今の遺跡の保存というこ

とではちょっと違うのかなというふうに思います

し、私、個人的な考えで言いますと、西中の方も

まだ十分認知度がないということでありますけど

も、やはりそういったところも地道な努力の中で、

今いろんな公園愛護会ではありませんけども、そ

ういうこともありますので、地域の方たちも一緒

にそこに参加していただいて自分たちのこの地に

そういった歴史があったんだということを考えて

いただきながら、みんなで管理ができるような、

そういったこういう施設にしていただいたほうが

いいのではないかなということを思いますので、

ぜひ。予算については、そういったことで一定の

そういう具体的なものが出てくれば、それは予算

の場でしっかり議論をしたいというふうに思って

おります。 

○高橋委員 

 これ、一遍議事録を副市長、読んでみてくださ

いよ。かなりイメージ的には明確なものが出てい

るんです。何かようわからんけど、一遍、絵をか

けじゃないんですよ。具体的な方向性、あるいは

視点、あるいは知立市の遺跡をどういうふうに見

るのか、遺跡の宝庫だという視点の中で、何とか

これを子供たちに継承できるような施設として残

せないか。そのためには、ああいうことはどうだ、

こういうことはどうだ、西中の人たちにももっと

してもらわんといかんじゃないかという側面も踏

まえた議論が進んでいる。そして今回、実計で落

とされて、コンサルも入れない、こういう実態な

んですよね。 

 だから私は、土地を求め、そして、時限立法だ

が諮問委員会としての調査委員会もでき、そして

組織立った議論もあり、方向性が今、出つつある。

そこをさらにぐっと背中を押すには一定の方向性

を漫画にするなり、それを手助けする調査費が今

いよいよ必要だという認識をしております。ぜひ

これも読んでいただくなりして、予算的対忚を改

めて求めたいと思うですが。 

○清水副市長 

 いずれにいたしましても、教育委員会のサイド

で今、御質問者がおっしゃるような形で一定のそ

ういう具体的なそういうものを示す中で予算が要

求されてくると思いますので、そこでしっかり議

論をしたいと思います。 

 ただ、その中身が余り大きな投資をしないとで

きないとか、そういうのが結果的にそういうふう

になれば、またこれは別のレベルで長期計画とい

うようなことになるわけですけども、その辺も知

立市の身の丈に合ったといいますか、そういった

中でいろいろ要求していただけると大変いいなと

いうふうに思います。 

○高橋委員 

 誰も過大な投資をしてあそこへ遺跡公園つくる

なんてことは、誰も言ってないですよ。ここでも

そんなこと誰も言ってないですよ。私も言ってな

いです。 

 だから、それはイメージだけがひとり走りして、

余り投資したくないと。要するに箱物をつくりた

くないという流れの中で、私、さっき申し上げた

ユネスコはいいと思うけど、それ以前の先人の歩

みについては大きなものはだめだということでは、

知立市の文化と歴史というものをほんとに継承さ

れているのかどうか、ちょっと疑問になるんです

よね。だから、教育長おわかりになったと思うん

ですけど、今どえらい落差がある、認識に。その

ことをしっかり受けとめていただいて、年度内の

補正も含めて、しっかりとした対忚をしていただ

きたい。私、発言する機会があれば、引き続きこ
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の点については声を上げていきたいということを

申し上げますので、教育長、お答えください。 

○川合教育長 

 私もその委員会のほうに出ておりまして、先ほ

どいろいろと紹介していただいた、ほんとに臨場

感のある中身を報告していただきました。 

 ただ、我々まだちょっと取り組みが不十分だな

と。そこの委員会のほうに投げかけても、その委

員のほうから、さっきのほかの部からも出たよう

な話で、知立市は何がやりたいの、どういうこと

がイメージがあるのというようなことで、そこか

らまず突き返されてしまった、最終的にはそうい

う形でありました。 

 だから、ほんとにこれは具体的に進めていきた

い。まだ全部で３回しか委員会は設けていません

けども、それでも尐しずつですね、まだ全然到達

点だとか共通理解まではいってないんですけども、

具体的に考えていかんいかんで、そのたびにいろ

んな周知もしていかんしというようなところまで

いってますので、この歩みはとめることなくいき

たいと思います。 

 補正をどうのこうのというところまでちょっと

まだもう尐し対忚しますけども、まずは担当して

いる係のほうで、あるいは自分たちも含めて、尐

しこんなものにしようかという大ざっぱなイメー

ジからまずつくっていかないと何も進んでいかな

いのかなということを今、思ってますので、そこ

から始めたいと思います。 

○高橋委員 

 ちょっと教育長の答弁、私、不十分だと思うん

ですけど、関係者の御意見を聞くと、もう既にイ

メージが相当できてきていると、これにもあるよ

うに。教育長は、わかりました、じっくり構えて

やりましょうというのが、あなたの最後のまとめ

だわ。議会からいろいろ催促されて、私も焦って

おりましたが、きょうの話を聞いて、私、意を強

くしました。じっくり構えてやりましょうという

のは、あなたの結論ですがね、最終の。私、これ

見て愕然としましたわね。教育長というのは何で

すか。議会の答弁と本音は違うところで違うこと

をおっしゃってるのかなと、そういうことですよ。

私、あなたの発言聞いて、ちょっと愕然としまし

た。その部分はね。 

 だから、これは委員の皆さんの率直な意見を聞

いてください。もう尐し立ち入った具体的なプラ

ンにしていくためには、机上の空論で、ああでも

ない、こうでもないと言って一つのものに収れん

していかないかんでしょう。その収れんのものが

途中の下車駅でいいですよ、途中の中間駅でいい。

それと積み重ねていく中で、さらにいろんな発想

やイメージが浮かんで、全体計画も延びていく。

意見はかなり出てるけども、それをイメージにす

るものが何もないんですよ。何か出せと言われて

おるんですよ、事務局。あなたたちは事務局でし

ょうと、あなたたちが出さなどうするんですかと

言われてね、教育部長じゃないけど、そんなもの

は私、よう出しませんと、こう言って、次開くと

いうたって、どうやって開くのかということにな

るんだわ。どうやって宣伝するかというような話

になっちゃう。 

 だから私は、そういう意味では、今タイムリー

なのは、専門家の御意見も尐し聞けるようなそう

いう予算措置もして一進一退いろいろあるでしょ

うが両両相まって具体化していくというところに

きてるなという、そういうことで申し上げている

んでね、しっかり対忚していただきたい。年４回

の予算がついているんですが、去年も４回ついて

いましたが、１回は視察、１回は審査、２回です

よ。ここにも私、落差を感じるんです。年４回や

っていただかなきゃいかんと思うけども、いいで

すね、これは。 

 それから、議事録もね、最初は名前が入ってお

ったんです、委員。２回目いただいた議事録は委

員と書いてあるだけで、この委員はこの人だとい

うのは私は類推しながら読んでおるんですけど、

何でそうやって省略があるんでしょうか。議事録

もちゃんと名前を出されたほうが臨場感もあるし、

非常に読む側としても理解が進むんですが、何で

こういうふうに委員というふうに一般的な中身に

変えられたのか、あわせて明確にしてほしい。き
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ちっと委員名も出してほしい。 

○文化課長 

 今の名前の件は、その委員会だけではなくてほ

かにも各種委員会がありまして、ホームページへ

搭載をしておるんですが、その中で、名前が出て

おるものと出てないものがあって、出てないもの

にするんだというような方針を聞き及んだので、

名前をないほうにする、委員と事務局みたいな格

好ですね、そういうふうに聞きましたので、委員

の名前を取ってくださいということを私は指示を

しました。 

 したがいまして、今、文化関係のものは、たし

か図書館の会議は名前が出てますけど、あとのも

のは全て委員に今変わってると思います。それは

出てたほうがいいということであれば、再度ほか

の部局とのことも見ながら再度修正をさせていた

だきます。 

 最初のほうの年４回のことでございますが、今

申し上げました、ことしはＰＲと事務局が積極的

に図面を展開していきたいという、図面とはいえ

るか、漫画になりますが、回数は４回を目標にし

てやっていきたいと思いますが、進捗によるかと

思います。 

○田中健委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時09分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後７時18分 

○田中健委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 基本設計に向けて、ただいまの議論をしっかり

踏まえて、より一層の御努力、市長部局には調査

費の計上ということを重ねてお願いしておきたい

と思います。 

 議事録の件ですけども、平成24年11月６日の議

事録、これには全部委員の名前が付して発言内容

があります。とてもわかりやすいし、イメージが

ね。ところが平成25年７月17日の議事録は、委員、

委員ですね、委員長というのもありますけども。

これは委員の名前を議事録に載せないということ

は、今、文化課長はそういうもので統一されたと

いうふうにおっしゃったんですが、そういうこと

になっておるんですか。 

○文化課長 

 尐し補足させてもらいますと、統一というのは

文化課の中でという意味でありまして、私が赴任

したときに２つありましたので、どっちかという

話をしたところ、名前が出ることによって、その

委員の闊達な意見交換ができなくなるとような御

指摘で聞きましたので、私は文化課の出している

ものは全てそうしたということでございます。 

○高橋委員 

 午前中の審議がありましたように、これ、いわ

ば附属機関ですよね。どういうふうにしたらよろ

しいですかという。そこで委員委嘱して、これも

6,800円、これは報償なんだけど、6,800円だと思

うんですが、お金もらわれて発言されている。い

い発言というか、自信を持って発言をされている

のに名前が付されないと。例えば、ここでも高橋

憲二がこういう発言をしとる。石川委員がさっき

ああいう発言された。これはみんな委員でくくら

れた日には、私はもたんですよ。石川委員がいい

とか悪いとかいうんじゃなく、高橋憲二の個性と

キャラでやってるわけですから、質問を。石川委

員は石川委員のキャラと質問をやってみえるわけ

ですから、それは石川何がし、高橋何がしと書い

てもらわなきゃ、そんな失礼な議事録はありませ

んよ。私は、それぐらいの決意で委員発言されて

いると思うんですよ。 

 ところが、名前を付したら自由な論議ができな

いということですか。ちょっと委員を甘く見てみ

えるんじゃないですか。失礼ですけども。文化課

はそういう統一したやり方でやっているというこ

とですが、教育部長、そんなことでよろしいです

か。 

○教育部長 

 今回の私も３つの議事録のほうは、今年度のは

もちろん自分が入ってからなもんですから確認し

ておったんですが、名前を入っておるか入ってな
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いかということを全然私もうっかり気づきません

でした。 

 今、文化課長がこういった答弁をしましたが、

高橋委員のおっしゃること、十分わかります。今

後については、名前を付した議事録を作成するよ

うに指示いたします。 

○高橋委員 

 かつて教育委員会議事録を問題にしたことがあ

りましたが、教育委員会議事録も名前が省略され

ていましたよね、たしか。あれは今でもそういう

立場で踏襲されているんですか。 

○教育庶務課長 

 現在は名前を付して議事録のほうを公開させて

いただいております。 

○高橋委員 

 所管によってばらばらということなんですが、

名前を付すほうが議事録の信憑性はより高いとい

うぐあいに思います。また、そういうものをちゃ

んと感じて発言できる人を選任するというのが私

は選任基準だと思います。名前が出たら言いたい

ことが言えんという委員では、これはほんとに市

民の付託には忚えられない。これがやっぱりほん

とのところではないかと思います。文化課長、よ

ろしいですか、そういうことで。訂正してくださ

いよ。 

○文化課長 

 委員にもいろんな方がいらっしゃると思います

ので、議員のようにそれを職業とされている方も

あると思いますが、確かに御指摘の点はございま

すので、今後その方向で考えていきたいと思いま

す。 

○高橋委員 

 よそのところは、大変恐縮ですが、一般論にな

りますが、議事録の委員の名称についてはどうな

っているんですか。皆さん、名前が付されている

んですか。どうですか、そこをちょっと確認して

ください。付されてないところがあったら挙手し

て述べてください。 

 答弁がないので名前が付されているというふう

に理解をいたします。よろしいですね。 

 次にまいります。 

 先ほど南中学校の大規模改修の件が議論になり

ました。必要な手だてを打って延命を図るという

のは、とても重要なことだと思うんですが、なぜ

南中学校なのかということが私、疑問ですよね。

市内10校のうち、南中学校が最も新しい建物です

よ。部分的に校舎を大改修したという例はないわ

けじゃありませんけども、たしか30年、先日30年

記念式典、伊藤校長先生のときだったですか、永

田委員が議長、あなた挨拶してくれましたがね、

30周年。だから指折り数えて２年ぐらい前ですよ。

だから32年ぐらいのものですよ。何でこれで今、

大規模改修なのかという疑問が起こるんです。お

話によれば、コンクリートは务化して、アルカリ

が中和してきて鉄筋を包み込めなくなっていると、

こういう話なんですが、32年でそんなことが起き

たんでは、たまったものじゃないなというのが私

の実感ですが、なぜ南中学校なんですか。 

○教育庶務課長 

 原因につきましては、ほかの学校と比較してい

ろいろな建っている環境ですとかそういったもの

もあるというふうに伺いました、その調査の業者

からは。 

 あと、そのときのコンクリートの材質ですとか

いろいろなことがあると思うんですけども、ただ、

今30年目で行うというのは、やっぱり塗装とかで

保護をするんですけども、そういったものがちゃ

んとそれもやっぱり賞味期限というか、もつ期限

があるんですけど、そういったものが予算措置を

されてこれまで手を入れてきていれば、ここの30

年で最初やっていかなくても済んだのかなという

のもありますし、ただ、建築年度が比較的新しい

ところで中性化が進んでいた原因というのは、は

っきりと今のところはわかっておりません。 

○高橋委員 

 私、そこのところがひとつきちっとされるべき

ではないのかなという思いがあるんですね。巨大

なお金を投ずるわけですから、何で一番新しい学

校でこんなことなのと。北校舎もやると。南も北

もやると。包み込めなくなっている、务化してい
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ると。やがて务化するという。知立小学校はどう

なんでしょうかと。あるいは南小学校は昭和54年

の開校ですよ。南中学校よりもさらに数年前に開

校しています。ここは大規模改修の日程にあがっ

ていない。やがてやらないかんかもしれんけど、

今はあがっていない。なぜ南中学校なのかと、こ

こなんですよね、はっきりさせてほしいのはね。 

 かつて東小学校で１列切り取ったことがあるじ

ゃないですか。１列という言い方おかしいけど、

４階建てか３階建てか、１校舎。これはなぜかと

いったら、コンクリートがずくずくだったと。だ

から、これはもたんので、補強してももうだめだ

から切り取りましょうといって切除したんですよ

ね。このときにどういう完了検査だったんだとい

うお尋ねしたところ、その資料ありませんという

ことなので、死んだ子の年を数えるような議論で

はいけないけれども、これはこれで理事者側とし

ては、なぜ今、南中学校なのかということをきち

っとされた上での予算づけでないと、私の言って

るような疑問が出てくると思うんですよ。なぜ南

中なのか。最も新しいけども、こういうような理

由によってこうなったんだ。その理由はこうなん

だというわかる範囲ではね、やっぱり明らかにし

て、だから今、大規模改修でこれだけのお金を使

うんですよというのがセットで説明責任を果たさ

れないと、やってもらうのは結構ですよ。やって

もらわないかんけども、そこが足りないんじゃな

いかなというふうに思うので、改めて答弁を求め

たい。 

○教育庶務課長 

 建設のほうを行う場合に、ある一定の基準があ

りまして、もちろんコンクリートの材質ですとか、

強度ですとか、そういったものは試験を行ってク

リアして検査を終了して今、存在しているという

ふうに考えられます。 

 ですので、今の状態で判断をして、傷んでいる

ところは入れていくというところで今、行ってい

くしかないのではないかというふうに考えます。 

○高橋委員 

 それは傷んでいるから手直しをせないかんこと

はね、それ以降は私も同意します。そのとおりだ

と思います。 

 ただ、かつては高度経済成長ではないですよね、

南中はね。例えばテストピースの強度をどうやっ

てはかるか。テストピースに取られるときだけは

かなり純度の高いコンクリートを詰めてくるけど

も、ミキサーにね。そうでないときには、かなり

ずくずくのものを入れるというようなね、そうい

うことも業界関係者からも漏れ承る機会もあるわ

けですが、私の視点は解明できないかもしれんけ

ども、それは市教委、１つ大事な命題としてしっ

かり受けとめてもらわないといけないということ

は申し上げておきたいと思います。教育長の見解

を承りたい。 

 もう一つ、時間の関係で、さっき天五の問題で

学校体育館のトラス工法の体育館ですね、非構造

部材について平成26年度で調査したいというよう

な趣旨のことがありましたが、私の記憶では非構

造部材は既に調査済みで、必要な手は打たれてい

ると、トラスの体育館ね。水銀灯だとかいろんな

ものがつり下がっていますが、非構造部材ですね。

あれが落ちてきたら、たまらんと。だから、それ

は既に調べて手を打ってますというのが前教育部

長のときに本会議でもやりとりされて、それはも

う私は手が入って対策済みだという理解をしてい

るんですが、きょう、教育庶務課長は、そうでは

なくて平成26年度に再度調べたいという御答弁な

ので、私の認識とがらっと違うのでね、そのあた

りをひとつ明確にしてもらいたい。教育長からお

願いします。 

○川合教育長 

 一番新しい南中学校の検査をしてみたら、务化

が進んでいるということなので、一番最初に手を

打っていこうということで決めたわけですけども、

その务化の原因はと言われると、なかなか教育委

員会で究明というのは難しいかなということを思

います。 

○教育庶務課長 

 その以前の教育部長のときは、６メートル以上

かつ200平方メートル以上という枞組みが１つご
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ざいました。それで知立市のほうは該当ありませ

んということでお答えをしていた経緯があります。 

 それから、点検につきましては、ここ数年で文

科省のほうから点検を行ってくださいということ

が通知のほうはいただいておりますが、その内容

につきまして、当初はまず一般の学校の職員の方

等で目視で見た状態で見て報告をしてくださいと

いうふうにだったんですけど、だんだんその精度

も上がってまいりまして、今は一定の例えば天五

と壁とのすき間がどのぐらいあるかを見なさいで

すとか、そういったものが具体的になってまいり

ましたので、今の示された点検の項目に従って再

調査をしたいというふうに考えております。 

○高橋委員 

 知立市の小・中学校は、基本的に耐震補強が済

んだと、前倒しでやっていただきました。体育館

についても手を入れていただいたと。古い体育館

はあるけども、耐震の強度に耐えられない体育館

はないということですね。 

 ただ、そのときに問題になったのは、非構造部

材についてはどうなんだと。ぶら下がっておるの

が落ちてきたら、これはかなわんじゃないかと。

いくら側に強度があっても、ぶら下がっておるの

が落ちてきてはいかんよと。非構造部材について

はどうだという議論があって、それも対忚してま

すという答弁でしたが、今の話では、それはそう

いうことだっただろうけども、より厳格になった

んだと、非構造部材の調査項目がということなの

で、平成26年度でやるということですが、予算は

どこにあるんですか。 

○教育庶務課長 

 現在、予算のほうは計上しておりません。現在、

建設部のほうとその調査を職員のほうで行ってい

ただけないかということで交渉をしております。 

○高橋委員 

 そうすると、内製化するということですか、仕

事を職員がやると。今度、１級建築士がやめちゃ

われますがね、建設部の。これで予算がないので

目視に近い程度の検査ということですか。専門家

にお願いしなくてもいいという範囲のものですか。

その程度なら従来のやり方と根本的に違いがない

という程度のものなんですか。 

○教育庶務課長 

 項目もかなり細かく今は示されておりますので、

やっぱり建築の知識のある者が見ていく必要があ

るかと思っております。 

○高橋委員 

 それは内部でやれると、平成26年度ということ

でいいですか、ほんとに。 

○教育庶務課長 

 現在は、その折衝中というか、何とか職員のほ

うでやっていただけないかということで交渉中で

すので、またその結果によりまして考えていきた

いとは思っております。 

○高橋委員 

 なるほど。しかし、調査はするということだと

思うんですね。その予算計上しなくても内部でや

れればね、それは内部でやってもらえばいいけど

も、諸般の情勢からいくと、ほんとにいいのかな

という気持ちが私にはあります。ぜひその点は、

しっかり踏まえた上で対忚していただきたいとい

うぐあいに申し上げておきたいと思います。 

 公共施設のあり方につきましては、先ほどもど

なたかが若干意見がありましたね。38ページ、39

ページに公共施設のあり方検討事業というのが明

らかであります。平成25年度には公共施設の保全

計画策定委託料ということで1,756万円予算計上

されておりますが、これは成果品というのは出て

くるんですか。 

○企画政策課長 

 ただいま、まだ調査書のほうは今、最終の取り

まとめ中でございまして、今のところ、まだこち

らの手元のほうには成果品はございません。まだ

報告は致しかねるところです。 

○高橋委員 

 それは、やがて私どものほうにも成果品はいた

だけるという理解でいいですか。 

○企画政策課長 

 最終的な取りまとめができました暁には御報告

させていただきたいと思います。 
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○高橋委員 

 平成26年度の予算は408万円、これでやるんで

すが、この概要によれば公共施設白書の作成、敷

地情報、务化情報、利用情報、コスト情報、云々

かんぬんでやっていきたいということなので、こ

れは実態調査されるということですが、平成27年

度、これは次年度の方向ですが、公共施設白書デ

ータをもとに継続、改善、見直し、廃止に振り分

けると、こういうふうになってます。この作業を

どなたがやるかというのは問題だと思うんですね。

これは、どなたがやるんですか。今の流れは委託

という流れですが、委託して継続、改善、見直し、

廃止の振り分けをやるということでしょうか、方

向性として。 

○企画部長 

 この判断を誰がするかという、ちょっとはっき

り私もイメージできないんですが、委員会もつく

ると思うんですが、その前年度にコストの分析だ

とか市民意識調査ということで、ある程度、判定

の材料となる数値的データもそろえておいた上で

判定ということをさせていただきたいと思います

が、その判定員が誰かということは、ちょっとま

だ私どももイメージできてないということです。 

○高橋委員 

 総務省は、保全計画に当たっての指針というも

のをまとめました。これは、ことしの１月24日に

まとめまして、長期的視野をもって更新、統廃合、

長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負

担の軽減、平準化とともに公共施設の適正配置を

実現するんだというようなことを言っておられま

す。 

 その総論的な方向については、私もやっていか

ないかんと思うんですが、問題は、統廃合や廃止、

さっき企画部長が答弁されましたが、地方財政法

を変えましてね、除却の場合でも地方債をつける

ということになったというわけですよ。地方債と

いうのは除却は物を壊すわけですから、物をつく

るときには地方債、学校でも何でもね、壊すのに

もつけますよというんですよ、75％の充当率だと。

つまり、行政がスクラップする財政的支援をしよ

うというわけです。 

 私は、一つ間違うと効率化と財政的議論から始

まると、スクラップのほうが金がかからんわけだ

し、維持費楽なんだから、スクラップ、スクラッ

プと、極端なことを言うとね。本会議でも既にど

こかと東小学校合併しなきゃいかんじゃないかみ

たいなうがった御意見を言われた議員があったん

ですが、これは住民の生活圏、あるいはそこにた

だよっている文化や歴史、そして人々のきずな、

こうしたものによって今の公共施設成り立ってお

るわけですから、利用の状況を調査されることは

いいと思うんだが、最終的にそれは民主主義のレ

ベルというか、民主主義のあり方の問題にかかわ

ってくると思うんです。ほんとにこの統廃合が財

政的に必要であるとすれば、十分そこはかんかん

がくがくの議論をやればいいと思うんです。だけ

ど、平成27年にさらっとこう書いてあると、誰か

がどこかで、あるいはコンサルが標準的な方程式

でスケールを当ててね、これは必要ない、必要な

い。知立市は標準的な財政規模と人口からいくと、

この程度の過剰な公共施設があるんだみたいな話

になって、そしてビルドが始まると。住民が十分

参加しないうちに何か事が決まっていくと。そん

なふうにはならんと思うんだが、その分水嶺が私

はこの公共施設の保全という流れの中にはあると

思うんですよ。 

 私、鶴ケ島市という埼玉県の市へお邪魔して行

政視察させてもらいました。真剣まんけんに住民

と向かい合うと言っておりました。総論で大いに

議論して住民の皆さんの御理解が得られるのか、

あるいはその施設をやめるかわりに、どういう代

替施設をつくれば、それは需要に満たされるのか、

こういう真剣まんけんな議論が今やられていると、

これからやろうとしていると、そういう構えの話

を聞かせてもらったんですが、平成27年度つらつ

らと書いてある。平成26年は白書をつくるという

過程ですから、調査、検討だからあれなんですが、

平成27年になると仕分けが始まると。ここはどな

たがどういう形でやるのか、民主主義の熟度にか

かわる問題だと思うんですが、そういう危機感を
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持ってね、民主主義の熟度の問題と住民自治の視

点、まちづくりの大原則という視点から私は掘り

下げなきゃいかん問題だと思うんですが、この辺

の決意はよろしいですか。 

○企画部長 

 高橋委員おっしゃるとおりだと思います。なか

なか一回つくった施設、愛され続けてきた施設で

ございますので、早々に廃止というレッテルとい

うのは張れないと思っております。稼働率が悪く

て利用率も悪い、これ要らないんじゃないかとい

う意見があるような建物があるかもしれません。

でも、それに対しても、やはり30年後、40年後建

てかえはないでしょうと、そういうレッテルを張

って必要最低限の保全しましょうと。今やってる

のは、寿命を延ばすための予防保全をやってます

ので、そういう保全までいかなくても多尐の修繕

をしながら安楽死させるような建物もあるかもし

れません。そういう仕分けは私どもとかコンサル

が一方的にやるわけじゃなくて、やっぱり市民の

意見も聞きながら、これは大変難しい作業になる

と思いますけども、その前にその白書である程度

データの整理をさせていただいて、平成27年度、

例えばの話をしては申しわけないんですけど、野

外センターをどうするのかとか、そういう議論の

ネタはあると思いますので、それを市民の前に諮

っていきたいなと思っております。 

○高橋委員 

 私は、住民自治に基づくまちづくりを徹底する

という視点で議論をするということを忘れますと、

これは大変問題な話だと。政府は除却結構ですよ

といって地方財政法を変えて起債も認めましょう

と、こういう既に布石も外堀も埋めていらっしゃ

るようなんで、今申し上げたような視点で、しっ

かりと住民の声を聞くということを大原則に対忚

するということが間違いない事実だというふうに

思いますので、改めて強調しておきたいと思いま

す。 

 それで、そういう流れの中で、今出てるのは、

知立市ではそんな施設を持つ必要はないが、お隣

の刈谷市で持てば、隣同志の自治体なので互換性

があるんじゃないかみたいな話、その具体的な内

容でいうと定住自立圏ということもその流れの中

に入っている、そういう流れの中で生まれてきた

発想だと私は理解しておるんですね。だから、そ

れはうまいところについては大いに利用すればい

いと思うんですよ、活用すれば。 

 ただ、定住自立圏で私、一言申し上げておきた

いのは、本会議でもちょっとあったんですが、刈

谷総合病院と市内の診療所がオンラインでアクセ

スされたと。ところが、なぜ更生病院とオンライ

ンがないのと、こういうことですよね。更生病院

は安城市と定住自立圏で知立市が組めば、それは

更生病院とのオンラインもできるだろうというこ

とになるんだけど、医療機関は患者が選べるとい

う大原則に立ちますと、総合的病院とはいえ、お

客様の取り込みみたいな形にも映るんですよね、

これ。だから、刈谷総合病院ならばオンラインで

いけるから、あなた、どっちでもよければ刈谷総

合病院でどうですかと、こういう呼び込みに行政

が定住自立圏ということで加担していくと。更生

病院にも同じようなシステムができておれば、こ

れは全然問題ないし、よろしいと思うんですが、

そういう行政が取る定住自立圏というところで特

定の自治体との役割分担をするということによっ

て、結果的にそういう不公平といいますかね、何

かわかりにくい現実が生まれてきてるということ

については、私は配慮しないとまずいのかなとい

う思いがあるんですが、これはどういうふうに思

われますか。 

○企画部長 

 定住自立圏におきましては、国が考えておる定

住自立圏とはちょっと形が違うんですね。お互い

フルセットで施設持ってる同士の市でございます

ので、公共施設をつくらんでもいいとか、進んだ

面では特別支援学校整備事業を刈谷市がやられる

という、これは知立市にとってプラスだと思いま

す。 

 病診連携も、やはりこれは中心市対知立市です

ので、刈谷総合病院がネットワークを整備される、

それはそれでその整備しか定住自立圏の関係では



- 88 - 

できないわけです。でも、その面では進んだわけ

です。これにとっては知立市民にとってはメリッ

トかと思いますけど、その定住自立圏を利用して

更生病院とはできないわけですので、これはまた

別のところで碧海５市という広域行政圏のくくり

もありますので、そこでできるかどうかですけど、

定住自立圏とは別のところで論議していきたいと

思っております。 

○高橋委員 

 だから、それはそういう論議だけども、定住自

立圏のある断面から見ると、特定病院にお客さん

を囲い込むような、結果として利便性がそこだけ

うまくいくことによって、同じ格の更生病院にも

行きたいけども診療所は更生病院とはアクセスが

ないよと。カルテの交換もないよということにな

れば、ほんとは行きたいけども刈谷総合病院かな

と、こういう結果的にお客様の囲い込みみたいな、

言葉悪いけども、定住自立圏が親の自治体と子の

自治体という関係から、そういうものが生まれる

ということも現実的にあるので、そこは更生病院

とどうしたらいいのかというこれは別なテーマな

んだけど、そこは定住自立圏と市民サービスとい

うものについてはよく精査して、アンバランスの

ないようにしないと市民から小言が出たり、行政

の公平性を欠くというような事態にもなるので、

一つ問題提起として、きょうは述べさせていただ

いているわけで、そこはそういう対忚をしてもら

う必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 そこで、ちょっと今出ました特別支援教室学校、

竹中刈谷市長が小垣江東小学校ですか、学校の一

部を利用して教室ではなくて特定支援学校を数年

後、開設したいと。知立市も頑張っていただいて、

肢体不自由児も今後対忚してもらうということで

頑張っていただいた。それはそれで、とてもいい

わけですが、定住自立圏でこれをやるということ

は、とてもいいことだと思うんですね。この状況、

今どうなっているのか、わかれば教えていただき

たい。 

 また、愛知県当局の補助も求めたいというニュ

アンスのことも竹中市長おっしゃっているんです

が、これらについて、どんな状況になっているの

か、わかればひとつ御紹介いただきたい。 

○企画部長 

 これは２月でしたか、定住自立圏の会議がござ

いまして、そのときに私たち初めてこれを知らさ

れたという段階です。刈谷市では12月議会からこ

の話が出ておったそうですけども、正式に聞いた

のは、そのときでございました。 

 新聞発表以外のデータは私らも持っておりませ

んけど、一忚平成26年度当初予算でこの特別支援

学校整備事業の基本計画を計上されたと聞いてお

ります。平成30年オープンという予定までは聞い

ておりますけども、詳しい内容的なところについ

ては、ちょっと聞き及んでおりません。 

○高橋委員 

 定住自立圏の講演会があったときに、いつだっ

たか忘れたんですが、冒頭に竹中市長が、刈谷城

の480年とあわせてこのことをおっしゃったんじ

ゃないですかね。私たち、そこで初めて聞いて、

そういうことなのかと。それは、ぜひ支援すべき

だし、忚援したいし、早くやるべきだという思い

を持ったので、それはどうなのかと。それは最終

的には愛知県の補助制度を受けてやろうという流

れのようなんですが、それが一体にどうなのかと、

ここらあたりは林市長にひとつ踏ん張ってもらわ

ないかん、連帯責任で頑張ってもらいたいところ

なんですが、そのあたり、市長どうですか。それ

以上の情報はないんですか。 

○林市長 

 今のところ情報としたら、今、企画部長が申し

上げたとおりでございます。 

○高橋委員 

 ぜひ成就のためにね、御尽力いただきたいとい

うふうに、そっけない答弁だったんですが、極め

て実務的な答弁だったんですが、どうですか。 

○林市長 

 当然ながら、知立市民にとってもメリットのあ

ることでございますので、刈谷市長と、また、高

浜市、東浦町の首長と一緒に協力していきたい、

頑張っていきたいなと思っております。 
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○高橋委員 

 もう尐しお時間いただきたいんですが、さっき

町内会の事務員の補助制度についてございました

し、これは関心が高まっております。私どもの新

林町も今度の総会、今度の日曜日ですが、規約を

変えて事務員を置けるようにするという規約改正

も提案される予定になっております。これは要綱

は既にでき上がっておるわけでしょうか。 

○協働推進課長 

 要綱は、今でき上がったところでございます。 

○高橋委員 

 庁内の補助要綱の中の１項に入ると、こういう

ことですか。でき上がっておるとすれば、今すぐ

じゃなくてもいいですが、ぜひ市議会に要綱を御

提示いただきたいと思うんですが、どういう種類

の要綱になるんですか。 

○協働推進課長 

 要綱としては、単独の要綱を考えております。 

○高橋委員 

 それで、補助を申請する申請書類ですね、これ

はどういうものを今、予定されているんでしょう

か。雇用契約みたいなものも出せということなの

か、そこらあたりどうでしょう。 

○協働推進課長 

 交付の申請に当たっては、事業の計画書、予算

書ということになっておりますけれども、具体的

にはどなたをいつからいつまでの期間雇用したと

いうものと、勤務表というふうなことを考えてお

ります。 

○高橋委員 

 ちょっとはっきりせんけども、例えば区長の奥

さんが、回覧板を集めたりやるでしょう。区長の

奥さんが徹夜で頑張っておると。今度、補助金が

出るらしいよと。区長の奥さんというわけにはま

いらんかもしれませんが、しかし、固有名詞で登

録しなきゃいかんわけですね。３分の２というこ

とがうたってある限り、その人に幾らで契約して

おるかということもないと３分の２という逆算は

できませんね。限度額が月に１万円ということに

なるので、結局、雇用契約が要るということです

か。 

○協働推進課長 

 基本的に正式な雇用契約までは考えておりませ

んけれども、３分の１は町内会のほうが負担する

ということですので、それは申請の際に町内会の

承認を得ているということでなりますので、どな

たを雇っておるかわからないという状態ではない

とは思っております。 

○高橋委員 

 雇う人の名前ははっきりさせないかんですよね、

多分。名前を出してくだされば常に限度額を支給

しますよと、補助金で。年12万円補助しますよと。

その人が何時間働いておるかというようなことは

余り問いませんよと、こういうことですか。 

○協働推進課長 

 最終的には幾ら賃金としてお支払いしたかとい

う書類は提出をしていただきます。 

○高橋委員 

 そうすると、年度末に実績報告書を出してもら

って、４月以降月々こういうふうですよと。年度

末の締めで逆算したら12万円になりましたのでと

いうことで成果報告書を見て補助金を交付すると、

こういうふうになるということですか。 

○協働推進課長 

 今は年度末に支払う予定をしております。 

○高橋委員 

 月々１万円というのが限度額なのか、年間12万

円というのが限度額なのか、幾らになるんですか。

どういうふうになるんですか。 

○協働推進課長 

 年間12万円だというふうに考えております。 

○高橋委員 

 そうすると、月々均等に３万円以上ないといか

んですよね、１万円もらおうと思ったら。１万

5,000円あればいいか。月々均等に１万5,000円あ

れば１万円ずつもらえるけども、そんなことは余

り要件にしていないんだと。年間12万円と６万円

の関係、18万円あれば出してあげますよと、こう

いうくるみで年度末に渡すという理解でいいです

か。 
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○協働推進課長 

 月々１万円というふうには考えておらなくて、

年間として考えております。町内会によっては忙

しい月とかがあるとは思いますので、そういった

雇用状況を考えますと、余り月々というふうに細

かく区切ろうとは考えておりません。 

○高橋委員 

 わかりやすい申請をひとつ旨としていただきた

いというふうに思います。 

 西小学校の４年生、現在は尐人数学級の対象に

なっているんでしょうか、学校教育課長どうです

か。 

 西小学校４年生は、現在尐人数学級になってま

すよね。35人で４クラスあります。学校経営案を

見ますと、117人だというんですよ。これを35で

割りますよね、４年生ですから35人学級ですから。

そうしますと3.34になりますので４クラス、こう

なるわけでしょう。ここが５年生になるとどうな

るんですか。西小の今の４年生、35人学級４クラ

スですが、５年生になりますね、この４月から。

そうなるとどうなるんですか。 

○学校教育課長 

 ３クラスになります。 

○高橋委員 

 ３クラスになるんですよ。西小の４年生の保護

者から私、意見いただきました。現在は35人学級

で４クラスだと、うちの息子はね。今度５年生に

なると40人学級ですので３クラスになってしまい

ます。何とか35人学級を継続して４クラスになり

ませんかというんですよ。当初予算は、なりませ

んという回答ですよね。 

 私、この保護者の御意見聞いて、息子は35人学

級で尐人数でとても生き生きやっとるけども、ク

ラスが減ってしまって１クラスの子供が多くなる

ことについて、お母さんが心配されているんです。

せっかくいい環境で勉学をしてきたけども、これ

が40人学級になって、40人学級が务悪だというふ

うに言うんじゃないですよ。比較相対論なんだが、

40人学級に戻ってしまうことに対して、子供もお

母さんも大変寂しい思いというか、つらい思いを

されているんですが、こうした保護者の意見聞か

れて、どう思われます。 

○学校教育課長 

 ほんとに４クラスが３クラスに畳まれるという

ことは、大きな違いだと思ってます。今、小学校

のことも言われたんですけれど、自分のほうは中

学校のほうが長かったものですから、１年生から

２年生になるときにそういう状況になるというの

は、それなりの担任をそろえるとか、いろいろ苦

労します。親にしてみれば、子供たちもそうです

けど、一番は子供たちですけど、自分が親になっ

たときに、同じような今言われたような心配は必

ずあると思います。 

○高橋委員 

 例えば言葉の尐しおそい子供とか、あるいは人

間関係が上手にできない子供がいますよ。ある人

は、そういう子供は多人数の中へ入れたほうが早

く順忚できるんじゃないかという説があります。

これは間違いです。35人学級でも上手に対人関係

がとれない子は、40人になったらもっととれなく

なるんです。これは学校関係者の共通の意見です

よ。35人学級で人間関係を上手につくれない子は

40人にほうり出したら、いろんな人がもっといる

んだから上手にやれるんじゃないかという説があ

るけど、これは間違いというふうに、ある教師が

私に断言されましたが、そういう理解を私はして

いるんですが、教育長どうですか。 

○川合教育長 

 その子、その子によって違いますけど、一般的

に言えばそういうことだと思います。 

○高橋委員 

 平成26年度政府予算が今、国会で審議されてい

るんですが、尐人数学級というのは2011年度から

始まりました。35人学級は小学校１年生の分は法

定化されましたので、その人数の人間が来ます、

先生がね。小２は加配でやってるんですよ。ちょ

っと１年生、２年生、同じ35人学級ですが、国の

システムは違うんですよ。そして、それ以上の上

の子は、あとは地方自治体にお任せしますよと、

こうなってるんですね。 
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 知立市は頑張っていただいて、３年、４年と駒

を進めてもらって尐人数学級やってもらっている。

４年生が５年生になるときに、今、保護者が心配

されてる中身を私は紹介しました。 

 それで私、ちょっと質問で触れたんですが、い

じめ対策推進法というのができましたよ。この第

18条に何と書いてあるのか。いじめ防止のために

国、地方自治体が講ずべき措置、これは第18条に

書いてあるんです。何と書いてあるかというと、

教員、養護教諭、その他の教員の配置をしっかり

するようにと。つまり、いじめ防止というのは教

員の厚い配置等不可分だと。教諭、養護教諭、そ

の他の教員の配置、第18条でいじめ防止の推進の

第18条であげているんですね。 

 つまり、教職員と子供と向き合う時間の保障、

このことを法律は求めているんですが、この法律

の趣旨について、教育長、どんなふうにお考えで

すか。 

○川合教育長 

 一人一人に目が届くような子供と向き合う時間

が尐しでも長くなるようなことというのは、いじ

めとか不登校の防止につながるというふうには考

えています。 

○高橋委員 

 防止につながると考えているのはいいけど、第

18条でそのことが重要だということを言っている

ということは、ひとつしっかり念頭に置いていた

だきたい。３年生以降は地方自治体に任されてい

ると。ここに皆さんの裁量といいますか、政策的

な決定権といいますかね、そういうものが存在し

ているという前提の上で議論をしているわけです

ね。 

 もう一つ私、聞かせていただきたいのは、養護

教諭保健室指導というのがあるんですよね。養護

教諭の先生について、現在どういう基準で配置さ

れておるんですか。配置基準がわかったら教えて

ください。 

○学校教育課長 

 各学校に養護教諭は１人配置です。ただし、今、

知立小学校は２人配置になっております。これは

人数が851人以上だと２人配置になります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 中学校の生徒801人以上が２人、小学校は851人

以上が２人。かつて知立小学校はボーダーライン

でね、851人に限りなく近かったけども、これを

満たせないということで１名で長いこと耐えてお

られました。平成25年度の学校経営案によれば

855名で養護教諭が２名、西小が809人で１名。こ

れは中島牧子議員が外国人の子供の数と加配の国

の基準を示して議論しましたけども、同じような

ことが、いじめ防止法推進の中では養護教諭、教

員の配置をしっかりやって向き合う時間を大事に

してほしいと、そのことが法で明らかになってい

るんですが、この配置基準が相変わらず変わって

ないんですよね。 

 したがって、855人の知小は２人配置されてい

るが809人の西小は１人しか配置されていない。

知小で２人、西小で１人、しかもお互いに800人

台と。こういうことについては、市教委が独自に

加配していただければ、これは自治体の独自の裁

量で解決するんですが、そうでなければこの基準

を改善するような動きをしていただかないと、こ

のいじめ基本法防止推進法の第18条が、そうはい

っても担保できないということになるんですが、

教育長どういうお考えでしょうか。 

○川合教育長 

 養護教諭の仕事も子供たちのけがの手当とかそ

ういうことだけではなくて、今の心のちょっと病

んでいる子供たちの相談相手になるだとか、不登

校の子供たちへの支援をするだとか、いろんなこ

とで養護教諭の仕事そのものもふえているので、

できるだけ尐ない人数、あるいは多いところには

複数配置というのは現場の強い声だと思います。 

 これまで尐人数学級とか、あるいはサポート教

員だとか、いろんな形で議会の御理解をいただき

ながら尐しでもそういったことが環境が整うよう

なことを進めてきましたけれども、今後、養護教

諭ということも複数配置も市単でというものがで

きるかどうか、ほかのほうの学校現場はいろんな
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ところで人手がほしいというのが現状だと思うの

で、そういうことも考えながら１つの視点として

は必要かなと思います。 

○高橋委員 

 林市長ね、平成26年度予算では35人学級、小学

校５年生、６年生、実現しませんでした。そのく

だりは、私、本会議でもやらせていただきました。

私は、ここは林市長の教育にかけるあなたの決意

にひとえにかかっていると。確かにお金がかかる

ことは事実ですが、ぜひそこは前に進めて、いじ

め対策の柱でもあり、なおかつ私は先ほど紹介し

た保護者の切なる思い、この思いを具現化するか

どうかは市の教育委員会と林市長の予算編成権に

かかっているということを改めて痛感するんです

が、５年生、６年生、早急に35人学級に移行して

いただきたいと思うんですが、もう一度、市長の

答弁求めます。 

○林市長 

 35人学級は、今、るる高橋委員がおっしゃられ

たように、非常に子供たちにとっていいことだと

いうふうに思っております。 

 再三申し上げているんですけれども、秋田県が

学力がずっとナンバーワンだった一つの理由も尐

人数学級だったというふうに報道されております。

また、知立市で行われている、むすびあい教室ご

ざいます。通常学校に行けない子が行くところ、

ほんとに伸び伸びと楽しんで学んでいらっしゃる、

その大きな理由の一つが、やはり尐人数でやって

るわけであります。先生が子供たちにしっかりと

向き合っている、そんなことでむすびあい教室に

通っていらっしゃる子供たちが生き生きとされて

いる、こういったことも尐人数学級の一つの効果

かなと思っております。 

 なかなかすぐに５、６年生といくことは難しい

かなと思いますけれども、尐しでも前に進むよう

に頑張っていきたいと。また、議会の御理解をい

ただきながら努力していきたいと思っております。 

○高橋委員 

 私どもは、とりあえず５年生でどうかといって

提案したことがあります。教育長は、何をおっし

ゃってるんですか、５、６年生一気にいくんだと。

力強い答弁で、私も圧倒されて、それなら結構な

話じゃないかと。ふたを開けたら、オール・オ

ア・ナッシングと、こういう結論ですよね。これ

はちょっとまずいじゃないのと。とりあえずお金

がなければ５年生で６年生と階段をのぼるように

上がってもらうのも堅実な現実的な方法ではない

のかと。私たちは、知立市の財政力から見て、余

り大きな要求してもいかんなので、５年生でどう

だと言うたら、いやいや、６年生までいきましょ

うとおっしゃるから、あっけにとられたんですが、

しかし、予算はゼロと。 

 私は、これはちょっと裏切り過ぎになるんです

よね。だから、１年ずつでも結構ですから堅実に

尐人数学級を進めてもらいたいというふうに思う

んですが、もう一度、教育長の見解を求めます。 

○川合教育長 

 希望としては小学校全学年が尐人数学級でとい

う熱い思いはありましたけども、いろんな条件の

中で今回は断念をしましたが、やはり前に一歩ず

つ拡大の方向で今後も努力し、また、御理解をい

ただきたいと考えております。 

○高橋委員 

 背中を押させてもらいますので、林市長、頑張

ってくださいよ。言葉巧みに、あなた、するっと

逃げるというそういう習性を私は率直に感じない

わけではありません。ぜひ真正面から受けとめて

対忚していただきたい。 

 時間がきていますので、最後にさせていただき

たいというふうに思うんですけども、ことし、小

学校６年生と中学校３年生を対象に全国学力テス

トが行われるというふうに理解していますが、そ

ういう理解でよろしいですか。 

○学校教育課長 

 行われます。 

○高橋委員 

 たしか４月22日、間もなくですが、小学校は国

語と算数、中学校は国語と数学、平成26年度は２

教科、その次は３教科になるようですが、２教科

で行われるというふうに理解していますが、そう
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いう理解でいいですか。 

○学校教育課長 

 そのように行われます。 

○高橋委員 

 聞きたいのは、ことしの全国学力テストから市

町村学校名を明らかにした成績の公表が可能にな

ったと。しなくてもいいですよ。物議醸し出して

静岡県知事でしたか、市教委、県教委の意思をけ

って公表したという事件がありましたね。これは

教育委員会のあり方と首長の関係について本会議

でやりました。内政干渉じゃないかということを

やったんですが、成績発表が可能になったという

理解を私はしているんですが、そういう理解でい

いですか。 

○学校教育課長 

 自分のほうもそういうふうに可能になったとい

うことは聞いております。市としての取り組みと

しては、今まで同様にいくということを今のとこ

ろ内部では確認しております。 

○高橋委員 

 次の質問の答弁もしていただいたんですが、可

能になったが、できる規定ですよね。知立市の市

教委としては従来どおり公表しないと。従来どお

りというのは公表しないということだと思うんで

すが、この方向でいくんだということで内部確認

しているということでいいですか。 

○学校教育課長 

 自分のほうは、そういうふうに認識しています。 

○高橋委員 

 教育長、それでよろしいですか。 

○川合教育長 

 私もそのように考えておりますし、愛知県自体

も県知事の声明もありましたように、愛知県とし

ては必要ないと、あるいは逆に、発表することが

いい結果を呼ばないという今は判断をしておりま

す。 

○高橋委員 

 私と同様な意見です。 

 異常な競争教育は、決して子供たちにとってプ

ラスではない。東小学校の習熟度別の３クラス分

けですか、その子供たちの目線に立って、その子

供たちが習熟できるように、よくわかるような配

慮をしながら階段を一つずつ上がっていただく、

これが教育だと思うんです。結果的にいい成績の

場合もあれば成績がふるわない場合もあっていい

と思うんですね、それはやむ得ない措置として。

だけど、みんなが尐しずつ学ぶ喜びを感じ、そし

て学ぶ中で成長していくということが非常に大事

なことなので、結果だけを公表して、その結果評

価し合うと。これはやっぱり競争主義の過熱化と

いうことにつながって、教育本来の求めている地

道だけども一人一人が基礎学力をつけながら成長

していくというね、このこととはベクトルが必ず

しも同じではないというふうに私は感じますので、

ぜひ愛知県もそういうことであれば、なお心強い

わけですが、そういう方向で頑張っていただきた

いというふうに申し上げておきたいと思います。 

 以上で結構です。 

○田中健委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第24号について、挙手により採決します。 

 議案第24号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第24号 平成
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26年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 議案第27号 平成26年度知立市土地取得特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第27号 平成

26年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第31号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第７号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第31号について、挙手により採決します。 

 議案第31号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第31号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第７号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第33号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第33号について、挙手により採決します。 

 議案第33号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中健委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第33号 平成

26年度知立市一般会計補正予算（第１号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査

は終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき
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ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中健委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、企画文教委員会を閉会します。ありが

とうございました。 

午後８時24分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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